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はじめに 

 

 

 本県は台風の常襲地帯に位置し，梅雨期には約 1000mm の降雨が集中するほか，県土の大

半がシラス等の特殊土壌に覆われており，こうした災害に脆弱な環境の中で，毎年のよう

に河川の氾濫被害が発生しています。 

 このような氾濫被害の解消・軽減を図るため，現在も河道改修やダム等の河川整備を進

めているところですが，県管理河川の整備率は約 46％と依然として低い水準にあります。 

 このため河川改修などを進めていく必要がありますが，近年の河川事業においては，流

域全体の自然の営みや景観等の周辺環境との調和を視野に入れた「多自然川づくり」や洪

水ハザードマップの周知など頻発する洪水被害から人命被害のゼロ化を目指すためのソフ

ト対策など総合的な川づくりが求められています。 

 この河川事業設計基準書は，こうした近年の川づくりの動向を踏まえ河川事業を実施す

る上で，事業に携わる技術者の一助となることを目的に作成したものです。また，作成に

あたっては，引用した基準書等の出典を明記するとともに，計算例や図等を用いることで

解りやすく，使いやすい図書となるよう努めました。 

 今後，河川計画の策定や河川管理施設の調査・設計などに際し，本基準書を活用される

とともに，技術者として技術・経験の蓄積・研鑽に努めることを期待しています。 

  

 末筆ながら本基準書の作成にあたり，河川関係事業に携わられ，経験と技術を備えられ

た方々から多大なる御協力を頂戴したことを報告し，心より感謝申し上げます。 

 

 

 

                     平成２５年３月 

                            鹿児島県土木部河川課長 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

河川事業設計基準書の取り扱いについて 

 

 

 

 

（１） 本基準書は，県管理河川（１級河川及び２級河川）で実施される河川 

事業のみに適用する。 

準用河川などの市町村管理河川で実施する河川事業については，適用 

除外とする。ただし，市町村の判断により本基準を用いる場合は，市町 

村がその責を負うこととする。 

 

 

（２） 本基準書によらない設計を行う場合については，河川課と協議するこ 

と。 

 

 

（３） 引用している法令及び基準書等が改定となった場合は，本基準書の規 

定を読み替えるものとする。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

平成 25 年 3 月 初 版（前回） 

平成 28 年 4 月 改訂版（今回） 

 

【今回（平成 28 年 4 月）の主な改訂内容】 

 ① 新たに「第５編 多自然川づくり編」を追加し，全７編構成を８編構成とした。 

 ② 第１編 事業編，第３編 計画編を中心に，記載内容の一部見直し等を行った。 
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1. 第 1 章 河川の概要 

1.1 河川管理の目的 

1.1.1 目的 

河川法第１条において，その目的を｢河川について，洪水，高潮等による災害の発生が

防止され，河川が適正に利用され，流水の正常な機能が維持され，及び河川環境の整備

と保全がされるようにこれを総合的に管理することにより，国土の保全と開発に寄与し，

もって公共の安全を保持し，かつ，公共の福祉を増進すること。｣と規定している。 

(１) 公共の安全の保持 

(２) 公共の福祉の増進 

 

1.1.2 内容 

河川管理の目的から区分すると，以下の内容となる。 

(１) 洪水，高潮等による災害発生の防止 

(２) 河川の適正な利用 

(３) 流水の正常な機能の維持 

(４) 河川環境の整備と保全 

 

1.2 河川の分類 

1.2.1 河川の定義 

河川法の対象となりうる河川は，｢公共の水流及び水面｣である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

図 1.2-1 公共の水流及び水面の分類 
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1.2.2 法河川 

(１) 一級河川（法第４条） 

国土保全上又は国民経済上特に重要な水系で政令で指定したものに係る河川で，

国土交通大臣が指定する。 

管理については，原則国土交通大臣が行うが，国土交通大臣が指定する区間の

一定の管理は，都道府県知事に委任する。 

① 指 定 区 間 ：管理の一部を都道府県知事に行わせるとして国土交通大臣が 

指定する区間 

② 直轄管理区間：指定区間以外の区間（一級河川の中でも重要度の高い区間） 

(２) 二級河川（法第５条） 

一級水系以外の水系で公共の利害に重要な関係があるものに係る河川で都道府

県知事が指定し管理を行う。 

(３) 準用河川（法第 100 条） 

一級河川及び二級河川以外の河川の中から市町村長が指定し管理を行う。 

 

1.2.3 法の対象としない河川 

(１) 普通河川（地方自治法第２条） 

普通河川は，一級河川，二級河川，準用河川以外で河川法の適用・準用を受け

ない河川で市町村が管理を行う。 
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図 1.2-2 河川の区分と管理 
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1.3 鹿児島県における河川の概要 

1.3.1 管理河川の状況 

本県は台風常襲地帯に位置し，梅雨期に降雨が集中するなど厳しい自然条件に加え，

県土の大半がシラス等の特殊土壌に覆われており，河川の氾濫や公共土木施設災害等が

発生しやすい自然状況にある。 

○ 県管理河川総数の９割以上が流域面積 200ｋ㎡未満の中小河川 

○ 流域面積が 200ｋ㎡を超える大河川は，天降川，万之瀬川，菱田川，米之津川の４水系 

○ 都市河川は，甲突川，新川，稲荷川，永田川，脇田川，木之下川の６水系 

 

 

表 1.3-1 県内河川の管理状況     (平成 24 年 3月 31 日現在) 

河川種別 全   体 知事管理 大臣管理 

級  種 水   系 河川数 延長(km) 河川数 延長(km) 河川数 延長(km)

一級河川 

川 内 川 109 622.1 106 508.2 11 113.9

肝 属 川 36 181.6 35 130.5 6 51.1

大 淀 川 8 74.4 8 74.4 0 0.0

(計)３水系 153 878.1 149 713.1 17 165.0

二級河川 
１６０水系 310 1,775.5 310 1,775.5  -  - 

(計) 310 1,775.5 310 1,775.5  -  - 

準用河川 

(一級) 3 水系 285 348.5  -  -  -  - 

(二級) 104水系 554 849.4  -  -  -  - 

(単独) 394水系 442 473.6  -  -  -  - 

(計) 501水系 1,281 1,671.5  -  -  -  - 

合     計 1,744 4,325.1 459 2,488.6 17 165.0

(注)国管理と県管理の重複河川は 13 河川 
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     図 1.3-1 流域面積別河川数（一級河川：県管理分） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    図 1.3-2 流域面積別河川数（二級水系） 

 

 

 

    表 1.3-3 流域面積別水系数（二級水系） 

流域面積（k ㎡） 割合 主要水系名 

200 以上  （４水系） 3% 
天降川(403.2km2)，菱田川(394.4 km2) 

万之瀬川(372.3km2)，米之津川(201.3km2) 

100～200   （４水系） 3% 
別府川(181.2km2)，雄川(135.5 km2) 

安楽川(117.2km2)，甲突川(107.9km2) 

50～100   （14 水系） 9% 
神之川，安房川，高尾野川，網掛川，田原川， 

宮之浦川，神之川，検校川 他６水系 

50 未満   （138 水系） 86% 
広瀬川，高松川，住用川，役勝川，馬渡川， 

新川，大里川，河内川，久保田川 他 129 水系 
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図 1.3-3 鹿児島県河川図 
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2. 第２章 事業採択 

2.1 事業の種類 

2.1.1 河川事業の体系 

事業体系については， 図 2.1 のとおり従来からの体系で行われているが，国土交通

省では，平成 22年度から個別補助金を原則一本化し，地方の自由度を高めた社会資本整

備総合交付金を創設した。 

 

2.1.2 災害三事業 

浸水被害を早急に解消するため，浸水被害の状況により各々の採択基準に合致する事

業として，床上浸水対策・激甚な水害の再発防止・上下流一体の治水対策等の事業区分

がある。 

(１) 床上浸水対策特別緊急事業  

(２) 河川激甚災害対策特別緊急事業 

(３) 河川災害復旧等関連緊急事業 

 

2.1.3 その他改修事業  

その他改修事業の中で現在実施している事業 

(１) 広域河川改修事業(基幹河川改修 H7～，一般河川改修 S34～を H21 に統合) 

(２) 都市基盤河川改修事業 

(３) 総合流域防災事業 
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｢国土交通省河川事業概要抜粋｣ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2.1 河川事業の体系図 

 

注：上表の基幹河川改修及び一般河川改修については，｢河川関係補助事業事務提要｣

の科目等区分で，平成２１年度広域河川改修事業に統合されている。 
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2.2 採択基準及び補助率 

採択基準及び補助率については，｢河川関係補助事業事務提要｣による。 

 

2.3 新規事業の採択 

新規事業の採択時には，河川法第 16 条に基づく「河川整備基本方針」及び河川法第 16

条の２に基づく「河川整備計画」が策定されていなければならない。 

また，県の予算については，予算編成作業（公共事前調整）が４月の概算要求時点から

始まるため，原則として前年度末までに事前調整を終わらせておく必要がある。 

以下が新規事業の採択フローである。 
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【新規事業採決のスケジュール】 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

要望状況
の説明 

新規要望箇所の検討

｢土木部事業評価(優先度基準)
(案)｣による評価の実施 

(４月上旬)

地域土木事業幹事会
(２月)

基本方針協議 

地域及び市町村
からの新規河川

改修要望 

県単(公共事前)の決定
（４月）

県単(公共事前)の要望
【環境調査】 

県単(公共事前)の決定
（４月）

環境調査実施
流量観測 （１年間）

新規着手に係る
検討及び庁内調

整等 

整備計画(案)の策定
 
学識経験者委員会
（最低２回） 

県単(公共事前)の要望
【基本方針】

県単(公共事前）の決定
（４月）

基本方針(案)の策定

県単(公共事前)の要望

【整備計画】 

新規改修の計画策定

新規着手に係る
検討及び庁内調

整等 

基本方針に係る
検討及び庁内調
整等 

次年度予算概算要求書作成

(４月中旬) 
概算(新規)要求

(整備局提出５月中旬) 

本省ヒアリング用 
資料提出 

(６月～７月)

改要望整備局提出

（１２月) 

本省ヒアリング用
資料提出 

(１月～２月)

地域土木事業連絡会
(５月～６月)

｢土木部事業評価(優先
度基準) (案)｣による評
価の修正 

(１０月下旬)

改要望作成
(１０月下旬)

土木部予算調整会議
（１０月～） 

国への改要望(案)作成
県当初予算要求書作成

（１０月中旬～） 

当初予算要求書(案)
庁内調整ヒアリング 

(１２月～１月) 

概算要求ヒアリング
公共事業調整調書作成 

(４月) 

庁内調整・ヒアリング
(５月) 

 
市
 
町
 
村

実施認可準備

当初予算要求決定
(３月)

予算内示(４月１日) 交付申請等 工事実施

基本方針の公示

整備計画
協議 

整備計画に係る
検討及び庁内調

整等 

整備計画の公示

箇所指定通知 

意見

提出

提出

提出

提出

要望協議

  
  
  
  
  
  
新
規
予
定
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所
の
事
前
協
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通
年
可 

【国(整備局)】 【本庁】 【振興局等】
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２
年
前 

１
年
前 

初
年
度
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3. .第３章 実施上の留意事項 

3.1 附帯工事・補償工事の取扱い 

河川工事又は河川工事を施行するために必要を生じた他の工事（河川管理施設以外の許

可工作物工事）を施行する場合は，附帯工事により施行することができる。 

また，附帯工事以外のもので，河川工事の施行により当該河川に隣接する土地の施設工

作物を新築，修繕又は移転しなければならない場合は，補償工事として施行できる。 

附帯工事と補償工事の取扱いについては，以下の区分図を参考とする。 

なお，附帯工事及び補償工事を計画する際は，事前に施設管理者等に対し河川法に基づ

く許可等の確認を行い，計画的な整備進捗が図れるよう必要な手続きを行う。 

※「河川管理施設」とは，堰，水門，堤防，護岸，床止などの施設のことで，河川管理者が

設置及び管理をしている施設。（河川の流量や水位を安定させたり，洪水による被害防止な

どの機能を持つ施設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3.1-1 附帯工事と補償工事の区分図（参考） 

 

3.1.1 附帯工事 

河川法（第 19条）では，｢河川管理者は，河川工事により必要を生じた他の工事又は

河川工事を施行するために必要を生じた他の工事を当該河川工事とあわせて施行するこ

とができる。｣とある。 

(１) この省令において，｢附帯工事｣は，河川工事により必要が生じた河川工事以外 

の工事で，河川法（以下「法」という。）第 26条第 1 項の許可を要する工作物（そ

の設置が法又は法に基づく政令若しくは都道府県の規則の規定に違反するものを

除く。）に関するもの（除去のみのものを除く）をいう。 

 また，河川管理者は，附帯工事を施行する必要が生じたと認めたときは，当該

附帯工事に係る工作物の管理者にその旨を通知（様式１）し，附帯工事を施行し

ようとするときは，当該附帯工事の施行に関する計画（以下「附帯工事計画」と

いう。（様式 3））を定め，工作物の管理者に通知（様式 2）しなければならない

となっている。 

（河川附帯工事の費用負担に関する事務取扱規則（昭和 40年 6月 12日建設省令第 20号）） 

　堰改築　 　既設堰
           旧河川区域 附帯工事 　（許可工作物）

　　　新河川区域

堤内水路

補償工事

堤外水路

附帯工事

既設用水路

ポンプ室

補償工事
取水門

附帯工事
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※河川区域内における管理者不明の工作物への対応等については，第５章参考資料

5.5 資料５にある「河川工事に伴い附帯工事を実施した工作物の維持管理及び費

用負担等について」(平成 27年 10 月 29 日国土交通省水管理･国土保全局事務連

絡)により，適切な対応をとること。 

(２) 附帯工事の対象となるものは，橋梁，堰，昇降路，水門・樋門・樋管，排水路 

等である。ただし，普通河川との合流部に設置する水門等については，｢普通河川

の水門等の管理について｣（昭和 47 年 3 月 27 日建河治発第 23 号の 2 河川局治水

課長通達）により，河川管理施設として本川管理者が管理することとなっている

ことから，本工事扱いとする。 

（排水目的が特定なもの（かんがい用排水路，下水道用水路等）については，施設管理者が管理） 

   ※「普通河川」とは，一級河川，二級河川，準用河川以外の河川法の適用・準用を受

けない河川。（認定（法定）外水路：青線） 

○普通河川の水門等の管理について 

（昭和４７年３月２７日建河治発第２３号の２河川局治水課長通達） 

従来より本川に合（分）流する支（派）川合（分）流点に設けられている水門，樋門，闘

門，樋川の河川管理施設については，支（派）川の河川管理者が管理してきたが，今後は本

川の河川管理施設とすることとした。 

昭和46年度においては，さしあたって，直轄管理区間内に合（分）流する一級河川の合（分）

流点の知事委任の水門等を直轄管理することとしたが，昭和47 年度からは順次市町村長の管

理している，普通河川合（分）流点の水門等についても本川管理者が管理することとされた

い。 

このため，直轄管理区間内の水門等については直轄管理，一級河川知事委任区間内及び二

級河川の区間内の水門等については知事管理となるのであらたに所管することとなる関件機

関と協議のうえ，すみやかに移管事務をすすめるよう関係市町村長へ通知されたい。 

なお，事務処理等の関係から昭和47 年度中に移管が困難なものについても，概ねニケ年程

度を目途に可及的速やかに実施されたい。 

また，今回の措置にともない水門等の改良工事については，従来，附帯工事費に計上して

いたが，今後は本工事費に計上されることとなるので念のため申し添える。 

(３) 附帯工事に併せた対象施設の改良や増設はできるが，その改良や増設分に要す

る費用は，対象施設管理者の負担となる。 

よって，附帯工事の計画がある場合は，対象施設管理者と事前協議を行い，必

要により費用負担に関する協定を締結（様式 6，7）し，これに基づき施行する。 

なお，この協定の締結については，省令に基づく附帯工事計画を定める前に行

う。 

            ※ 上記施行に際し関連する手続き等 

        ○河川法第 23条（流水の占用の許可） 

   ○河川法第 24 条（土地の占用の許可） 

         ○河川法第 26条（工作物の新築の許可） 

 ○河川法第 27 条（土地の掘削等の許可） 
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3.1.2 補償工事 

附帯工事以外のもので，河川工事の施行により当該河川に隣接する土地の施設，工作

物を新築，修繕又は移転しなければならない場合，補償工事として施行できる。 

(１) 補償工事は，従前の機能を保持する範囲を限度とする。 

(２) 補償工事が許可物件に係るものについては，利用者からの許可申請を受理し 

許可を更新した後に施行する。 

(３) 補償工事の対象となるものは，用水路，ポンプ室，取付道路等である。 

(４) 補償工事となる箇所の用地は，補償費の中の用地費として計上し，管理者名義

とする。 

(５) 工事完成後速やかに管理者等へ引き継ぎを行う。 

このため，管理者とは十分な事前協議を行い，当該施設の取扱について事業着

手前に明確しておく必要がある。 

            ※ 上記施行に際し関連する手続き等は，附帯工事に同じ 
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3.1.3 関係機関協議 

附帯工事及び補償工事に係る関係機関との協議については，｢図 3.1-2 附帯工事等の

計画フロー｣に基づき以下の様式を参考に行う。 

なお，堰の改築を行う場合で，慣行水利権から許可水利権に切り替える必要が生じた

時は，河川法第 23条（流水の占用の許可）の手続きを行う。 

また，改修に伴い河川堤防を道路の兼用工作物とする場合は，｢兼用工作物管理協定の

取扱について｣（平成 23年 2月 14 日河川課長通知）による。 

｢資料１ （水利使用に係る技術に関すること）｣，｢資料２ （許可工作物の技術に関す

ること）｣を参照。 

(１) 河川附帯工事の発生について通知（様式 1） 

(２) 河川附帯工事の実施計画について通知（様式 2・様式 3） 

(３) 河川附帯工事の完成に伴う引継ぎについて通知（様式 4） 

(４) 工作物引渡書の受領（様式 5） 

（５） 基本協定（様式 6） 

（６） 実施協定（様式 7） 

※ 水利権の切替に係る手続きについては，時間を要す場合がある。 
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概算要求まで 

 

 

 

 

 許可申請まで 

 

 

 

 

 

 

 実施設計まで 

 

 

 

 

 

 

 

 

 完了後 1箇月以内 

 

図 3.1-2 附帯工事等の計画フロー 

  注）当該工作物の管理者との協議，通知は公文で行う。 

      また，橋梁，堰等の大型構造物については，着工前に関係機関との手続きを終えておく必

要があるため，予備設計等を実施して年次計画を作成し，必要な事前協議及び申請等を確

実に行う。 

○ 橋梁：河川法第 24条・第 26 条 

○ 堰：河川法第 23 条・第 24条，第 26条 

   ・工作物管理者による許可取得に関するのただし書き事項（河川法解説） 
既に当該法律の規定により許可等を受けている事項については，法第 75条の既定に 

よる監督処分によって，河川管理者が，附帯工事の施行に即して，その内容を変更する 
措置をとることも可能である。 

附帯工事の計画手順 

様式 1 

様式 2，3 

様式 4，5 

様式 6，7 

※当該工作物管理者によ

る許可取得は，河川法解

説｢第 19 条附帯工事の施

行｣説明文.4 による。 

通知 

必要 

不必要 

協議済 

通知 

申請 

締結 

基本・実施

協定作成

附帯工事の施行が必要かどうか

当 該 工 作 物 の 管 理 者

基本事項(場所・構造・費用負担)

について協議 

附 帯 工 事 計 画 書 の 作 成

当 該 工 作 物 の 管 理 者

河川法第 24 条・26 条等の許可申請

河川法第 24 条・26 条等の許可審査

 許         可 

附 帯 工 事 の 施 工

当該工作物の管理者への引継

除 去
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3.2 橋梁改築に係る費用負担 

3.2.1 三局長通達に基づく費用負担 

河川工事の施行に伴い必要となる道路橋の架け替えについては，｢河川工事又は道路工

事により必要となる橋梁及び取付道路の工事費用の負担について｣（昭和 43 年 8月 1日 

建設省都街発第 31号，建設省河治発第 87 号，建設省道総発第 240 号 各地方建設局長，

北海道開発局長，各都道府県知事，各指定都市の市長あて 建設省都市局長，建設省河

川局長，建設省道路局長通達）に基づき行う。 

なお，平成 5年 11月 25 日の道路構造令の改正に伴う｢河川工事又は道路工事により必

要となる橋梁及び取付道路の工事費用の負担について｣の取扱いについては，平成 6年 8

月 9 日土木部長通知による。  
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（参考）道路構造令の改正にともなう道路橋改築の費用負担について 

 

    ○：費用負担あり  ×：費用負担なし 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TL-20 

（一等橋）

TT-43 B 活荷重 

暫定荷重 

TL-14 

（二等橋）

A 活荷重 

×

×

○

○

国道，都道府県道

政令市の市道 

政令市以外の市町村道 

河川工事により架替が必
要となり，設計荷重の増大
のみにより質的改良にあ
たることとなる場合で，道
路の改築計画がない場合 

×

×

×

×
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3.2.2 市町村道橋の費用負担 

河川工事の施工に伴い必要となる道路橋の架け替えについては，｢河川工事に附帯する

市町村道橋梁の費用負担について（案）｣（昭和 50 年 7月 1日河川局治水課，道路局地

方道課）に基づき行う。具体的な費用負担については，図 3.2 を参照すること。 

(１) 現橋分は，河川負担 

(２) 拡幅分は，道路負担 

(３) 質的改良が生じる場合は，現橋分に道路負担が生じる 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 道路管理者の負担額＝Ａ＋Ｂ＋Ｃ 

Ａ：橋 梁 部＝（調査，設計等の測試＋下部工＋上部工＋仮橋＋管理道取付(4箇所分)） 

×(幅員比(W2/W)＋(質的改良負担分)) 

Ｂ：取付道路＝（取付道の用地費，補償費＋工事費）×(※幅員比(W1/W 又は W３/W)＋質的改良負担分) 

※左右岸の幅員が異なる場合は，別々に計上する。 

Ｃ：事 務 費＝３パーセント (((Ａ＋Ｂ)/0.97) ×0.03 以内) 

注 (１) 現橋が木橋，半木橋，潜水橋及び橋格が向上する場合には，質的改良負担分として現橋分に 

ついて 1/8～1/2 の負担が生じる。 

(２) 現橋の橋種，橋格，幅員の認定には，橋梁台帳と幅員の判明する写真の両方を添付する。 

(３) 橋梁災害を合併する場合は，全体額から災害費を差し引いたものを上記方法でアロケする。 

(４) 添架物(水道，ガス，電話)は，特段の定めがある場合以外は，河川負担とする。 

 

 

図 3.2 市町村道橋負担特例（案）による費用負担 
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3.2.3 河川工事に起因して生じる鉄道工事 

河川工事に起因して生じる鉄道工事については，｢河川工事に起因して生じる鉄道工事

について｣（平成 14年 12 月 25 日 国河治第 191 号，国鉄技第 38 号 各地方建設局長，

北海道開発局長，各地方運輸局長，沖縄総合事務局長あて 河川局長，鉄道局長）に基

づき行う。 

なお，費用負担の考え方について，｢河川工事に起因して生じる鉄道工事に関する実施

要綱｣の適用を受けない場合は，河川法第 19条(附帯工事の施行)，第 68 条（附帯工事に

要する費用）の規定に基づき｢従前の機能保持に必要な範囲の費用｣を河川管理者が負担

することとする。 

また，実施に際しては，以下の通知等を参考とする。 

    ○ ｢都市・地域整備局，河川局，道路局所管公共事業において鉄道事業者が工事を行う 

場合の費用等の透明性の確保について｣（平成 16年 8月 6 日 国九整都住第 37号，国 

九整地河第 15号，国九整地道第 14号 国土交通 省九州地方整備局建政部長，河川部 

長，道路部長通知） 

    ○ ｢公共事業における鉄道委託工事を行う場合の透明性確保の徹底に関する申し合わ 

せ｣について（平成 21年 3 月 2日 国土交通省九州地方整備局 建政部長，河川部長， 

道路部長通知）） 

 ○ ｢河川局所管直轄事業及び補助事業等における河川工事に起因して生ずる河川の鉄道 

工事等を委託する場合の運用について｣（平成 21年 11 月 26 日 国土交通省九州地方整 

備局 河川部地域河川課長事務連絡） 

 

3.3 その他移設補償 

3.3.1 九州電力株式会社 

河川に関する工事を施行するため支障となる電線路の電気工事の取扱及び費用負担に

ついては，｢電柱移転補償について｣（昭和 51年 2月 18 日 用第 231 号九州電力株式会

社鹿児島支店長あて鹿児島県土木部長）による協定書及び｢公共事業の施工に伴う電柱等

の移転補償に関する協定書の運用について｣（平成 2 年 11 月 26 日 監用第 794 号各土木

事務所長，各支庁土木課長，大島支庁河川港湾課長，各土木出張所長あて土木部長通知：

用地事務提要）に基づき行う。 
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3.3.2 日本電信電話株式会社（以下｢ＮＴＴ｣という。） 

河川工事に伴うＮＴＴ支障物件の移転補償については，｢河川区域内の土地等の占用等

に関する建設省と日本電信電話株式会社との間の覚書の取扱いについて｣（平成 11 年 2

月 24 日 土木部長通知及び同日付河川課長通知：用地事務提要）に基づき行う。 

表 3.3 河川工事に伴うＮＴＴとの負担割合          

起 因 者 負 担 割 合 

河川工事のみ 
全額河川管理者 

ただし，占用許可等の手続きを完了している場合に限る 

道路及び河川工事 
道路及び河川のアロケ率により，道路管理者分は会社負担， 

河川管理者分は河川管理者負担とする。 

 

3.3.3 水道管等 

河川工事の施行に伴う水道管等の支障物移設については，｢公共事業の施行に伴う水道

管等の支障物件移設の取扱いについて｣（平成 16年 1月 21 日監用第 1399／1400／1401

号土木部長から各土木事務所長，各支庁土木課長，各支庁各事務所長，大島支庁河川港

湾課長／各市町村長／保健福祉部生活衛生課長あて通知：用地事務提要）に基づき行う。 

なお，規模の大きな水道等の場合は，移設に伴い事業計画の変更や認可等の手続きが

必要となることがあり，手続きに時間を要することが考えられるため，関係機関との事

前協議を計画的に行う。 

 

     適用する支障物件 

(１) ガス事業法に定めるガス事業に係るガス導管 

(２) 水道法に定める水道事業又は水道用水供給事業に係る水道管 

(３) 工業用水道事業法に定める工業用水道事業に係る工業用水道管 

(４) 下水道法に定める公共下水道，流域下水道又は都市下水路に係る下水道函渠 

(５) 村落共同体その他地縁的性格を有するものが設置し，又は管理する施設で，上

記施設に類するもの 

 

3.3.4 橋梁添加物の費用負担 

県道橋の架替で道路管理者との費用負担協定を行う場合は，｢橋梁添加物の費用負担に

ついて｣（平成 2 年 11月 1 日各支庁長，各土木事務所長，各港湾事務所長あて土木部長

通知）に基づき行う。 

（この通知により取扱う橋梁添加物：水道管，下水道管，ガス管，電線その他公共の

用に供する施設で道路管理者が認めるもの。） 

また，市町村道橋の架替の場合は，占用者との特別な協定のない限り原因者負担とす

る。 
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4. 第４章 その他 

4.1 内水面漁業権者との調整 

｢河川工事に伴う漁業権者との調整について｣（平成 20 年 9 月 18 日 農政部長，林務水

産部長，土木部長通知）に基づき行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

県内の内水面漁協同組合は，表 4.1 を参照すること。 
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表 4.1 内水面漁協協同組合（１８組合）一覧 

組合名 所在地 漁業の名称 

広瀬川 出水市 
アユ，コイ，ウナギ，ヤマメ，フナ，オイカワ，モクズガニ，

テナガエビ 

高尾野内水面 出水市 アユ，コイ，ウナギ，モクズガニ 

高松川 阿久根市 アユ，コイ，ウナギ，モクズガニ 

川内川 さつま町 アユ，コイ，ウナギ，フナ，モクズガニ 

川内川上流 伊佐市 アユ，コイ，ウナギ，フナ，オイカワ 

川内川内水面 薩摩川内市 アユ，コイ，ウナギ，フナ，モクズガニ，シジミ，ハマグリ

甲突川 鹿児島市 アユ，コイ，ウナギ，モクズガニ 

別府川 姶良市 アユ，コイ，ウナギ 

網掛川 姶良市 アユ，コイ，ウナギ 

思川 姶良市 アユ，コイ，ウナギ，モクズガニ 

松永 霧島市 アユ，コイ，ウナギ，フナ 

日当山天降川 霧島市 アユ，コイ，ウナギ，フナ 

検校川 霧島市 アユ，ウナギ，モズクガニ 

手籠川 霧島市 アユ，コイ，ウナギ，フナ 

天降川 霧島市 アユ，コイ，ウナギ，フナ 

安楽川 志布志市 アユ，コイ，ウナギ，モクズガニ 

川辺広瀬川 南九州市 アユ，コイ，ウナギ，モクズガニ，テナガエビ 

末吉町内水面 曽於市 コイ，ウナギ，フナ 
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5. 第５章 参考資料 

5.1 資料１（水利使用に係る技術に関すること） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.5-2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.5-3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.5-4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.5-5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.5-6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.5-7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.5-8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.5-9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.5-10 

 

 

5.2 資料２（許可工作物の技術に関すること） 
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5.3 資料３（附帯工事に係る様式１～７） 

（様式１） 
○○○局河第○ ○ ○号 

平成○○年○○月○○日 

 

    工作物の管理者 殿 

                            ○○○地域振興局建設部長 

 

           ○○○川○○○事業の施行に伴う河川附帯工事の発生について（通知） 

 

    貴職管理の（工作物の名称）は，当局で施行の○○川○○○事業により（改築・継足等） 
が必要となりましたので通知します。 

      なお，（改築・継足等）工事の構造，費用負担方法及び施行主体等については，後日協議 
したいのであらかじめ後検討をお願いします。 

 

                                 問い合わせ先 

                                                       ○○○課○○○係 

                                 担当：○○○（内線○○○） 

 

 
 

（様式２） 
○○○局河第○ ○ ○号 

平成○○年○○月○○日 

 

 

    工作物の管理者 殿 

                            ○○○地域振興局建設部長 

 

           ○○○川○○○事業の施行に伴う河川附帯工事の実施計画について（通知） 

 

     平成○年○月○日付○○局河第○○号で通知しました○○川○○○事業のにより必要 
が生じた（○○の改築・継足等）工事については，別冊計画書に基づき実施することにな 
りましたので通知します。 

  

                                 問い合わせ先 

                                                       ○○○課○○○係 

                                 担当：○○○（内線○○○） 

 

 



1.5-20 

 

（様式３） 
 

○○○川○○○工事附帯○○○工事の工事計画書 

 

１．工作物の名称又は種類 

 ２．施工場所 鹿児島県○○市郡○○町村大字○○△△番地先 

３．法第２６条の許可権者並びに許可の番号及び年月日 

４．工  期 

５．工事の設計及び実施計画 

                 国庫（都道府県）負担        円 

 ６．工  費        円 

                 工作物の管理者負担        円 

（二年以上にわたる工事について下記内訳を記入すること。） 

 

区 分 

 

総予算額 

 

○年度支出額 

 

本年度支出額 

 

今後所要額 

 

国庫(都道府県)負担額 

    

 

工作物の管理者負担額 

    

 

内   訳 

 

費 目 

 

工 種 

 

細 目 

 

形状寸法

 

数 量 

 

単位 

 

単 価

 

金 額 

 

摘 要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

７．その他参考となるべき事項 

 備考（１） 工作物の管理者が負担すべき金額がある場合においては，その負担金の算定の 

基礎となった計算書を添付すること。 

（２） ｢費目｣欄は，本工事費，用地費，機械器具費，工事雑費等に区分し，｢工種｣欄 

は基礎工，本体工等に区分して記載すること。 

（３） １位代価表を添付すること。 

（４） 位置図 1/50,000 一般図（平面図その他）1/100～1/500 構造図 1/20～1/50 を 

   添付すること。 

（５） 2年以上にわたる工事等の当該年度分の工事計画書には前年度までの施工済額を 

｢摘要｣欄に記入すること。 

（６） 2年以上にわたる工事については，｢全体工事計画書｣及び｢各年度計画書｣を本様 

式により各別に作成し，その旨を標題に明記すること。（第 2 年度以降においては， 

｢全体工事計画書｣は不要） 
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（様式４） 
○○○局河第○ ○ ○号 

平成○○年○○月○○日 

 

    工作物の管理者 殿 

                            ○○○地域振興局建設部長 

 

           ○○川○○○事業の施行に伴う河川附帯工事の引継ぎについて（通知） 

 

     平成○年○月○日付で締結した平成○年度○○○川○○○事業の施工に伴う協定書 
第○条により下記のとおり竣工したので引き継ぎたく通知します。 
 

記 

   １ 工作物の名称又は種類：○○○ 

   ２ 竣工年月日     ：平成○年○月○日 

   ３ 精算額       ：一金○○○○○○円也 

   ４ 引継ぎ年月日及び場所：平成○年○月○日 現地 

  

                                問い合わせ先 

                                                      ○○○課○○○係 

                                担当：○○○（内線○○○） 

 

（様式５） 
工 作 物 引 渡 書 

 

     引渡人○○○建設部長○○○を甲とし，引受人○○○長△△△を乙とし，おのおの 
対等の立場における合意に基づいて下記のとおり引渡しを完了する。 

 

                  記 

     １ 工作物の名称又は種類：○○○ 

 ２ 工作物の設置場所    ：○○市○○町○○地内 

 ３ 河川法第２６条の許可権者並びに許可番号及び年月日 

                        ：○○○長○○○ 

 ４ 引渡後の管理    ：引渡後の維持管理は河川管理上支障ないよう乙が行う 

 

      上記引渡しの証として，当事者記名押印のうえ，各自一通を保持する。 

             引渡人 ○○○建設部長   ○○○  印 

             引受人 ○○○長      △△△  印 

                 立会人 ○○○課○○○係  ○○○  印 

                 立会人 ○○○課○○○係  ○○○  印 
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（様式６） 

（記載例） 

（河川管理者が実施主体の場合） 

 

基 本 協 定 書 

 

 ○○○道○○○線 ○○○事業と二級河川○○○川（○○○橋）○○○事業と（以下「工事」

という）の施工について，道路管理者○○○（以下｢甲｣という。）と，受託者 河川管理者鹿児

島県知事 ○○○（以下｢乙｣という。）は，次のとおり協定を締結する。 

 

（設計及び施工） 

第１条 工事の設計は，別冊設計図書のとおりとし，乙が施工するものとする。 

    工事の施工は，平成○○年度から平成○○年度までとする。 

 

（工事の費用及び負担） 

第２条 工事に要する費用は，乙の定めた基準により算定するものとする。 

   １ 甲は，この算定した実施計画額のうち，昭和４３年８月１日付建設省都市局長，同河

川局長，同道路局長の三局長通達「河川工事又は，道路工事により，必要となる橋梁及

び取付道路の工事費用の負担について」より算定した額を負担するものとする。 

   ２ 工事の全体額は一金○○○円とし，そのうち甲の負担額は一金○○○円とし，乙の負

担額は一金○○○円とする。 

 

（実施協定の締結） 

第３条 甲及び乙は，各年度における工事の範囲，構造，費用負担額，負担金の支払い等この協

定の実施に必要な事項について，別途実施協定を締結するものとする。 

 

（設計変更による負担金の協議） 

第４条 工事施工中に設計図書の変更をしようとする場合において，その変更が負担金の額の変

更を伴うときは，乙はあらかじめ甲に協議するものとする。 

 

（天災その他不可抗力による損害の処理） 

第５条 工事の施工に伴う損害は，甲，乙いずれかの責に帰する場合を除き，甲，乙の協議によ

り処理するものとする。 
 

（事業費の精算） 

第６条 乙は，工事が完成したら速やかに完成調書を作成し，甲に提出するものとする。 
 

（目的物の引渡し） 

第７条 甲が前条の完成書類を受理したときは，乙は速やかに当該目的物のうち，河川管理施設

を甲に引渡すものとする。 
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（残存物件の処理） 

第８条 事業が完成したことによって生ずる残存物件の処理については，甲，乙が協議して定め

るものとする。 

 

（その他） 

第９条 この協定に定めのない事項又はこの協定の内容に係る疑義は，甲乙が協議のうえ決定す

るものとする。 

 

 上記協定の証として本書２通を作成し，記名押印の上，甲，乙が各１通を保有するものとする。 
 

 

    平成○○年○○月○○日 

            
    甲  住 所 ○○○ 

道路管理者 ○○○ 

                   
       乙    鹿児島市鴨池新町１０番１号 

       鹿児島県（河川管理者） 

           鹿児島県知事   ○○○ 
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（様式７） 

（記載例） 

 

平成○○年度実施協定書 

 

 平成○○年○○月○○日付けで締結した基本協定書第３条の規定により，平成○○年度工事（以

下｢工事｣という。）について，委託者 道路管理者 ○○○（以下｢甲｣という。）と，受託者 河

川管理者 鹿児島県知事 ○○○（以下｢乙｣という。）は，次のとおり協定する。 

 

（工事の名称等） 

第１条 工事の名称，工事場所，工事費，工事内容は，次のとおりとする。 

  （１）工事名    ○○○ 

  （２）工事場所  ○○○ 

  （３）工事費    一金 ○○○円也 

  （４）工事内容  橋梁工事 

 

（設計及び施工） 

第２条 工事の設計は，別冊設計図書のとおりとし，乙が施工するものとする。 

 

（工事費用及び負担の方法） 

第３条 工事の事業費は，一金○○○円とし，その内甲の負担額は，一金○○○円，乙の負担額

は，○○○円とする。 

    ２ 事務費の額は甲の負担額の○％以内とする。 

   ３ 甲は，乙の発行する納入通知書に基づきその負担額を納入すること。 

    ４ 前項に定める金額は社会経済情勢，その他の特別な事情の変化により物価に変動を生じ

た場合は，甲，乙が協議し変更することができるものとする。 

 

（設計変更による負担金の協議） 

第４条 工事施工中に設計図書の変更をしようとする場合において，その変更が負担金の額の変

更を伴うときは，乙はあらかじめ甲に協議するものとする。 

 

（天災その他不可抗力による損害の処理） 

第５条 工事の施工に伴う損害は，甲，乙，いずれかの責に帰する場合を除き，甲乙の協議によ

り処理するものとする。 

（事業費の精算） 

第６条 乙は工事が完成したら速やかに完成調書を作成し，甲に提出するものとする。 

 

（目的物の引渡し） 

第７条 甲が前条の完成調書を受理したときは，乙は速やかに当該目的物を甲に引き渡すものと

する。 
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（残存物件の処理） 

第８条 事業が完成したことによって生ずる残存物件の処理については，甲，乙が協議して定め

るものとする。 

 

（その他） 

第９条 この協定に定めのない事項又はこの協定の内容に係る疑義は，甲，乙が協議の上，決定

するものとする。 

 

 上記協定の証として本書２通を作成し，記名押印の上，甲，乙が各１通を保有するものとする。 

 

    平成○○年○○年○○日 

 

    甲  住 所 ○○○ 

            道路管理者 ○○○ 

            

       乙    鹿児島市鴨池新町１０番１号 

       鹿児島県（河川管理者） 

           鹿児島県知事   ○○○ 
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5.4 資料４(橋梁の改築並びに拡幅 による費用の負担について(河川法第 19条，第 21条)） 

道路橋及びＪＲ橋を河川改修により架け替える場合は，以下のような費用負担方法

が定められている。 

［管理者負担のあるもの（他事業との合併施工）］ 

（１）国道橋 

（国土交通省管理） 三局協定により負担金で納入し，道路管理者が施工 

（鹿児島県管理）   三局協定の負担割合で，合併施工 

（２）県道橋     三局協定の負担割合で，合併施工 

（３）市町村道橋     三局協定の負担割合で，受託費として河川管理者が施工 

（４）ＪＲ橋     河川管理者と鉄道事業者との協議により決定 

 

5.4.1 三局協定に基づく費用負担 

三局協定に基づく費用負担三局協定とは，都市局，河川局及び道路局（三局）相互に

関連する橋梁の架け替えについての取扱いを定めたもので，同協定に関する通

達は下記のとおりである。 

 

5.4.1.1 河川工事又は道路工事により必要となる橋梁及び取付道路の工事費用の負担について 

     (通達) 

昭和43年8月1日，建設省都街発第31号，建設省河治発第87号，建設省道総発第240号，各地方建設

局長，北海道開発局長，各都道府県知事，各指定都市の市長あて 建設省都市局長，建設省河川局長，

建設省道路局長通達 

標記について，今後下記により取り扱うこととしたので，その取扱いについて遺憾のない

ようにされたい。 

記 

１．相互に関連する河川工事及び道路工事により必要となる既存の河川に係る橋梁及び取 

付道路の改築に要する費用については，次に定めるところによるものとする。  

(１) 橋梁が質的に改良される場合においては，橋梁の改築に要する費用は，河川管理 

者及び道路管理者がそれぞれその二分の一を負担する。ただし，橋梁の拡巾のた 

め必要となる費用は，道路管理者が負担する。 

(２) 橋梁が質的に改良されない場合においては，橋梁の改築に要する費用は河川管理 

者が負担する。ただし橋梁の拡巾のため必要となる費用については，道路管理者 

が負担する。 

(３) (１)の場合において，取付道路の改築に要する費用は河川管理者及び道路管理者 

がそれぞれその二分の一を負担し，（２）の場合において，取付道路の改築に要す 

る費用は，河川管理者が負担する。ただし，取付道路の拡巾のため必要となる費用 

は，道路管理者が負担する。 

２．河川工事により必要となる既存の河川に係る橋梁及び取付道路の改築に要する費用は， 

１に定める場合を除き，河川管理者が負担するものとする。 

３．道路工事により必要となる既存の河川に係る橋梁及び取付道路の新設又は改築に要する 

費用については，１に定める場合を除き，次に定めるところによるものとする。 
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(１) 橋梁及び取付道路の新設又は改築は，当該河川の改修計画に合わせて行なうものと 

し，これに要する費用は，道路管理者が負担する。 

(２) 橋梁及び取付道路の新設又は改築が当該河川の改修計画の実施に先行して暫定的 

に行なわれた場合においては，後に当該改修計画が実施されることにより必要とな 

る当該橋梁及び取付道路の改築に要する費用は，道路管理者が負担する。ただし， 

当該改修計画が著しく変更されて実施される場合には，当該橋梁及び取付道路の改 

築に要する費用は，河川管理者及び道路管理者がそれぞれの二分の一を負担する。 

４．新たに開削される河川が既存の道路を横過するために必要となる橋梁及び取付道路の新 

設に要する費用又は既存の河川について不要となる橋梁の撤去，河川の埋戻し等に要する 

費用については，次に定めるところによるものとする。 

(１) 橋梁及び取付道路の新設に要する費用は，(２)に定める場合を除き，河川管理者が 

負担する。ただし，既存の道路より橋梁を拡巾するため必要となる費用については， 

その費用のうち， 道路の一連の工事として実施される幅員の範囲内に係るものは， 

河川管理者及び道路管理者がそれぞれの二分の一を負担し，それ以外に係るものは， 

道路管理者が負担する。 

(２) 新設される橋梁と既存の河川の橋梁が道路の同一路線上にある場合において，橋梁 

の新設により既存の河川の橋梁が不要となり，かつ新設される橋梁が不要となる橋 

梁に比べ質的に改良されるときは，橋梁及び取付道路の新設に要する費用は，河川 

管埋者及び道路管理者がそれぞれの二分の一を負担し，既存の河川において不要と 

なる橋梁の撤去，河川の埋戻し等に要する費用は，河川管理者が負担する。ただし， 

新設される橋梁と不要となる橋梁との前後道路の幅員が著しく異なるときは，河川 

管理者及び道路管理者が協議して費用の負担区分を定める。 

５．相互に関連する河川工事及び道路の新設工事に必要となる新たに開削される河川に係る 

橋梁及び取付道路の新設に要する費用は，河川管理者及び道路管理者がそれぞれの二分の 

一を負担するものとする。 

６．この通達の適用前に架設されている橋梁が地盤沈下により低下している場合において， 

河川工事により必要となる橋梁及び取付道路の嵩上に要する費用は，１又は２の定めにか 

かわらず，河川管理者及び道路管理者がそれぞれの二分の一を負担するものとする。 

７．この通達の適用後に架設された橋梁及び取付道路が地盤沈下により嵩上の必要を生じた 

場合においては，その嵩上に要する費用は，道路管理者が負担するものとする。ただし， 

架設後における河川の改修計画の変更により橋梁及び取付道路の嵩上の必要を生じ，当該 

嵩上を地盤沈下により必要となる嵩上と同時に行なう場合においては，すべての嵩上に要 

する費用は河川管理者及び道路管理者がそれぞれの二分の一を負担するものとする。 

８．この通達は，河川工事については直轄河川改修事業，中小河川改修事業，小規模河川改 

修事業，高潮対策事業，災害関連事業又は災害助成事業に係る河川工事に，道路工事につ 

いては高速自動車国道，一般国道（特殊改良三種事業の対象となったものを除く。）又は国 

庫補助事業若しくは有料道路事業の対象となった都道府県若しくは地方自治法第２５２ 

条の１９による指定都市の市道に係る道路工事について適用するものとする。 

９．この通達に定めのない事項，この通達の適用に関し疑義を生じた事項又はこの通達に 

より難い事情のあるものについては，関係者が協議のうえ定めるものとする。 
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5.4.1.2 河川工事又は道路工事により必要となる橋梁及び取付道路の工事費用の負担について 

     (解説) 

（建設省都市局長，河川局長，道路局長通達）についての解説 

（昭和43年8月建設省都市局，河川局，道路局） 

Ⅰ 定義等 

１．本通達及び本解説における用語の定義は次のとおりとする。 

（１）「橋梁の新設」とは，撤去の対象となる橋梁のない場合の橋梁の新築をいう。 

（２）「橋梁の改築」とは，撤去の対象となる橋梁のある場合の橋梁の新築又は既設橋梁

の拡巾， 継足，嵩上をいう。 

（３）「橋梁の質的改良」とは，木橋の永久橋化，新設荷重の増大，支間の拡大等をいう。 

２．河川管理者及び道路管理者の費用負担の割振は，原則として巾員比又は面積比によ

り積算し，架空設計による積算は行なわない。 

３．橋梁の改築に要する費用には，本工事費のほか，準備工，護岸工，旧橋撤去，附帯

設備等の工事費及び調査設計委託費等の間接費を含む。 

４．取付道路の改築に要する費用には，本工事費のほか，用地及び補償費，準備工，水

防用道路の補償工事，附帯設備等の工事費及び調査設計委託費等の間接費を含む。 

Ⅱ 逐条解説 

１．相互に関連する河川工事及び道路工事により必要となる既存の河川に係る橋梁及び取 

付道路の改築に要する費用については，次に定めるところによるものとする。 

（１）橋梁が質的に改良される場合においては，橋梁の改築に要する費用は，河川管理

者及び道路管理者がそれぞれその２分の１を負担する。ただし，橋梁の拡巾のた

め必要となる費用は，道路管理者が負担する。 

（２）橋梁が質的に改良されない場合においては，橋梁の改築に要する費用は，河川管

埋者が負担する。ただし，橋梁の拡巾のため必要となる費用は，道路管理者が負担

する。 

（３）（１）の場合において取付道路の改築に要する費用は，河川管理者及び道路管理

者がそれぞれその２分の１を負担し，（２）の場合において取付道路の改築に要

する費用は，河川管理者が負担する。ただし，取付道路の拡巾のため必要となる

費用は，道路管理者が負担する。 
 

（解 説） 

１-１ 本項から３項までは，既存の河川に係る費用負担を規定したものである。 

１-２ 本項がこの通達の骨子であり，改築される橋梁が質的に改良される場合には，河川管理 

者及び道路管理者は，事前に十分な協議を行なって双方の事業の円滑な実施を図るもの 

とする。 

１-３ 「相互に関連して」とは，原則として向う五ヶ年以内にそれぞれ改修又は改築が行なわ 

れる場合をいう。 

１-４ 橋梁の拡巾によって必要となる費用は，河川の引堤分についても道路管理者が負担する。 
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１-５ 既設橋梁が河川の改修計画に合っていない場合又は当該河川の基準支間長未満の場合 

において，当該橋梁の巾員をこの通達の適用後に，暫定的に拡大した場合（主として 

歩道部の暫定的減加をいう。）は，将来橋梁を改築する際においては，本項ただし書を適 

用し，この巾員増分は道路管理者が負担する。 

１-６ 被災して災害採択された橋梁が河川の改修計画に基づく河川工事と合併して継足嵩上を 

行なう場合において，新たに架設される橋梁が被災前の橋梁より質的に改良されるときは， 

新たに架設される橋梁及び取付道路に要する費用から災害復旧費を控除した費用を，両者 

が折半負担し，質的に改良されないときは，河川管理者が負担する。ただし，橋梁の拡巾 

のため必要となる費用は，道路管理者が負担する。 

１-７ 橋梁の質的改良については，「定義等」に示したとおりであるが，このうち「支間の拡大」 

については次に掲げるところによる。 

（１）現橋が河川の基準支間長未満であり，改築される橋梁が基準支間長以上となる場合 

には，質的改良である。 

（２）現橋が河川の基準支間長以上である場合には，改築される橋梁の支間が，現橋の支 

間より拡大されても質的改良ではない。 

（３）現橋が河川の基準支間長未満であるが，暫定的に現橋の継足のみを行なった場合に 

おいて，継足区間の支間長が河川の基準支間長以上のときは，質的改艮である。 

１-８ 参考図（橋梁） 

図における白地部分は河川管理者負担，斜線部分は道路管理者負担（以下同じ。）である。 

（１） 橋梁が質的に改良される場合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

（２） 橋梁が質的に改良されない場合     （３） 災害と合併する場合  

 

 

 

 

 

 
 

拡巾 

現橋 

継足 

継足

現橋嵩上

継足 

現橋 

将来折半負担となるとき 

(f) 暫定的継足 (g) 継足・嵩上(e) 継足・拡巾 

河川巾 

現橋梁巾 

拡巾

現橋梁巾

河川引堤 

現橋 

継足

(a) 架 替 (b) 架 替 (c) 架 替 (d) 継 足 

現橋梁巾 

拡巾 

現橋嵩上

拡巾 拡巾 

現橋 

継足 

拡巾 

継足

災害採択 

拡巾 

継足

災害採択 

(a) 継足・拡巾 (b) 被災前橋梁より 
質的改良のない場合 

(b) 嵩上・拡巾 (a) 被災前橋梁より 
質的改良のある場合 
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１-９ 本項（１）により必要となる取付道路の改築に要する費用は，橋梁巾員変更の有無にか 

かわらず，取付道路の拡巾がなければ両者折半して負担し，取付道路の拡巾のため必要と 

なる費用は，道路管理者が負担する。 

１-10 取付道路の改築に要する費用のうち，折半負担の対象には取付道路の著しい質的改良（縦 

断勾配の著しい改良，舗装化等）は含まないが，道路管理者の要請で著しい質的改良を行 

なう場合においても架空設計による積算は極力行なわないようにする。 

縦断勾配の著しい改良がある場合の取付道路の延長範囲は，道路構造令に定められた勾 

配（特別は適用しない。）で現道へすりつくまでの範囲とする。 

 

道路構造令に定められている必要勾配（特例は適用しない）  

改築後の道路 改築後の橋梁  

現 道

現橋梁  

 

継足  

  
 

 
 
 

取付道路 橋 梁   取付道路 

 

１-11 参考図（取付道路） 

（１） 橋梁が質的に改良される場合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

現道 現道 

橋梁 
河川引堤 

継足 取付道路 取付道路 

(ｅ) 

橋梁 取付道路 取付道路 

橋梁拡巾 
(ｃ) 

橋梁拡巾

取付道路 取付道路 橋梁 

拡巾 

(ｄ)

取付道路 取付道路 橋梁 

(ａ) (ｂ) 

取付道路 取付道路 
橋梁

拡巾分

(ｆ)

拡巾分

取付道路 橋梁拡巾
取付道路

継足

橋梁拡巾 河川引堤

拡巾
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（２）橋梁が質的に改良されない場合 

（ａ）                  （ｂ） 

 嵩上                嵩上 

 

 

 

 

 

       （ｃ）                                  （ｄ） 

                               嵩上 

 

 

    

 

   

２．河川工事により必要となる既存の河川に係る橋梁及び取付道路の改築に要する費用は，

１に定める場合を除き，河川管理者が負担するものとする。 

 

（解説） 

２-１ 本項は，附帯工事の原則を示したものであるが，「１に定める場合を除き」としたのは， 

橋梁が質的に改良される場合は，これを積極的に河川管理者及び道路管理者が相互に関 

連する工事としてとりあげる方針としたことによる。従って，本項の規定は，原則として橋 

梁が質的に改良されない場合に適用する。 

２-２ 参考図 

  

 
 
 

 

 
 
 

３．道路工事により必要となる既存の河川に係る橋梁及び取付道路の新設又は改築に要す 

る費用については，１に定める場合を除き，次に定めるところによるものとする。 

（１）橋梁及び取付道路の新設又は改築は，当該河川の改修計画に合わせて行な 

うものとし，これに要する費用は，道路管理者が負担する。 

（２）橋梁及び取付道路の新設又は改築が，当該河川の改修計画の実施に先行して暫 

定的に行なわれた場合においては，後に当該改修計画が実施されることにより， 

必要となる当該橋梁及び取付道路の改築に要する費用は，道路管理者が負担す 

る。ただし，当該改修計画が著しく変更されて実施される場合には，当該橋梁 

及び取付道路の改築に要する費用は，河川管理者及び道路管理者がそれぞれそ 

の二分の一を負担する。 

 

（解説） 

（b）
継足 

現道 現橋 

橋梁 取付道路

現橋 現道 

取付道路橋梁 

拡巾 

取付道路 

橋梁 取付道路

継足

拡巾 

取付道路 取付道路

取付道路 継足橋梁 取付道路

拡巾

拡巾

(a) 

取付道路  取付道路  橋梁  

嵩上 
 （C）

取付道路
橋梁 

取付道路

継足 嵩上 

拡巾

橋梁

拡巾
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３-１ 本項は，改修済の河川又は河川の改修計画の実施に先行して橋梁を新設又は改築する場合 

の原則を示したものであるが，「１に定める場合を除き」としたのは，橋梁を改築する場 

合で，改築される橋梁が質的に改良される場合は，これを積極的に河川管理者及び道路管 

理者が相互に関連する工事としてとりあげる方針としたことによる。従って本項の規定は 

橋梁の新設の場合又は改築で質的な改良がない場合に適用する。 

３-２ 「河川の改修計画」とは，直轄河川にあっては工事実施基本計画，補助河川にあっては全 

体計画をいい，いずれも長期計画は対象としない。ただし，工事実施基本計画又は全体計 

画の改訂が明らかな場合には，当該改訂計画をいう。 

なお，一級河川の指定区間及び二級河川で，全体計画の定まっていない河川については 

近傍類似河川の全体計画等を参考として，早急に当該地点における妥当な計画を策定し 

（「河川の改修計画」とみなす），橋梁及び取付道路の新設又は改築に支障のないようにし 

なければならない。 

３-３ 本項において「これに要する費用」又は「改築に要する費用」には，橋梁の新設又は改築 

により必要を生じた限度の河川工事に要する費用を含む。ただし，河川の改修計画に護岸 

計画があり，架橋地点附近で改修工事により一連の護岸工事を施工している場合には，橋 

梁の新設又は改築に伴って必要となる河川工事には，河川の護岸計画分は含まない。ここ 

に「河川工事」とは，橋台，橋脚の設置に伴って必要となる護岸工事，水防用道路の補償 

工事等をいう。 

３-４ 本項において，河川の改修計画に合せて橋梁を架設する場合，将来河川敷地となる道路区 

間の用地は，河川管理者が積極的に買収するよう努める。 

３-５ 本項（２）は，道路工事により必要を生じた橋梁の新設又は改築は，河川の改修計画に合 

せて完成橋梁を架設することが望ましいが，これによることが著しく困難な場合（例えば， 

引堤計画が相当長期間にわたって実施されない場合で，河川の改修計画に合わせて完成橋 

梁を架設することが，道路側として著しく先行投資となるとき等）には，暫定的に架設す 

ることができるという規定である。この場合には，将来の河川工事によって必要を生ずる 

橋梁の継足，嵩上及び取付道路の改築に要する費用は，道路管理者が負担する。ただし， 

橋梁継足区間の掘削は河川管理者が行なう。 

なお，暫定的に橋梁を架設した後に河川の改修計画が著しく変更されたため継足，嵩上 

の追加が必要になった場合には，将来の河川工事によって必要を生ずる橋梁の全区間にわ 

たる継足，嵩上及び取付道路の改築に要する費用については，両者が折半して負担する。 

３-６ 暫定的に橋梁を架設したことを明確にするため，架設時点において次の措置を講じておく 

ものとする。 

イ 将来の継足に対しては，継足側の橋台をピアアバット型式にする。 

ロ 将来の嵩上に対してはジャッキアップ可能な構造（例えば，ピアや桁に受台を設ける 

等）にする。 

ハ その他河川の全体計画書，橋梁台帳，橋梁の全体計画図，河川の占用許可書類等の必 

要書類を保存する。 

３-７ 河川管理者が橋梁を暫定的に架設することは，河川管理上著しく支障があると認めた場合 

（例えば，現在無堤地で取付道路等によって上流に著しい影響を及ぼすおそれのある場合  

等）には，３-５にかかわらず，橋梁は河川の改修計画に合せて完成橋梁を架設するものと 

とする。 
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３-８ 参考図 

（１） 完成橋梁を架設する場合 

 
 
 

 
 
 

 

 

 
 
 

 

（２） 橋梁を暫定的に架設する場合 

（ａ）新設又は改築 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

継足 取付道路 

新設橋

引堤工事実施

（将来）（継足） 

嵩上 取付道路 継足 取付道路 

（将来）（嵩上変更・継足変更なし） 

嵩上取付道路 継足 取付道路 

（将来）（継足変更・嵩上変更なし） 

取付道路 取付道路 嵩上 継足 

（将来）（継足・嵩上とも変更） 

計画変更による引提追加 

継足

引堤工事実施 

取付道路 

新設橋

（将来）（継足変更） 

（b） 改築 （a） 新設 

（将来）（継足，嵩上） 

取付道路 取付道路 嵩上 継足 

取付道路 橋梁  

現河川巾  引堤計画  

取付道路  

引堤計画 
現橋撤去 

取付道路 橋梁 取付道路 

ピアアバット

（暫定的架設） 

取付道路 橋梁 暫定取付道路 

現河川巾 引堤計画 
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４．新たに開削される河川が既存の道路を横過するために必要となる橋梁及び取付道路 

の新設に要する費用又は既存の河川について不要となる橋梁の撤去，河川の埋戻し等に 

要する費用については，次に定めるところによるものとする。 

（１）橋梁及び取付道路の新設に要する費用は，（２）に定める場合を除き河川管理者 

が負担する。ただし，既存の道路より橋梁を拡巾するため必要となる費用につい 

ては，その費用のうち，道路の一連の工事として実施される巾員の範囲内に係る 

ものは，河川管理者及び道路管理者がそれぞれその二分の一を負担し，それ以外 

に係るものは道路管理者が負担する。 

（２）新設される橋梁と既存の河川の橋梁が道路の同一路線上にある場合において，橋 

梁の新設により既存の河川の橋梁が不要となり，かつ新設される橋梁が不要とな 

る橋梁に比べ質的に改良されるときは橋梁及び取付道路の新設に要する費用は， 

河川管理者及び道路管理者がそれぞれその二分の一を負担し，既存の河川におい 

て不要となる橋梁の撤去，河川の埋戻し等に要する費用は，河川管理者が負担す 

る。ただし，新設される橋梁と不要となる橋梁との前後道路の巾員が著しく異な 

るときは，河川管理者が協議して費用の負担区分を定める。 

 

（解説） 

４-１ 本項及び５項は，放水路等新設される河川に係る費用負担を規定したものである。 

４-２ 「新たに開削される河川」とは，放水路，捷水路等をいい，新設する橋梁の有効巾員は， 

現在道路の有効巾員を基準として定める。 

４-３ 架設する橋梁の橋格は，原則として一等橋とする。 

４-４ 既存の道路を統合して新たに橋梁を架設する場合には，河川管理者は，統合される道路 

の有効巾員の合計以内の費用を負担する。 

４-５ 「道路の一連の工事」とは，橋梁の新設地点を含めた一連区間の道路事業に着手してい 

る場合をいう。従って，単に橋梁及び取付道路を拡巾するために要する費用は，道路管 

理者が負担する。 

４-６ 参考図（（１）の定めの場合） 

 

 

 

 

 

 

 

 

４-７ 「既存の河川の橋梁が不要となり」とは，既存の河川が全く必要でなくなる場合又は水路 

として残す必要のある場合をいい，新築される橋梁が折半負担となる場合には，現河川に  

係る橋梁の撤去，埋戻し，前後の道路と同程度に築造する費用，水路として残す必要のあ 

る場合の暗渠等の新設に要する費用等は，河川管理者が負担し，新築される橋梁が折半負 

担とならない場合には，現河川の橋梁に係る河川管理者の負担はないものとする。 

 

(ａ) 

取付道路 橋梁 取付道路

放水路等 

道路の有効巾員

(ｂ)

放水路等

取付道路 橋梁 取付道路

道路の一連の 

工事として 

拡巾実施 

道路の有効巾員

放水路等 

拡巾 

(ｃ)

取付道路 橋梁 取付道路

現道 
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４-８ 「当該橋梁と道路の同一路線上にある場合」とは，主として次図を想定したものである。下 

図の場合は対象とならない。 

 

 

 
 

 

 

４-９ 本項（２）の趣旨は，捷水路工事において，現河川沿いに改修修工事を行なうと仮定し 

た場合に，現河川に架設されている橋梁が質的に改良され折半負担の対象となる場合に 

は，捷水路に新築される橋梁及び取付道路に要する費用は，両者折半して負担しようと 

いうものである。ただし，橋梁及び取付道路の拡巾に要する費用は，道路管理者が負担する。 

４-10 参考図（（２）の定めの場合） 
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（ｂ） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ａ路線 

Ｂ路線 
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河川負担現河川
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仮定したとき 取付道路橋梁取付道路

拡巾分 

捷水路現河川

Ｂ路線

Ａ路線

折半負担の対象となる 

撤去及び埋戻(河川負担) 

前後道路にとりつけ

る費用（河川負担） 
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５．相互に関連する河川工事及び道路の新設工事により必要となる新たに開削される河 

川に係る橋梁及び取付道路の新設に要する費用は，河川管理者及び道路管理者がそれ 

ぞれその二分の一を，負担するものとする。 

（解説） 

５-１ 本項にいう「相互に関連して」とは，河川及び道路がそれぞれの計画により事業に着手 

又は都市計画事業決定している場合をいう。この場合においては河川及び道路のそれぞ 

れの計画に合致した橋梁及び取付道路の新設に要するすべての費用について，両者が折 

半して負担する。 

５-２ 河川の放水路等の計画が確定する以前に，既に都市計画が確定していても将来河川とな 

る区域に道路の事業決定がなされていない場合には，河川管理者は橋梁を架設する必要 

はない。 

５-３ 参考図 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

６．この通達の適用前に架設されている橋梁が地盤沈下により低下している場合にお 

いて，河川工事により必要となる橋梁及び取付道路の嵩上に要する費用は，１又は２ 

の定めにかかわらず，河川管理者及び道路管理者がそれぞれの二分の一を負担するもの 

とする。 

（解説） 

６-１ 本項は，この通達の適用前に架設されている橋梁が地盤沈下により低下し，河川工事と 

して嵩上の必要を生じた場合の費用負担を規定したものであり，１項及び２項の例外規 

定である。 

６-２ 河川工事により必要となる橋梁の嵩上に要する費用は，第１項によれば河川管理者の負 

担であるが，嵩上する橋梁が地盤沈下により低下している場合に限り，嵩上に要するすべて 

の費用について両者が折半して負担する。 

地盤沈下による上げ越し高 

河川の改修計画による嵩上高      

当初架設高 

現状高 

６-３ 参考図 

（ａ）嵩 上 （ｂ）継足・嵩上 

 

 

 
 
 
 
 
 

放水路等 

事業着手又は 

都市計画事業決定 

両者折半負担とする。 

橋梁 取付道路取付道路

継足(質的改良のないとき)

橋梁 取付道路 取付道路 
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７．この通達の適用後に架設された橋梁及び取付道路が架設後における地盤沈下により嵩 

上の必要を生じた場合においては，その嵩上に要する費用は，道路管理者が負担す 

るものとする。ただし，架設後における河川の改修計画の変更により橋梁及び取付道路 

の嵩上の必要が生じ，当該嵩上を地盤沈下により必要となる嵩上と同時に行なう場合にお 

いては，すべての嵩上に要する費用は，河川管理者及び道路管理者がそれぞれその二分の 

一を負担するものとする。 

（解説） 

７-１ 本項は，この通達の適用後に架設された橋梁が地盤沈下により嵩上の必要を生じた場合 

の費用負担を規定したものである。 

７-２ 道路管理者は，地盤沈下が予想される場合には，新しく架設する橋梁については，あら 

かじめジャッキアップの装置を講ずるか，構造型式によっては適当量の上げ越しを行な 

っておくものとする。 

７-３ 地盤沈下により低下した橋梁は，橋梁の桁下高が，河川の堤防余裕高の二分の一以下と 

なった場合又は桁下高が 50 センチメートル以下となった場合には，原則として嵩上を 

行なわなければならない。 

７-４ 橋梁架設後に河川の改修計画が変更し，地盤沈下による嵩上と合せて行なう必要を生じ  

た場合には，それに要する費用は，６-２と同様，両者が折半して負担する。 

７-５ 参考図 

（ａ）嵩 上 （ｂ）架設後の河川改修計画変更 
に嵩上を含めて嵩上 

 
 
 
 

  

 
 
 

８．この通達は，河川工事については直轄河川改修事業，中小河川改修事業，小規模河 

川改修事業，高潮対策事業，災害関連事業又は災害助成事業に係る河川工事に，道路工 

事については高速自動車国道，一般国道（特殊改良三種事業の対象となったものを除 

く。）又は国庫補助事業若くは有料道路事業の対象となった都道府県若くは地方自治法第 

252 条の 19 による指定都市の市道に係る道路工事に適用するものとする。 

（解説） 

８-１ この通達は，河川工事については，局部改良事業，災害復旧事業，都道府県単独事業に 

係る河川工事に，道路工事については特殊改良三種事業，市町村道事業（指定市及び有 

料道路事業を除く。）都道府県単独事業に係る道路工事には適用しないが，これらの工 

事においても努めてこの通達を準用するようにする。 

９．この通達に定めのない事項，この通達の実施に関し疑義を生じた事項又はこの通 

達により難い事情のあるものについては，関係者が協議のうえ定めるものとする。 

（附則） 

この通達は，昭和 43 年 8 月 1 日から適用する。ただし，この通達の適用前に既に河川管理者

及び道路管理者が協議して定めたものについては，この限りでない。 

取付道路 橋梁 取付道路 取付道路 取付道路橋梁 



1.5-38 

 

 

5.4.1.3 河川工事又は道路工事により必要となる橋梁及び取付道路の工事費用の負担について 

     (通達) 

平成 6年 7月 18 日 

 
各都道府県土木部長あて 建設省都市局街路課長，建設省河川局治水課長，建設省河川局都市河川

室長，建設省河川局防災課長，建設省河川局砂防部砂防課長，建設省道路局有料道路課長通達 
 

平成 5年 11 月 25 日の道路構造令の改正に伴い，同日付けで「橋，高架の道路等の技術基準に

ついて」（平成 5 年 11 月 25 日付け建設省都街発第 72 号，建設省道企発第 93 号建設省都市局長，

建設省道路局長通達）により道路橋示方書が一部改訂されたところである。 

標記については，今後とも「河川工事又は道路工事により必要となる橋梁及び取付道路の工事費

用の負担について」（昭和 43 年 8 月 1 日付け建設省都街発第 31 号，建設省河治発第 87 号，建設

省道総発第 240 号建設省都市局長，建設省河川局長，建設省道路局長通達。以下「三局長通達」

という。）によることとするが，改訂後の活荷重を適用する場合については，以下の通り取り扱う

こととしたので通知する。 

なお，都道府県においては，貴管下市町村及び地方道路公社に対しても周知されたくお願いす

る。 

１ 従前の活荷重を適用した橋梁を，Ｂ活荷重を適用して架け替える場合には，三局長通達でい

う「質的改良」にあたるものとして取り扱い，Ａ活荷重を適用して架け替える場合には「質的改

良」にあたらないものとして取り扱うものとする。ただし，「特定の路線にかかる橋，高架の道路

等の技術基準について」（昭和 48 年 4 月 25 日付け建設省都街発第 15 号，建設省道企発第 26 号，

建設省都市局長，建設省道路局長通達）による TT－43 の荷重及び「橋，高架の道路等の技術基

準における活荷重の取扱いについて」（平成 5年 3月 31 日付け建設省都街発第 21号，建設省道企

発第 27 号，建設省都市局街路課長，建設省道路局企画課長通達）による暫定荷重を適用した橋梁

をＢ活荷重を適用して架け替える場合並びに市町村道（地方自治法第 252 条の 19による指定都市

に係るものを除く。）について従前の一等橋をＢ活荷重を適用して架け替える場合には，「質的改

良」にあたらないものとして取り扱うものとする。 

２ 従来から橋梁が質的に改良される場合は，これを積極的に河川管理者及び道路管理者が相互

に関連する工事としてとりあげる方針としており，今後ともこの方針によるものとするが，河川

工事により従前の一等橋を架け替える必要があり，設計荷重の増大のみにより質的改良にあたる

こととなる場合において，道路に改築計画がない場合には，例外として，河川管理者の負担によ

り道路構造令等の規定に基づきＢ活荷重を適用して架け替えることとする。 

３ 上記の費用負担方法を適用するにあたっての活荷重は，当該橋梁の当初架設時の活荷重を用

いるものとする。 

４ 既存の橋梁が河川管理施設等構造令の基準を著しく満足せず，治水上緊急に架け替えが必要

な場合においては，活荷重の改訂に伴う補修等を実施することによって架け替えに遅延が生ずる

ことがないよう，河川管理者と道路管理者が相互に調整を図っていくものとする。 
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5.4.1.4 河川工事又は道路工事により必要となる橋梁及び取付道路の工事費用の負担について 

     (事務連絡) 

 平成 6年 7月 18日 事務連絡 

 
建設省都市局街路課課長補佐，建設省河川局治水課課長補佐，都市河川室課長補佐，防災課課長補

佐，砂防課課長補佐，建設省道路局有料道路課課長補佐，高速国道課課長補佐，国道第一課課長補

佐，国道第二課課長補佐，地方道課課長補佐，市町村道室課長補佐 
 
 
 

標記については，平成 6 年 7 月 18 日付け建設省都街発第 25 号，建設省河治発第 58 号，

建設省河都発第 17 号，建設省河防発第 78 号，建設省河砂発第 39 号，建設省道有発第 32

号，建設省道高発第 3 号，建設省道 1 発第 12 号，建設省道 2 発第 8 号，建設省道地発第 17

号，建設省道市発第 2 号，関係課長，室長連名の通達により，道路橋示方書の改訂後の活荷

重を適用した場合の取り扱いを通知したところであるが，運用にあたっては同通達によるほ

か，下記の点に留意のうえ遺憾のないようにされたい。 

なお，都道府県においては，貴管下市町村及び地方道路公社に対しても周知されたくお願い

する。 

 

記 
 

１ 「河川工事に附帯する市町村道橋梁の費用負担について（案）｣（昭和 50 年 7 月 1 日）

の特例費用負担を適用する場合には，本文二の表中の「二等橋に改築する場合」を「Ａ活荷

重を適用して改築する場合」に，「一等橋に改築する場合」を「Ｂ活荷重を適用して改築す

る場合」に読み替えて運用することとする。 

２ 「暫定荷重を適用する橋梁の架け替えの取り扱いについて」（平成 5 年 10 月 12 日付け事

務連絡）は廃止する。 
 

5.4.1.5 河川工事又は道路工事により必要となる橋梁及び取付道路の工事費用の負担について   

(補足説明) 

平成 6年 7月 18 日 事務連絡 
 

建設省河川局治水課課長補佐，都市河川室課長補佐，防災課課長補佐，砂防部砂防課課長補佐 
 

 

標記については，平成 6年 7月 18 日付け建設省都街発第 25号，建設省河治発第 58 号，建設省

河都発第 17 号，建設省河防発第 78号，建設省河砂発第 39 号，建設省道有発第 32号， 建設省道

高発第 3 号，建設省道１発第 12 号，建設省道 2 発第 8 号，建設省道地発第 17 号，建設省道市発

第 2 号，関係課長，室長連名の通達（以下「通達」という。）及び同日付け関係課長補佐連名の事

務連絡により，道路橋示方書の改訂後の活荷重を適用した場合の取り扱いを通知したところであ

るが，通達の趣旨を下記のとおり補足するので，留意のうえ適切に対処されたい。 

記 

１ 通達の１．は，道路橋示方書改訂後の活荷重（Ｂ活荷重及びＡ活荷重）を適用して橋梁

の架替を行う場合に，三局長通達でいう質的改良にあたるかどうかの，費用負担の考え方の

原則を示したもので，Ｂ活荷重を適用する場合には質的改良にあたるものとし，Ａ活荷重を

適用する場合には質的改良にあたらないものとして取り扱うものとした。ただし，TT－43
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の荷重及び暫定荷重を適用した橋梁については，これらの活荷重がＢ活荷重と同等のレベル

であることから，これらの橋梁をＢ活荷重を適用して架け替える場合にも質的改良にあたら

ないとして取り扱うこととしたものである。 

また，市町村道については，市町村の財政負担にも配慮し，政令市以外の市町村道にお

いて一等橋をＢ活荷重を適用して架け替える場合にも質的改良にあたらないものとして取

り扱うこととしたものである。 

したがって，費用負担に関する他の規定については引き続き三局長通達によることとし，

改築される橋梁が設計荷重の増大以外で質的に改良される場合には，従前どおりこれを積極

的に河川管理者及び道路管理者が相互に関連する工事としてとり上げ，費用負担を行ってい

く趣旨に変更はない。 

２ 通達の２．は，改訂後の活荷重を適用して架け替える場合の費用負担の考え方における

特例を示したものである。一等橋をＢ活荷重を適用して架け替える場合には，通達の１．に

より，ただし書き以下の場合を除き質的改良にあたるものとして取り扱うこととしているが，

このうち，木橋の永久橋化，支間の拡大等，設計荷重の増大以外の質的改良の要因がない場

合において，道路の改築計画がない場合には，Ｂ活荷重を適用して，河川管理者の負担によ

り架け替えることも，例外的にやむを得ないものとしたものである。 

なお，橋梁の拡幅を伴う架け替えについては，道路の改築計画があるものとして，道路

管理者に費用負担を求めるものである。 

３ 通達の３．は，設計荷重の増大に対応するために補修等を行った橋梁を架け替える場合

の費用負担の考え方を示したものである。 

既存の橋梁を対象として設計荷重の増大に対応するために行う補修等は応急対策である

と考えられるため，補修等を行った橋梁を架け替える場合の費用負担については，補修等を

勘案せず，補修等の実施前の状況にあるものとして，当該橋梁の当初架設時の活荷重を用い

て１．及び２．を適用するものとしたものである。 

４ 通達の４．は，河川管理施設等構造令の基準を著しく満足せず，治水上緊急に架け替え

が必要な既存の橋梁については，設計荷重の増大に対応するために道路管理者が補修等を実

施することを妨げるものではないが，補修等を実施したことを理由に，架け替えに遅延が生

じることのないよう，従来どおり河川管理者と道路管理者が相互に調整を図りつつ，積極的

に架け替えを行っていくことを確認したものである。 
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5.4.2 市町村道橋の費用負担（案）に基づく費用負担 

市町村道橋梁の費用負担（案）は，河川工事に関連して架替えを必要とする市町村道

橋梁費用負担について，三局協定によりがたいものの取扱いについて定められたもので，

その内容等は次に示すとおりである。 
 

5.4.2.1 河川工事に附帯する市町村道橋梁の費用負担について（案） 

昭和 50年 7月 1日 

河川局治水課・道路局地方道課 
 
 

１．相互に関連する河川工事及び道路工事により必要となる橋梁及び取付道路（以下「橋梁

等」という。）の改築に要する費用の負担については，原則として，昭和 43 年 8 月 1 日付

け都街発第 31 号，河治発第 87 号，道総発第 240 号による都市局長，河川局長，道路局長

通達「河川工事又は道路工事により必要となる橋梁及び取付道路の工事費用の負担につい

て」（以下「通達」という。）によるものとする。 

２．河川工事に起因して必要となる橋梁等の改築工事で，道路に改築計画がない場合等の事

情により，通達を適用することが困難な場合においては，その改築に要する費用の負担は，

次に示す方式（以下「特例費用負担」という。）によることができるものとする。 

３．特例費用負担の適用の前提条件は，下記事項によるものとする。 

（１）河川管理施設等構造令（案）及び道路構造令に適合する橋梁等に，改築する場合。 

（２）橋梁の継足又は改築に併せて，橋梁又は取付道路の拡幅を必要とする場合は，拡

幅相当分は，道路管理者負担とする。 

（３）現橋梁及び取付道路の幅員は次のとおり取扱う。 

 

（イ）現橋の幅員が一定でない橋梁 

 

現 橋 長 

負担対象の現橋幅員

（平均幅員） 
 

 
 
 

（ロ）橋梁幅員と前後の道路幅員が一定でない橋梁 

取付道路部分の負担対象幅員 
 

 
 

橋梁部分の負担対象幅員 
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（４）２橋以上の橋梁を統合する場合は，特例費用負担により算出した各橋梁別の河川管

理者負担の割合に相当する幅員を合計した幅員を限度として河川管理者負担とし，

継足相当分についても現橋のそれぞれの幅員を合計した幅員を限度として河川管理

者負担とする。また，取付道路については新設橋梁の幅員を限度として，現取付道

路のそれぞれの幅員を合計した幅員を，河川管理者負担とする。 

（５）道路の路線選定上の理由から，架設位置を変更すること等により橋長が増大する

場合は，その増大相当分の道路管理者負担は，通達によるものとする。 

（６）現橋の災害復旧事業に併せて橋梁を改築することとなる場合は，改築に要する費

用から災害復旧費を控除したものについて，特例費用負担の割合で河川，道路管

理者がそれぞれ負担するものとする。この場合，現橋区分の適用は，被災前の橋

梁の状況によるものとする。 

４．特例費用負担は，河川工事については河川局治水課所管の河川工事のうち都市小河川及

び準用河川以外のもの。また，道路工事については道路局地方道課所管の市町村道に係る

道路工事のうち地方自治法第 252 条の 19 による指定市以外の市町村道に係るもの及び過

疎地域対策緊急措置法，豪雪地帯対策特別措置法及び山村振興法に基づく都道府県代行に

よるもの以外のものに適用することができる。 

５．特別の事情があって，この取扱いにより難いときは，河川管理者及び道路管理者が協議

のうえ別の負担方法によることができるものとする。 

６．この取扱いは，昭和 51年度以降に着手する工事に適用するものとする。 
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5.4.2.2 河川工事に附帯する市町村道橋梁等の費用負担について（案）の解説 

１．本文 2について 

（１）「道路に改築計画がない場合等の……特例費用負担によることができる」とあるのは， 

道路に改築計画がなく，又は改築計画があっても施行時期が合致しないため，市町 

村の財政負担能力から，橋梁等の改築の予算措置を求めることが困難である等の場 

合で，通達を適用することが著しく不適当な場合に，この特例費用負担が適用される 

という趣旨である。 

（２）橋梁幅員の拡幅を伴わず，かつ，橋梁区分の格上げがない永久橋の場合を除き，当 

該橋梁を含む路線の当該橋梁の両側で道路工事が行われている場合は，時期が合致 

しないとは見なさないで，通達によるものとする。 

２．本文３について 

（１）「河川管理施設等構造令（案）及び道路構造令に適合する橋梁等に改築する場合」と

あるのは，道路に改築の計画がなく，又は改築計画はあるが，施工時期が合致しない

というような場合であっても，橋梁が質的に改良される場合にあっては，河川工事に

起因して必要となる橋梁等の改築に併せて，橋梁整備を道路の国庫補助事業として積

極的に採択する方針を示したものであり，橋梁等の改築が道路の国庫補助事業であっ

ても，本文１に該当するものでなければ，当然この特例費用負担によることができる。 

（２）災害復旧事業費以外は，幅員比で費用負担することとし，原則として架空設計による

費用負担は行わない。 

（３）「現橋が永久橋（２等橋以下を含む。）｣には，荷重制度（例えば４トン）を設けた永

久橋も含まれる。 

（４）支間の拡大は，質的改良とは見なさない。 

（５）「下部工の永久構造物」には，石積橋台，躯体が永久構造の橋脚を含む。ただし，２

径間以上で，中間橋脚が木造の場合は，石積橋台は永久構造物と見なさない。 

（６）「上部工の永久構造物」には，石造，主桁に簡易鋼桁を使用したものを含む。ただし

主桁が永久構造物で床板が木造の場合は，上部工は半永久構造物と見なす。 

（７）吊橋については，床板が永久構造で２等橋以下の場合は「現橋が永久橋（２等橋以下 

を含む。）｣と見なす。また，床板が木造の場合は，下部工は永久構造物，上部工は半 

永久構造物と見なす。ただし，タワーが木造の場合は，上部構造の如何にかかわらず 

木橋とする。その他吊橋について構造判定のむづかしい場合は，別途協議して定める 

ものとする。 

（８）取付道路に関係のない護岸工は，下部工に含める。 

（９）平均幅員の算定は，橋面積（地覆を含まない。）あるいは，取付道路面積で行う。

また，橋梁部の費用負担は現在の橋梁の平均幅員で，取付部の費用負担は，現在の取

付道路の平均幅員で算定する。 

（10）潜水橋は，その構造を問わず「現橋の橋面が架設時における河川の河岸又は堤防よ

り低い橋梁の場合」を適用する。（参考図―１参照） 
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（11）現橋架設後引堤されて現在に至っている場合は，その引堤部を継足部と見なす。そ

の場合も「現橋長」部分はそれぞれの「橋梁区分」の費用負担割合によるものとす

る。（参考図－２参照） 

（12）災害復旧事業と合併して実施する場合については，別記－1の算定式による。 

（13）２橋以上の橋梁を統合する場合については，別記－２の算定式による。 

（14）「道路の路線選定上の理由」には，次の場合は該当しない。 

（イ）現橋を仮橋として利用することにより，新設橋長が現橋より長くなっても，新

たに仮橋を架設し架替えするよりも事業費の節減あるいは事業の遂行上有利であ

る場合。 

（ロ）河川計画上の理由から，架設位置を変更するため橋長が増大する場合（その増

大相当分は継足部とみなす） 

（15）取付道路の協定範囲については，現状の機能を低下させることなく，現道へすり

つくために必要な区間とするが，このために，費用負担協議区間が長くなったり，あ

るいは多大の事業費を要する場合は，道路管理者側は極力事業費の節減を図るよう設

計に考慮を払うものとする。 

（16）河川改修計画が当分なく，河川管理者が合併施工に応じられない場合で，河川管理

者がピア式アバットを条件とする場合道路管理者は，ピア式アバットで施行するが，

将来の「継足部」における費用負担は，本文２の特例費用負担方式の継足部によるも

のとする。その場合の現橋とは，道路管理者がピア式アバットの橋梁に改築した後の

橋梁とする。 

（17）橋梁区分が複雑に混合している場合については，別記－3 の算定式による。 

参考図-１ 

潜水橋 

（１）現橋架設時の状況 
 

潜 水 橋 長 
 

 
 
 
 
 
 
 

（２）その後河川の引堤が行われた現在の状況 
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（３） 費用負担する場合の延長区分 
 
              現  橋  長      継 足 

（ 潜   水  橋  部）  
 
 
 
 
 
 

但し，現橋架設後，堤防が嵩上げされた場合は，現橋を潜水橋と見なさない。 

 

１） 現橋架設時 
 
 
 
 
 
 
 

２） その後堤防嵩上げされた現在の状況 
 

  
 

 
 
 
 
 
 

  部分は潜水橋ではない。 
 

参考図-２ 

 現橋長のとり方 

１．（１）現橋架設時の状況 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（２）その後河川の引堤が行われたが，現橋の継足が行われなかったため，現在の状況 
 

引   堤 
 
 
 
 
 
 

（３）費用負担する場合の延長区分 
 

現   橋  長 継  足  
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２．（１）現橋架設時の状況 
 
 
                             架 設 部 
 
 
 
 
 
 

（２）その後河川の引堤が行われ現在の状況 
 
                                  引 堤 
 
 
 
 
 
 
 
 

（３）費用負担する場合の延長区分 
 
          未架設部  現 橋 長    未 架 設 部    継 足 
 
  
 
 
 
 
 
 

別記-１ 

災害復旧事業と合併して実施する場合 

例-１ 現橋が木橋でその一部が災害復旧事業で採択され，これに併せて２等橋に改築する場合 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

C ･･････････＝全 体 事 業 

Cα･･････････＝災害復旧費 

 

Ｗ 

2 

 

なお，取付道路も同様の方式で算定する。 

｝｛河川管理者負担＝（Ｃ-Ｃα） 

(  +  －  )Ｗ ＋(  +  )Ｗ 

(  －  ） +  Ｗ 

 １(現橋長)  ２(継足部)

Ｗ
２
 

Ｗ
１
 

(
現

橋
) 

拡
幅

 

(道)

 

(河) 
(河) (災害復旧)

(道)1/2
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例-２ 現橋の下部が永久構造で上部が木構造の橋梁が一部災害復旧事業で採択され，これに併せ

て一等橋に改築する場合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(  －  ） ＋ 
2 4 

 

 

別記-２ 

二橋以上の橋梁を統合する場合 

次の二橋を統合して，延長 20ｍ 幅員 6ｍ の一等橋一橋に統合する場合 

・  現 橋 

 

 

 

 

 

・  新設橋梁（Ｌ＝20ｍ  Ｗ＝6ｍ の一等橋） 

 

 

 

 

 

 

（１）現橋長は，統合する橋梁のうち主体をなす橋梁の現橋長を適用する。 

 現橋長＝13ｍ  継足部＝7ｍ 

（２）現橋長部の河川管理者負担幅員 

＝Σ（それぞれの現橋幅員×それぞれの現橋河川管理者負担割合） 

 

 

（注）新設橋梁の幅員が，この値より狭い場合は，新設橋梁の幅員とする。 

3  Ｗ Ｗ 

(  +  －  )Ｗ ＋(  +  )Ｗ 

｛河川管理者負担＝（Ｃ-Ｃα） ｝

取付道路 
現橋長

 =10 m

Ｗ＝3 m Ｗ＝3 m 
Ｗ＝5 m Ｗ＝4 m 

取付道路 

(木 橋) 
(2 等橋) 

現橋長 

=13 m

＝（木橋分：3×   ）+（永久橋分：4 ×   ）＝4.5ｍ 
2 

1 

4

3

Ｗ
＝

6
 
m 

(道)

 ＝10 m 

 ＝20 m 

1.5 m 

3
m 

取付道路

 ＝13 m 

(河) 
(河) 

(道)

(災害復旧)

 １(現橋長)  ２(継足部)
Ｗ

２
 

Ｗ
１
 

(
現

橋
) 

拡
幅

 

 ３(災害採択) 

(道)1/2
1/4

(道)
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（３）継足部の河川管理者負担幅員 

＝Σ（それぞれの現橋幅員）＝3＋4＝7ｍだが 6ｍ＜7ｍゆえに 6ｍとする。 

（注）継足部については，永久橋又は木橋を統合して，一等橋に格上げ改築する場合でも現橋長 

部について河川が負担すべきとした幅員を河川管理者負担幅員とする。但し，新設橋梁の 

幅員が，この値より狭い場合は，新設橋梁の幅員とする。 

（４）取付道路部の河川管理者負担幅員 

＝Σ（それぞれの現在取付道路の幅員）＝3＋5＝8ｍだが 6ｍ＜8ｍゆえに 6ｍとする。 

（注）但し，新設橋梁の幅員が，この値より狭い場合は新設橋梁の幅員とする。 

 

別記-３ 

橋梁区分が複雑に混合している場合 

例-1  現橋が木橋と永久橋（二等橋）の混合橋を一等橋に改築する場合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１） 橋梁部分の河川管理者負担 

 

α＝ 

1 
Ａ + 

3 
Ａ + 

3 
Ａ  

2 4 4 

Ａ  + Ａ  + Ａ  + Ａ  

 

（２） 取付道路部分の河川管理者負担 

 

 

 

 

 

但し α＝ 

 

 

 

 

 

αＡ４ 

＝ 

Ａ４＋Ａ６ 

Ａ１＋Ａ2 

Ａ１＋Ａ2 

1

2

拡幅分Ａ６(道) (道) 拡幅分Ａ５ 

取付道路 

新設橋梁

現橋長 継足 

Ａ４ 
木橋分
Ａ１ 

永久橋分
Ａ２ 

Ａ３ 
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例-２ 現橋が木橋と永久橋（一等橋）の混合橋を一等橋に改築する場合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１） 橋梁部分の河川管理者負担 

 ＝ 

1 
Ａ +Ａ +αＡ  

2 

Ａ  + Ａ  + Ａ  + Ａ  

 

3 
Ａ +Ａ  

4 

Ａ +Ａ  

 

(２)  取付道路部の河川管理者負担 

 

＝ 
βＡ  

Ａ  +Ａ  

 

1 
Ａ +Ａ  

2 

Ａ +Ａ  

 

例-３ 現橋が木橋と半木橋（下部が木構造で上部が永久構造）と永久橋（二等橋）の混合橋でそれ 

ぞれの幅員が異なるものを一等橋に改築する場合 

 

 

 

 

 

 

 

 

拡幅分Ａ６(道) 

取付道路 

新設橋梁

現橋長 継足 

Ａ４ 
木橋分
Ａ１ 

永久橋分
Ａ２ 

Ａ３ 

(１等橋) 

２ ３１

(道) 拡幅分Ａ５ 

Ａ１，Ａ２，Ａ３の平均値

但し α＝ 

但し β＝ 

拡幅Ａ７(道) 

Ａ６ 木橋分Ａ１ 半木橋分Ａ２ 

 １ ２ ３ 

現 橋 長 継足

新設橋梁

Ａ４永久橋分Ａ３

４ 

取付道路 

(道)拡幅Ａ５
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1 
Ａ + 

1 
Ａ + 

3 
Ａ + 

3 
Ａ 

2 2 4 4 

Ａ  + Ａ  + Ａ  + Ａ  + Ａ  

 

 

 

 

(２)取付道路部分の河川管理者負担 ＝
αＡ  

Ａ  + Ａ  

但し       α＝ 

1 
Ａ + 

3 
Ａ  + Ａ 

2 4 

Ａ  + Ａ  + Ａ  

例-４ 現橋が木橋と半木橋（下部が木構造で上部が永久構造）と永久橋（一等橋）の混合橋でそれ 

ぞれの幅員が異なるものを一等橋に改築する場合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 
Ａ  +

1 

   

 

 
2 2 

Ａ +Ａ +Ａ +Ａ +Ａ +Ａ    ＋  ＋   
  

 

 

 

              α＝ 

3 
Ａ  + 

3 
Ａ  +Ａ  

4 4 

Ａ  + Ａ  + Ａ  

 

但し      Ａ ＝ 
Ａ  Ａ  + Ａ  

×   
  +  +   

 

但し      Ａ ＝ 

3 
Ａ  + 

3 
Ａ  +Ａ  

4 4 

Ａ  + Ａ  + Ａ  

拡幅Ａ７(道) (道)拡幅Ａ５ 

Ａ６ 
木橋分Ａ１ 半木橋分Ａ２ 永久橋分Ａ３

Ａ４

 １ ２ ３ ４ 

現 橋 長 継足取付道路 

新設橋梁

(１)橋梁部分の河川管理者負担＝ 

(１) 橋梁部の河川管理者負担＝ 

Ａ  ＋Ａ ＋αＡ 

・ ・

Ａ ＋Ａ ＋Ａ 
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(２) 取付道路部の河川管理者負担 ＝ 

βＡ  

Ａ  + Ａ  

 

 

但し      β＝ 

1 
Ａ + 

3 
Ａ  + Ａ  

2 4 

Ａ  + Ａ  + Ａ  
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5.5 資料５ 河川工事に伴い附帯工事を実施した工作物の維持管理及び費用負担等について     

事 務 連 絡 

平成 27年 10月 29 日 

 
北海道開発局建設部 各地方整備局河川部 沖縄総合事務局開発建設部あて  

国土交通省水管理・国土保全局水政課河川利用企画調整官，河川環境課課長補佐，治水課課長補佐通達 
 
 

河川工事により必要が生じた許可工作物の工事（以下「附帯工事」という。）における事務

手続き及び費用負担については「河川附帯工事の費用負担に関する事務取扱規則」（昭和 40年

建設省令第 20号。以下「事務取扱規則」という。）などを，河川管理上必要とされる河川管理

施設等の一般的技術的基準については「河川管理施設等構造令」（昭和 51年政令第 199 号）及

び「河川管理施設等構造令及び同令施行規則の運用について」（昭和 52年 2 月 1日建設省河政

発第 5号，建設省河治発第 6 号（平成 11年 10 月 15 日最終改正））（以下「構造令等」という。）

を通知してきたところです。 

また，平成 25年に河川法（昭和 39年法律第 167 号。以下「法」という。）を改正し，法第

15 条の 2 において，河川管理者又は許可工作物の管理者は，河川管理施設又は許可工作物を

良好な状態に保つように維持し，修繕し，もつて公共の安全が保持されるように努めなければ

ならないこととし，河川の適切な維持管理に努めているところです。 

 

今般，会計検査院長より国土交通大臣に対し，交付金事業等により附帯工事を実施した樋

門等の工作物について，構造令等の基準に適合していない事態及び事務取扱規則に基づく機能

向上費用の負担が適切でない事態について，改善の必要があるとして処置要求を受け，また，

工作物の管理者（以下「管理者」という。）を把握していないため適切な維持管理を行わせる

ことができない事態について意見表示されました。 

 

つきましては，今後，交付金事業等による附帯工事を適切に実施するため，貴職におかれ

ては，下記１及び２の事項を貴管内の都道府県及び指定都市に周知徹底するとともに，適宜適

切な助言を行うようにお願いします。 

 

あわせて，管理者を河川管理者（一級河川の指定区間にあっては当該区間の管理事務の一

部を行っている都道府県知事又は指定都市の長。以下同じ。）が把握していないことは，附帯

工事を実施する場合に手続上の支障となり，河川工事の進捗に影響を及ぼすおそれがあるほか，

工作物の適切な維持管理が行われないことから河川管理上の支障が生じるおそれなどがあり

ますので，下記３の事項を参考として管理者の把握等に努めるように貴管内の都道府県及び指

定都市に周知をお願いします。 

 

記 

 

１．構造令等について 

 

河川管理施設又は工作物を改築する際は，現行の構造令等を遵守すること。特に，樋
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門（樋管を含む。以下同じ。）については，洪水を安全に流下させる構造にするとともに，

堆積土砂等の排除に支障のない構造とするため，樋門の内径を１メートル以上とするこ

と。ただし，樋門の長さが５メートル未満であって，かつ，堤内地盤高が計画高水位よ

り高い場合においては，樋門の内径を 0.3 メートル以上とすること。 

 

２．附帯工事における機能向上費用に係る負担について 

 

工作物の周辺の利用実態等を考慮することに伴い，工作物の機能を向上させる場合には，

事務取扱規則に基づき，必要な手続きを行うとともに，管理者に，その費用の負担を適

切に求めること。 

 

３．河川区域内における管理者不明の工作物への対応等について 

 

（１）管理者不明の工作物の管理者を把握する方法等について 

ア 調査方法 

管理者が不明になっている工作物については，以下に例示する方法を参考に，管理者の把

握に努めること。 

なお，実際の調査等に当たっては，工作物の設置経緯や管理者不明となった経緯，工作物

の態様など，個別の事情を踏まえた上で適切な対応をとること。 

また，河川整備計画等により，河川工事の実施が予定されている区間の工作物については，

河川工事の準備や手続に必要と見込まれる期間を十分に確保した上で，河川工事の支障とな

らないよう事前に管理者を十分に調査すること。 

 

①地元自治体（市町村）及び法務局への照会 

  ・住民票（市町村） 

  ・固定資産税課税台帳（市町村） 

  ・不動産登記簿，公図（法務局） 

  ・法人登記簿（法務局） 等 

②現地調査し，工作物の機能や用途を把握した上で，管理者や受益者と予想される者への照

会，聞き取り等 

  ・地元自治体（市町村） 

  ・水利組合，用水組合（組合員を含む） 

  ・土地改良区（構成員を含む） 

  ・農協，漁協（組合員を含む） 

  ・下水道事業者（市町村等） 

  ・地元又は近隣の住民等の関係者 等 

③その他所管官公庁への照会 

  ・地方農政局 

  ・都道府県の農林所管部局 等 

④河川管理者の事務所や工作物の所在地における管理者捜索の看板等の設置 
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イ 調査後の措置 

① 管理者を把握できた場合 

（ⅰ） 工作物の占用許可期間が既に満了している場合 

河川管理者は，工作物の占用許可期間が既に満了している場合には，管理者に対し

て再度の許可申請を行うのか，当該工作物を撤去するのか確認の上，適切な措置をと

るよう行政指導を行うこと。 

 

（ⅱ） 工作物が無許可で設置されているものである場合 

河川管理者は，工作物が無許可で設置されているもの（不法工作物）である場合に

は，管理者に対する法第 75 条第 1 項に基づく監督処分や行政代執行による除却等につ

いても検討すること。 

 

② 管理者を把握できない場合 

河川管理者は，過失なく管理者を確知できない場合には，法第 75条第 3 項に基づく簡

易代執行による除却等についても検討すること。 

 

（２）河川現況台帳の調製について 

会計検査院の検査結果では，河川現況台帳（以下「台帳」という。）に許可を受けた者等

の記載がないことにより管理者が把握できない事態が示されている。 

台帳の調製及び保管は法第 12条において河川管理者に義務づけられていることから，許

可工作物の許可等の概要は，漏れなく台帳に記載するとともに，記載された項目に変更があ

った場合には，速やかな更新に努めること。 

なお，一級河川の指定区間については，国において台帳を調製及び保管することになるが，

引き続き都道府県及び指定都市からの資料の提供が不可欠であるため，台帳に係る情報の把

握に努め，国の台帳の調製にご協力いただきたい。 
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【河川事業設計基準書】 

（第４編 設計編） 

第１章 総 説 

第２章 耐 震 設 計 

第３章 河 川 堤 防 

第４章 河 川 構 造 物 

第５章 設計審査・技術審査 
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1. 第 1章 総説 
1.1 設計編の取り扱いについて 

本設計基準書の設計編は，本県で施行する河川工事の設計に適用する。 
この設計編によらない河川工事については，河川課と協議すること。 
設計編については，以下の図書等を引用し，設計思想並びに数値基準等の統一を図るこ
とを目的に構成している。 
 
(１) 「河川管理施設等構造令」：（社）日本河川協会 
(２) 「河川砂防技術基準（案）同解説（調査編）」：（社）日本河川協会 
(３) 「河川砂防技術基準（案）同解説（設計編Ⅰ）」：（社）日本河川協会 
(４) 「河川砂防技術基準（案）同解説（設計編Ⅱ）」：（社）日本河川協会 
(５) 「河川砂防技術基準同解説（計画編）」：（社）日本河川協会 
(６) 「河川砂防技術基準 維持管理編」：国土交通省 
(７) 「河川砂防技術基準 計画編（基本計画編）」：国土交通省 
(８) 「河川砂防技術基準 計画編（施設配置等計画編）」：国土交通省 
(９) 「土木工事設計要領（共通編・河川編・道路編）」：九州地方整備局 
(10)   その他 

 
なお，シラス地帯においては，「土木工事設計要領（共通編）」参考資料にある「シラス
地帯の河川･道路土工指針（案）」を参照すること。 
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1.2 参考図書等の表記 

前述の図書等について，本設計基準書の設計編においては，図書等の名称については，
下表の「略称」欄の表示にて表記することとする。 
なお，各章・節において，追加引用する図書等に関しては，その都度，表記に関し，明
示する。 

 
表 1.2 参考図書等の表記一覧 

 

 基準・指針名 発行先 制定・改訂 略称 

1 解説・河川管理施設等構造令 (社)日本河川協会 H12.1 構造令 

2 
建設省河川砂防技術基準(案) 
同解説 設計編［Ⅰ］ (社)日本河川協会 H9.10 技術基準(設計Ⅰ) 

3 
建設省河川砂防技術基準(案) 
同解説 設計編［Ⅱ］ (社)日本河川協会 H9.10 技術基準(設計Ⅱ) 

4 
建設省河川砂防技術基準(案) 

同解説 調査編 (社)日本河川協会 H9.10 H9 技術基準(調査) 

5 
国土交通省河川砂防技術基準 

同解説 計画編 (社)日本河川協会 H17.11 技術基準(計画) 

6 
河川砂防技術基準 
維持管理編(河川編) 国土交通省 H23.5 技術基準(維持管理) 

7 
土木工事設計要領 
第Ⅰ編 共通編 

国土交通省 
九州地方整備局 

H23.7 要領(共通) 

8 
土木工事設計要領 
第Ⅱ編 河川編 

国土交通省 
九州地方整備局 

H23.11 要領(河川) 

9 
土木工事設計要領 
第Ⅲ編 道路編 

国土交通省 
九州地方整備局 

H23.7 要領(道路) 

10 解説・工作物設置許可基準 
(財)国土開発技術 
研究センター H10.11 工作物基準 
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2. 第 2章 耐震設計 
2.1 耐震性能照査指針 

河川構造物の耐震性能照査は，「河川構造物の耐震性能照査指針（国土交通省水管理・国
土保全局治水課：H24.2）」（以下，本指針という）を基に行うものとする。 
本指針は，以下に示す5編で構成されている。 

(１) 共通編 
(２) 堤防編 
(３) 自立式擁壁の特殊堤編 
(４) 水門･樋門および堰編 
(５) 揚排水機場編 

 
2.2 指針の適用範囲 

本指針は，堤防，自立式構造の特殊堤，水門･樋門および堰並びに揚排水機場の耐震性能
の照査に適用する。 
ただし，前記以外の河川構造物についても，その機能，構造形式等に応じて本指針を準
用することができる。 
なお，当面の間，本県における河川構造物の耐震性能照査の実施については，河川課と
協議の上，決定すること。 
 

2.3 耐震性能照査の基本方針 
耐震性能照査は，河川構造物の耐震性能および耐震性能の照査に用いる地震動を適切に
設定した上で，適切な照査方法により行なうことを原則としている。 
耐震性能の照査方法には，構造物の地震時挙動を動力学的に解析する動的照査法と，地
震の影響を静力学的に解析する静的照査法があるが，本指針では，主に静的照査法につい
て規定している。 
耐震性能の照査において考慮する外水位は，原則として平常時の最高水位とする。 
なお，河口部付近では，平常時の最高水位として，朔望平均満潮位および波浪の影響を
考慮するものとし，また，地震の発生に伴い津波の遡上が予想される場合には，施設計画
上の津波高についても考慮すること。 
 

2.4 耐震性能照査に用いる地震動 
耐震性能の照査では，次に示すレベル 1 地震動とレベル 2地震動の 2 段階の地震動を考
慮する。 
(１) レベル1地震動：河川構造物の供用期間中に発生する確率が高い地震動 
(２) レベル2地震動：対象地点において現在から将来にわたって考えられる最大級 

の強さを持つ地震動 
レベル 1 地震動は，震度法による従来の耐震設計で考慮されていた地震動のレベルを踏
襲かつ整合するように定めている。 
レベル2地震動としては，プレート境界型の大規模な地震を想定したレベル2-1地震動，
および，内陸直下型地震を想定したレベル 2-2地震動を考慮する。 
レベル 2-1 地震動は，大きな振幅が長時間繰り返して作用する地震動であるのに対し，レ
ベル 2-2 地震動は継続時間が短いが，構造物の地震応答に対して支配的な極めて大きい強
度を有する地震動である。 
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2.5 河川構造物に求める耐震性能 

耐震性能の定義を以下に示す。 
 
(１) 耐震性能1：河川構造物として健全性を損なわない性能 

（供用性を満足し，修復も不要） 
(２) 耐震性能2：河川構造物としての機能を保持する性能 

（供用性を満足する） 
(３) 耐震性能3：損傷が限定的なものにとどまり，河川構造物としての機能の回復 

が速やかに行ない得る性能 
（供用性は損なうが，修復性は満足する） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 4.3-1

 
3. 第 3章 河川堤防 
3.1 第 1 節 堤防設計の基本 
3.1.1 参考図書等の表記 

本節で引用する図書等の名称については，下表の「略称」欄の表示にて表記すること
とする。 

 
表 3.1.1 参考図書等の表記一覧 

 

 基準・指針名 発行先 制定・改訂 略称 

1 
中小河川に関する河道計画の技術基準；解説 
多自然川づくりポイントブックⅢ (公社)日本河川協会 H23.10 ポイントブックⅢ 

2 中小河川計画の手引き 
(財)国土開発技術 
研究センター 

H11.9 中小手引き 

 

 
3.1.2 完成堤防の定義 

完成堤防とは，計画高水位に対して必要な高さと断面を有し，更に必要に応じ護岸（の
り覆工，根固め工）等を施したものをいう。 
河川管理等施設構造令における堤防の基準は，堤内地盤より 0.6ｍ以上のものについ

て定められており，0.6ｍ未満の盛土はこの節を適用しないものとする。 
 

【要領（河川） 河1-1】 
【構造令 P.106】 

 
3.1.3 堤防断面各部の名称 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 3.1.3 堤防断面各部の名称 
【要領（河川）河1-2】 

 
3.1.4 堤防設計 

流水が河川外に流出することを防止するために設ける堤防は，計画高水位（高潮区間
にあっては，計画高潮位，暫定堤防にあっては，河川管理施設等構造令第 32条に定める
水位）以下の水位の流水の通常の作用に対して安全な構造となるよう設計するものとす
る。 
また，平水時における地震の作用に対して，地震により壊れても浸水による二次災害

を起こさないことを原則として耐震性を評価し，必要に応じて対策を行うものとする。 
 

【要領（河川） 河1-2】 
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3.1.5 堤防の形態 

新堤防を築造する場合は，軟弱地盤等基礎地盤の不安定な箇所は極力避けるものとす
る。 
旧堤拡築の場合は，出来るだけ裏腹付けとするものとするが，堤防法線の関連及び高

水敷が広く川幅に余裕がある場合などは表腹付けとなってもやむをえない。 
 

【要領（河川） 河1-4】 
 

3.1.6 堤防の計画断面 
堤防計画断面の形状は，河川管理施設等構造令，建設省河川砂防技術基準（案）によ

るものとする。 
 

【要領（河川） 河1-5】 
 

3.1.6.1 余裕高 
堤防の余裕高は，計画高水流量に応じて，表3.1.6-1 に掲げる値以上とする。 

ただし，当該堤防に隣接する堤内の土地の地盤高が計画高水位より高く，かつ地形
の状況により治水上の支障がないと認められる区間にあっては，計画高水流量が200
ｍ3／ｓ以上である場合でも余裕高を0.6ｍ以上とすることができる。 
支川の背水区間においては，堤防の高さが合流点における本川の堤防の高さより低
くならないよう堤防の高さを定めるものとする。 
ただし，逆流防止施設（樋門等）を設ける場合においては，この限りではない。 

 
【要領（河川） 河1-5】 

【構造令 P.115】 
 

表 3.1.6-1 計画高水流量と余裕高 

計画高水流量(m3/s) 余 裕 高（m） 

200 未満 0.6 

200 以上    500 未満 0.8 

500 以上   2,000 未満 1.0 

2,000 以上   5,000 未満 1.2 

5,000 以上   10,000 未満 1.5 

10,000 以上 2.0 
 

堤防は，過去の洪水経験からは予想できない現象は別として，計画上予想すべき河
床変動による水位上昇，水理計算の誤差等については，計画高水位を決定する時に考
慮されるべきものである。 

そのため，余裕高は，堤防の構造上必要とされる高さの余裕であり，計画上の余裕
は含まない。 

 
【構造令 P.116】 
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3.1.6.2 天端幅 

堤防の天端幅は，堤防の高さと堤内地盤高との差が0.6ｍ未満である区間を除き，計
画高水流量に応じ，表3.1.6-2 に掲げる以上とするものとする。 
ただし，堤内地盤高が計画高水位より高く，かつ地形の状況等により治水上の支障
がないと認められる場合にあっては，計画高水流量にかかわらず3ｍ以上とすることが
できる。 

 
【構造令 P.120】 

 
表 3.1.6-2 計画高水流量と天端幅 

計画高水流量(m3/s) 天 端 幅（m） 

500 未満 3 

500 以上   2,000 未満 4 

2,000 以上   5,000 未満 5 

5,000 以上   10,000 未満 6 

10,000 以上 7 
 

支川の背水区間においては，堤防の天端幅が合流点における本川の堤防の幅より狭
くならないように定めるものとする。 

ただし，逆流防止施設（樋門等）を設ける場合，または堤内地盤高が計画高水位よ
り高く，かつ地形の状況等により治水上支障がないと認められる区間にあってはこの
限りではない。 

 
【要領（河川） 河1-5】 

 
3.1.6.3 管理用通路 

堤防には，河川の巡視，洪水前の水防活動などのために，次に定める構造の管理用
道路を設けるものとする。 

ただし，これに変わるべき適当な通路がある場合，堤防の全部若しくは主要な部分
がコンクリート，鋼矢板もしくはこれらに準ずるものによる構造のものである場合，
または，堤防の高さと堤内地盤高との差が0.6ｍ未満の区間である場合はこの限りでは
ない。 

【要領（河川） 河1-7】 
【構造令 P.150】 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図3.1.6-1 建築限界 
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図3.1.6-2 天端幅3.0ｍの場合の建築限界 

 
管理用道路に代わるべき適当な通路がある場合とは，堤防からおおむね100ｍ以内の
位置に存在する通路で，適当な間隔で堤防への進入路を有し，かつ，所定の建築限界
を満たす空間を有する場合をいうものである。 

 
【構造令 P.154】 

 
また，一連の山付け区間や山間狭窄部など，治水上支障のない場合は，管理用道路
を設ける必要はない。 

 
【構造令 P.155】 

 
3.1.6.4 のり勾配 

堤防ののり勾配は，2割以上の緩やかな勾配とするものとする。 
ただし，コンクリートその他これに類するもので法面を被覆する場合においては，
この限りではない。 
のり勾配の設定にあたっては，堤防敷幅が最低でも小段を有する断面とした場合の
敷幅より狭くならないようにするものとする。 

 
【要領（河川） 河1-7】 

【構造令 P.125】 
 

 
 
 
 
 
 
 

図 3.1.6-3 小段にあるのり面を緩勾配の一枚のりにする例 
 

【構造令 P.126】 

H.W.L. 破線：小段がある場合の断面

堤防敷幅
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3.1.6.5 河岸ののり勾配 

河岸ののり勾配は，河岸の自然復元や水辺へのアクセスの観点から緩勾配とするほ
うが望ましいものの，川幅（用地幅）の制約がある場合等においても川が有する自然
の復元力を回復するには一般に河岸の法勾配を5分程度に立てて河床幅を十分に確保
することが有効となる。 

このとき，河岸の勾配を立てる一方，川幅を狭くするのではなく，現在の川幅の中
で良好な澪筋が形成されるよう極力広い河床幅を確保するために現況の川幅を狭くし
ないことが重要である。 

 

 
 

図 3.1.6-4 河床幅の違いによる自然回復の違い 



 4.3-6

 
 

図 3.1.6-5 護岸勾配の違いによる自然回復の違い 
 
川らしい景観を踏まえた横断形のあり方から検討すると，河床幅が横断形高さの3
倍以上を確保できる場合に，2割以上の法勾配を採用することが望ましい。 
また，2割以上ののり勾配の河岸とする場合には，盛土により現況の河床を埋没させ
ないことを基本とする。 

 
【ポイントブックⅢ P.40～42】 
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3.1.6.6 高潮の影響を受ける区間の堤防 

高潮の影響を受ける区間の堤防の法面，小段，天端は，必要に応じてコンクリートその他
これに類するもので被覆するものとする。 
 

【要領（河川） 河1-8】 
 

高潮区間の堤防の高さは，計画高潮位に，それぞれの波浪の影響を考慮して必要と認めら
れる値を加えた値を下回らないものとする。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
図3.1.6-6 計画高水位と計画高潮位 

 
【中小手引き P.143】 

 
 

表 3.1.6-3 計画高潮位（参考値） 

沿岸名 区間名 計画高潮位 

鹿児島湾内  T.P.＋2.70ｍ 

鹿児島湾口部  T.P.＋2.20ｍ 

八代海沿岸部  T.P.＋2.55ｍ 

鹿児島西岸 長島～川内 T.P.＋2.30ｍ 

〃 川内～笠沙 T.P.＋2.20ｍ 

〃 笠沙～長崎鼻 T.P.＋2.40ｍ 

鹿児島東岸  T.P.＋2.00ｍ 

南西諸島 種子島沿岸 T.P.＋1.80ｍ 

〃 屋久島沿岸 T.P.＋1.90ｍ 

〃 奄美大島沿岸 T.P.＋1.60ｍ 

〃 徳之島以南 T.P.＋1.50ｍ 

 

 

出発水位

計画高潮位
(H.H.W.L)

計画高水位
(H.W.L)

堤防高

打上波高

高潮区間

余裕高

不等流計算水位

※打上波高とは、一般には波高と同一の高さと
　するが、背後地の重要な区域については実験
　等で求める波の打上高を考慮して決定する。

擦り付け
区間

朔望平均満潮位 

打上げ高 

高潮堤防区間 
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3.1.6.7 特殊堤 

堤防は，盛土により構築することが原則であるが，地形の状況，その他特別の理由
により｢3.1.6 堤防の計画断面｣を適用することが著しく困難な場合は，それらの規定
にかかわらず，次の特殊な構造とすることができる。 

計画高水位（高潮の影響を受ける区間の堤防については，計画高潮位）以上の高さ
で，盛土部分の上部に胸壁を設ける構造とする。 

ただし，さらにこれより難しい場合は，コンクリート及び矢板等これに類するもの
で自立構造とする。 

特殊堤は，河川の特性，地形，地質等を考慮してその形式を選定するとともに，堤
防としての機能と安全性が確保される構造となるよう設計するものとする。 

【要領（河川） 河1-9】 
【構造令 P.113】 

 
パラペット構造の特殊堤については，計画高水位以上の土堤にパラペットが設けら
れたものである。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

図 3.1.6-7 コンクリートの胸壁（パラペット）を有する堤防の例 
 

自立式構造の特殊堤及びパラペット構造の特殊堤は，特別の事情によりやむを得な
いと認められる場合に特例的に設けるものであるが，中でも自立式構造の特殊堤は，
特例中の特例と考えるべきである。 

【構造令 P.114～115】 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
図3.1.6-8 自立式構造の特殊堤の例 

【構造令 P.162】 

Ｈ.Ｗ.Ｌ.

L.W.L.

h
基準天端幅

1:2
～ 1
:1

1:2
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3.1.7 構造細目 
3.1.7.1 堤防の構造 

堤防の構造は，堤防設計の基本に基づき，過去の被災履歴，地盤条件，背後地の状
況等を勘案して，過去の経験等に基づいて設計するものとし，必要に応じて，安全性
の照査などを行ない定めるものとする。 

また，地震対策が必要な場合には，液状化などに対して所要の安全性を確保できる
構造とするものとする。 

 
【要領（河川） 河1-12】 

 
3.1.7.2 堤防の材料の選定 

盛土による堤防の材料は，原則として近隣において得られる土の中から堤体材料と
して適当なものを選定する。 

 
【要領（河川） 河1-13】 

 
堤防の材料の選定の際，あるいは締固め等の検討にあたっては，「河川土工マニュ
アル（H21.4：(財)国土技術研究センター」等を参考にすると良い。 

 
3.1.7.3 のり覆工 

盛土による堤防の法面が降雨や流水等によるのり崩れや洗掘に対して安全となるよ
う，芝等によって覆うものとする。 

 
【要領（河川） 河1-14】 

 
3.1.7.4 天端舗装 

堤防天端は，雨水の堤体への浸透抑制や河川巡視の効率化，河川利用の促進等の観
点から，河川環境上の支障を生じる場合等を除いて，舗装されていることが望ましい。 

 
【構造令 P.122】 

 
ただし，本県においては，河川管理上，舗装を必要としない区間が多いため，原則
として，天端舗装を計画しない。 

兼用道路の舗装については，路盤も含め，定規断面の外側に設けるものとし，堤防
断面に異物を入れてはならない。（3.1.9.9 兼用工作物（道路）参照） 
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3.1.8 設計細目 

堤防に，漏水・沈下等の異常が確認された場合，次の項について検討する。 
 

3.1.8.1 侵食に対する安全性の照査 
侵食に対する安全性を照査する場合には，堤防前面の河岸の状況，堤防付近の水理
条件・護岸，水制等の計画等を考慮して実施するものとする。 

 
【要領（河川） 河1-17】 

 
3.1.8.2 浸透に対する安全性の照査 

浸透に対する安全性を照査する場合には，水位，降雨，堤体の土質，基礎地盤等を
考慮して実施するものとする。 

 
【要領（河川） 河1-18】 

 
3.1.8.3 地震に対する安全性 

耐震対策が必要とされる堤防においては，堤体の土質，基礎地盤の条件等を考慮し
て，地震に対する安全性を確保するものとする。 

 
【要領（河川） 河1-19】 

 
3.1.9 堤防の施工 
3.1.9.1 段切り 

築堤で在来堤防の拡築（表腹付け，裏腹付け）を行う場合には，旧法面となじませ
るため，段切りを行うものとする。 

 

 
 

図 3.1.9-1 段切り標準図 
【要領（河川） 河1-21】 

 
3.1.9.2 締固め 

締固めは，土砂の密度を増し，堤防に必要な強度特性を持たせ，透水性を低下させ，
堤体土砂を安定した状態にするため，十分締固めを行うものとする。 

 
【要領（河川） 河1-21】 

 

段切りは準備工扱
いのため，土量は，
設計計上しない。 
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3.1.9.3 張芝 

盛土による堤防法面が降雨や流水によるのり崩れや洗掘に対して安全となるよう，
芝等によって覆うものとする。 

    
【要領（河川） 河1-23】 

本県においては，原則として図3.1.9-2，図3.1.9-3のとおりとする。 
 

堤防天端は，降雨時の水切り勾配として，2％勾配にて計画する。 

計画高水位が堤内地盤高より高い区間，いわゆる築堤区間においては，川表ならび
に川裏とも野芝とする。 

 

（1:2.0）
H.W.L.

（1
:2.
0）

2％ 2％

H

野 芝
野 芝

耳芝 耳芝

 
図3.1.9-2 築堤区間 

 
計画高水が堤内地盤高より低い区間，いわゆる掘込区間については，川表部を野芝
とし，川裏については，わら芝とする。 

 

1:2.0
H.W.L.

1:2
.0

2％ 2％

h

野 芝わ ら
芝

耳芝 耳芝

 
図3.1.9-3 掘込区間 

 
なお，堤防の法肩の崩れを防止するために，張芝の法肩は，法肩に沿って天端に幅
10～15㎝の耳芝を計画する。 
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3.1.9.4 余盛り 

築堤完了後の基礎地盤の沈下，堤体土砂の圧縮沈下及び堤防天端の通行，風雨によ
る損傷等を勘案して，計画堤防断面に対し余盛を行うものとする。 

余盛は，次に掲げる高さを標準とする。 

表 3.1.9-1 余盛高の標準（単位：㎝） 

堤体の土質 普通土 砂・砂利 

地盤の地質 普通土 砂・砂利 普通土 砂・砂利 

 
堤

高 

3ｍ以下 20 15 15 10 

3ｍ～5ｍまで 30 25 25 20 

5ｍ～7ｍまで 40 35 35 30 

7ｍ以上 50 45 45 40 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 3.1.9-4 余盛り断面図 
【要領（河川） 河1-24】 

 
ただし，余盛は，計画高水位が堤内地盤高より高い区間，いわゆる築堤区間におい
てのみ計画するものとし，計画高水位が堤内地盤高より低い区間，いわゆる掘込区間
では計画しない。 

また，余盛は，土堤部分にのみ適応するため，川表に護岸等ののり覆工を計画する
場合には，計画しない。 

 
3.1.9.5 小段及び高水敷きの排水勾配 

堤防天端や小段及び高水敷は，雨水の排水を良好にするため，所要の勾配をつける
ものとする。 

 
【要領（河川） 河1-25】 

 
3.1.9.6 堤脚保護工 

堤内背後地の利用状況を考慮して，堤防保護のため，川裏の堤脚部にのり覆工等を
実施する。 

また，雨水を排水するため，水路を設けることもある。 

 
【要領（河川） 河1-26】 

 
盛土施工により，雨水等の排水が，堤内に湛水することが予想される場合，河川管
理施設として堤脚水路を計画する必要がある。 

 
 
 

Ｈ.Ｗ.Ｌ

天端幅

余盛り高

計画断面( 定規断面)
施工断面

(

法
線)

肩
線

最
大
盛
土
高
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堤内地の堤脚付近に設置する工作物の位置等について（通達）        
(平成6年5月31日，建設省河地発第40号，建設省河川局治水課長通達) 

堤内地において，堤防の堤脚に近接して工作物を設置する場合については，水路等の設置
に伴う掘削により堤防の荷重バランスが崩れること若しくは基盤漏水が懸念される箇所にお
いてパイピングが助長されること又は止水性のあるＲＣ構造物等の設置により洪水時の堤防
の浸潤面の上昇が助長されること等の堤防の安定を損なうおそれがあることから，従来より，
工作物の設置による堤防に与える影響について検討し，その設置の可否を決定してきていると
ころであるが，この度，堤内地の堤脚付近に設置する工作物の位置等に係る判断基準等をまと
めたので，今後は，下記により取り扱われたい。 

記 

(１) 堤脚から 50パーセントの勾配（二割勾配）の線より堤内側及び堤脚から 20メートル
（深さ10メートル以内の工作物の場合については10メートル）を越える範囲（下図の
斜線外の堤内地側の部分）における工作物の設置（堤防の基礎地盤が安定している箇所
に限る。）については，特に支障を生じないものであること。 

 (２) 堀込河道（河道の一定区間を平均して，堤内地盤高が計画高水位以上）のうち堤防高
が 0.6 メートル未満である箇所については，下図の斜線部分に該当する部分はなく，特
に支障を生じないものであること。 

(３) 杭基礎工等（連続地中壁等長い延長にわたって連続して設置する工作物を除く。）に
ついては，壁体として連続していないことから，堤防の浸潤面の上昇に対する影響はな
く，下図の斜線部分に設置する場合においても，特に支障を生じないものであること。 

(４) 下図の斜線部分にやむを得ず工作物を設置する場合については，浸透流計算により求
めた洪水時の堤防内の浸潤面に基づく堤防のすべり安定計算により，堤防の安定性につ
いて工作物設置前と比較し，従前の安定性を確保するために必要に応じて堤脚付近に土
砂の吸い出しを生じない堤防の水抜き施設の設置等の対策を講ずるものとすること。な
お，旧河道や漏水の実績のある箇所においては，堤防の川表側に十分な止水対策を行う
等の対策を併せて講ずる必要があると考えられるものであること。 

(５) 基礎地盤が軟弱な箇所における下図の斜線外の堤内地側の部分に工作物を設置する
場合については，荷重バランスの崩れ，浸潤面の上昇等により堤防の安定性を損なうこ
とが考えられるため，（４）に準じて堤防の安定性について確認し，必要に応じて所要の
対策を講ずるものとすること。なお，事前に十分な検討を行い堤防への影響の範囲を明
確にしておく（下図と同様の図を作成）ことが望ましいものであること。 

(６) 堤防の基礎地盤がシラスや泥炭地帯等の基盤漏水を生じやすい地質である場合につ
いては，すべりに対する堤防の安定性のほか基盤漏水に対する堤防の安定性についても
確認し，必要に応じて所要の対策を講ずるものとすること。 

(７) 排水機場の吐出水槽等の振動が堤防に伝わるおそれのある工作物を設置する場合に
ついては，堤防のり尻より５メートル以上離すものとすること。 

(８) その他堤防の安全性を損なうおそれがある場合で上記の判断基準によりがたいもの
については，個別に十分な検討を行い，所要の措置を講ずるものとすること。 

 
 
 
 
 
 
 
 

図 3.1.9-5 2Ｈルール模式図 
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3.1.9.7 用地杭の設置基準 

用地杭は，直線で結ばれる境界の折れ点のすべてに設けるほか，同一直線が長く続く
ところでは，原則として 20ｍ間隔に打設するものとする。 
ただし，必要に応じて間隔を伸縮できるものとする。 

 
(１) 用地杭の構造及び設置の時期 

用地杭は，用地（幅杭）測量のとき，適当な寸法の木杭を打設する。 
 

(２) 切土部における用地杭の設置 
切土部の法肩には，必要な余裕をとって用地杭を設置する。 
余裕幅は，切土の高さによって，表3.1.9-2の範囲を標準として，土質や地形，
地目等に応じて適宜決定する。 

 
表 3.1.9-2 切土高による余裕幅 

切土の直高（ｈ：ｍ） 余裕幅（e：ｍ）

0～1 0.0～0.5

1～3 0.5～1.0

3～5 0.8～2.0

5～10 1.5～3.0

10～15 2.0～4.0

15～20 3.0～5.0

20ｍ以上 5.0ｍ以上  
 

 
図 3.1.9-6 切土高による余裕幅 

 
(３) 盛土部における用地杭の設置 
(ア) 盛土部の法尻には，必要な余裕をとって，用地杭を設置する。この幅は， 
30cm 程度を標準とするが，盛土が高い場合や，地形の複雑なところでは，50cm 
～1m程度の余裕をとってもよい。 

(イ) 法先に石積を設ける場合は，図（イ）の位置に用地杭を設置し，そこに石 
積の面を合わせる。 

(ウ) 法先にコンクリート側溝がある場合は，側溝外壁面までを用地境界として
用地杭を設置する。 

(エ) 法先が土側溝の場合は，土側溝外肩より30cm 程度の余裕をとって用地杭を
設置する。 

(オ) 擁壁のある場合は，原則として基礎前面に用地杭を設置する。 
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図 3.1.9-7 盛土部用地境界図 

 
 

3.1.9.8 境界杭 
官・民境界を明確にするために，必要に応じて境界杭を設置するものとする。 

 
【要領（河川） 河1-27】 

 

堤脚水路の場合 

用地制約のある場合 
注）築堤区間の水路等構造物の設置につ
いては，2Ｈルールによること。 
（3.1.9.6堤脚保護工 参照） 
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3.1.9.9 兼用工作物（道路） 

兼用工作物の設置は，堤防と効用を兼ねる道路で道路法上の道路認定が行われたも
のについて行うものとし，以下の事項で選定するものとする。 

  
(１) 道路は計画堤防断面外の裏小段に設けるものとし，堤防天端は極力避けるもの 
とする。 

(２) 完成堤防以外は，原則として兼用させないものとする。 
(３) 堤外地及び堤防の川表側に道路を設けてはならない。ただし，工事期間中の仮
橋及び河川公園のための道路については，この限りではない。 

 
【要領（河川） 河1-29】 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

図 3.1.9-8 兼用道路区間における管理用通路 
 

堤防を道路と兼用すると，日常の河川巡視，水防活動，河川工事，河川の自由使用
及び河川環境の保全等に支障となる場合もあるため，堤防天端等に兼用道路を設ける
ときは，治水上，河川環境上または道路計画上の特質を総合的に勘案し，河川管理用
通路の機能の確保を優先する。 

① 防護策，標識，表示板，信号機等の道路交通のために設置する道路付属物は，
必要最小限にとどめる。 
② 道路付属物の基礎は，計画堤防内に設置しない。 
③ 橋の堤外地側にアンダークロスする道路は設置しないことを基本とする。 
④ 道路の設置にあたっては，他の一般公衆の自由かつ安全な河川使用の妨げとな 
らないよう，堤内地及び堤外地へのアクセスに配慮した横断歩道の設置等の必要 
な対策を講ずる。 
⑤ 歩道等は，高齢者，障害者，車椅子等の利用に配慮した構造とする。 

 
【工作物基準 P.75～78】 

兼用道路

河川定規断面

路盤

舗装
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3.1.10 堤防の質的改良 
3.1.10.1 漏水防止工 

堤防は，堤体材料，基礎地盤材料，水位，高水の継続時間を考慮して，浸透水の遮
断及びクイックサンド，パイピング現象を防止するため，必要に応じて漏水防止工を
設けるものとする。 

 
【要領（河川） 河1-14】 

 
3.1.10.2 ドレーン工 

堤防の浸透水を安全に排水する場合には，必要に応じてドレーン工を設けるものと
する。 

 
【要領（河川） 河1-15】 

【構造令 P.127】 
 

ドレーン工の設計にあたっては，「ドレーン工設計マニュアル（Ｈ10.3：（財）国
土開発技術研究センター）」等を参考にすると良い。 

 
3.1.10.3 堤防断面拡大 

堤体の補強等により断面拡大する場合は，旧堤防部との一体性を確保し，かつ腹付
け部分の締め固め密度を十分確保し，雨水による浸食や流水による洗掘，法崩れに対
して安全に機能する構造とする。 

(１) 堤防断面を拡大する場合は，降雨時の法面滑りを考慮し，法面勾配は2割以上 
とし，原則一枚法とする。 

(２) 堤外側に堤防拡大する場合は，必要に応じて計画高水流量に対する河道容量の 
検証を行うものとする。 

(３) 堤防断面形状は，用地その他の制約条件を考慮し，効果的かつ経済的な設計・ 
施工計画を検討し，場合によっては，図3.1.9-5に示すように堤脚保護工を行い， 
法勾配を確保するものとする。 

(４) 軟弱地盤地域においては，盛土の施工時に新たな荷重が基礎地盤に作用するた 
め，堤体の安定解析を行い安定性を検討するものとする。 

(５) 堤防断面拡大を行う場合は，既設堤体となじみを良くするため，段切りを行う 
ものとする。 

(６) 法面部等に締固幅及び密度を確保するため，図 3.1.10 に示すように仕上面※1 

より 1ｍ程度※2の範囲（締固機械による最小施工幅を確保）で締固を行い，仕上 
げ面において，密度管理※3を行うものとする。 

(７) 締固については，「3.1.9.2 締固め」によるものとし，余盛締部は施工のロット 
割により切返し，盛り立てる際に，順次流用し，不経済とならないように努める 
ものとする。 

(８) 法面仕上げは，盛土法面整形（機械による削り取り整形）とする。 
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図 3.1.10 堤防断面拡大図 
 

※ 仕上面の施工においては，所定の割合で現場密度を測定し，最後に盛土法面整形
（機械による削り取り整形）を行なうこと。 

 
【要領（河川） 河1-22】 

 
3.1.11 その他 
3.1.11.1 シラス地帯の河川堤防設計･施工 

シラス地帯における河川堤防の設計・施工については，「シラス地帯の河川・道路
土工指針（案）」（要領（共通）参考資料）を参照すること。 

 
【要領（河川） 河1-34】 
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3.2 第 2節 河道掘削 
3.2.1 参考図書の表記 

本節で引用する図書の名称については，下表の「略称」欄の表示にて表記することとす

る。 

 

表3.2.1 参考図書の表記一覧 

 基準・指針名 発行先 制定・改訂 略称 

1 
中小河川に関する河道計画の技術基準；解説 
多自然川づくりポイントブックⅢ (公社)日本河川協会 H23.10 ポイントブックⅢ 

 

3.2.2 掘削工事 
河道掘削は，河道改修計画に基づき十分施工計画を検討して設計する。 

河道計画及び浚渫は，河川工事のうちでも重要であり，また効果も大きいが，反面掘削

土の処理を含めると工事費も極めて大きくなる。従って，設計にあたっては，治水上の基

本事項を守ることは勿論であるが，施行計画を検討して，安全かつ経済的に行うことが必

要である。 

河道掘削は，計画河床より余裕高を確保（例えば低水位まで）し，横断方向にあっては，

護岸基礎の根入れが不明な場合は根固工天端幅程度（第3節 護岸 3.3.3.4根固工 参照），

護岸基礎の根入れが明確な場合は護岸からある程度の余裕幅を確保して実施し，最終年度

において河川形態（水衝部等）を考慮し，計画流下断面を確保すること（図3.2.2参照）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図3.2.2 河道掘削の概要図 

 

堆積土（中洲，寄洲）除去工事は，バックホウ掘削積込みを原則とし，人力施工の計上

はしない。 

掘削・築堤は後年度を含めた土量収支を考えて計画することとし，残土・新土の発生を

抑制すること。 

① －①

掘削区域

L.W.L

② －②

L.W.L

掘削区域

計画河床

計画河床
①

②

②

①

根固工天端幅程度

余裕幅

余
裕
高

余
裕
高

護岸の根入れが
明確な場合

護岸の根入れが
不明な場合

余裕幅
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なお，中小河川における河道計画については，通知「中小河川に関する河道計画の技術

基準について」（国河環第30号，国河域第7号，国河防第174号：H22.8.9 国交省河川局

河川環境課長，治水課長，防災課長通知）に河床掘削については概ね以下の事項が示され

ており，実施に当たっては河川課と協議の上，決定すること。 

(１) 河床掘削の平均的な掘削深は，60㎝を上限とすることを原則とする。 

(２) 掘削深が60cmを越える場合は，中長期的な河道変化等を考慮して検討する。 

(３) 河床部の横断形状が良好な場合には，現況地形を平行移動することを基本とする。 

(４) 掘削により河床材料に大きな変化を生じさせない。 

(５) 河床を構成している礫や巨石等は存置し，河床の現況を大きく変化させない。 

 

【要領（河川） 河1-37～38】 

【ポイントブックⅢ  P.251～258】 

 

 

3.2.3 旧堤掘削工事 
旧堤については，新堤工事竣工後3年間は原則として除去できない。 

(１) 堤防のり面の植生の生育状況，堤防本体の締固めの状況（自然転圧）等を考慮し 

て，新堤工事竣工後3年間は，旧堤除去を行ってはならない。 

(２) 特別な事情で，3年以内に旧堤除去を行う場合は，新堤防の表のりをH.W.Lまで 

コンクリートブロック張等で覆う必要がある。 

(３) 旧堤掘削計画にあたっては，新規築堤箇所への利用等を考慮した施工計画により 

実施するものとする。 

 

【要領（河川）  河1-39】 
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3.3 第 3 節 護岸 
3.3.1 参考図書等の表記 
    本節で引用する図書等の名称については，下表の「略称」欄の表示にて表記することと

する。 
 

表 3.3.1 参考図書等の表記一覧 
 

 
基準・指針名 発行先 制定・改訂 略称 

1 
中小河川に関する河道計画の技術基準；解説 
多自然川づくりポイントブックⅢ (公社)日本河川協会 H23.10 ポイントブックⅢ 

2 
川づくり参考資料 

多自然型川づくりの理解のために 
建設省九州地方建設局 

河川部 
H9.8 川づくり資料 

3 災害復旧工事の設計要領 (社)全国防災協会 H23.7 災害復旧要領 

4 美しい山河を守る災害復旧基本方針 (社)全国防災協会 H18.6 災害復旧方針 

5 災害手帳 (社)全日本建設技術協会 H23.5 災害手帳 

6 港湾の施設の技術上の基準・同解説 (社)日本港湾協会 H19.7 港湾技術基準 

7 護岸の力学設計法 (財)国土技術研究センター H19.11 力学設計法 

8 
低水護岸の外力評価と水利設計 
基本資料 二次案改定版 

建設省九州地方建設局 
河川部 

H9.8 外力評価 

9 
土木構造物標準設計 
第２巻 擁壁類 

(社)全日本建設技術協会 H12.9 標準設計(擁壁類) 

10 
鉄線籠型護岸の設計・施工 

技術基準（案） 
国土交通省河川局 

治水課 
H21.4 

鉄線籠型護岸 
技術基準 

11 
鉄線籠型多段積護岸工法設計・ 
施工技術基準（試行案） 

国土交通省河川局 
防災・海岸課 H10.5 鉄線籠型護岸工法 

12 道路土工－擁壁工指針 (社)日本道路協会 H11.3 擁壁工指針 

13 
実務者のための護岸・根固め 
ブロック選定の手引き（案） 

(財)土木研究センター H22.6 
ブロック選定 
手引き 

14 護岸・水制の計画・設計 (株)山海堂 H15.6 護岸水制計画設計 

15 美しい山河を守る災害復旧基本方針 (公社)全国防災協会 H26.6 災害復旧方針 
(Ｈ26) 
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3.3.2 護岸設計の基本 

護岸は，水制等の構造物や高水敷と一体となって，計画高水位以下の水位の流水の通
常の作用に対して堤防を保護する，あるいは掘込河道にあっては堤内地を安全に防護で
きる構造とするものとする。 
また，水際部に位置する護岸は，水際部が生物の多様な生息環境であることから，十

分に自然環境を考慮した構造とすることを基本として，施工性，経済性等を考慮して設
計するものとする。 
護岸は，堤防および低水河岸を，洪水時の浸食作用に対して保護することを目的とし

て設置される。 
護岸は，のり覆工･基礎工・根固工等で構成される（図3.3.2-1 参照）。 
 

            高水護岸＋低水護岸 
      護岸 
            高水・低水一体護岸 
 
＊上記の例としては，下図のようになる。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 3.3.2-1 高水護岸・低水護岸の概要図 
 

護岸の設計条件としては，流体力，土圧等の外力，洪水時の河床変動による周辺地形
変化，流砂や礫の衝突による摩耗・破損，流水や降雨の浸透，自然環境，河川利用，施
工性，経済性等を考慮する（表 3.3.2 参照）。 

 
表 3.3.2 護岸の設計条件 

安全性の設計 
① 流水の作用・土圧等の外力，洪水時の河床変動 
② 流砂や礫の衝突等による摩耗・破損・劣化 
③ 流水や降雨の浸透による吸い出し等 

機能の設計 
④ 侵食防止・軽減 
⑤ 河川環境の保全・整備 

合理性の設計 ⑥ 経済性，施工性 

 
 

【要領（河川）  河 1-40～42】 
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なお，中小河川における多自然川づくりにあたり，河岸・水際部の設計は，川の営み

により形成される自然状態の河岸を手本に行う。護岸は，河岸・水際部の設計の一部で
あり，必要最小限に設置するというスタンスを基本とする。 
浸食や堆積等の川の営みにより形成される自然状態の河岸は，流量や河床勾配・河岸

材料等の河道特性に合わせ，例えば湾曲部の外岸側の河岸は急勾配となり水際部には淵
が形成され，内岸側の河岸は緩勾配となり水際部には砂州が形成されるなど，のり勾配
や形状が多様に変化する。このため河岸・水際部の設計を行う際には，定規断面が連続
する単調な川づくりを行うのではなく，川の営みにより形成される自然状態の河岸の特
徴を踏まえ，縦断的・横断的に自然な変化を持つように行うことを基本とする。 
河岸設計・水際設計にあたっては，治水機能の確保に加え，河岸・水際部が本来有す

る河川景観及び自然環境面での機能が十分発揮されるよう行うものとする。このとき，
護岸は，河岸・水際部の設計の一部であり，護岸による河岸防護は治水上の観点から必
要な場合に限り活用していくというスタンスを基本とする。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ａ：従来は，護岸表面に被覆して河岸を緑化する方法が多くとられてきた。 
河岸が護岸でほぼ固定されるため，流水の作用による変化が抑制され， 
画一的な断面が連続する。 

Ｂ：護岸を河岸の背後に控えて立てて設置し，護岸の前面に自然な河岸を 
形成する方法。流水の作用による変化を許容できる領域が増える。 

Ｃ：護岸前面の河岸形状に変化を持たせた設計例。護岸前面の河岸は，安 
定性を考慮しつつ，河道の平面形やみお筋にあわせて河岸を設計し， 
画一的な断面にならないよう工夫する。 

 
図 3.3.2-2 護岸と河岸の区別 

 
 

【ポイントブックⅢ  P.83～144】 
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護岸は，河岸・水際部の計画・設計を行う際の手段の一つであり，治水上の観点から

河岸防護が必要な場合に限り適切に活用していくというスタンスが基本となる。護岸は，
治水上の安全性を確保しながら，想定される河川環境への影響を緩和するように必要な
機能を確保する。 
護岸の設計の際に，環境上確保すべき機能についての考え方は以下のとおりである。 

 
① 護岸は，のり肩・水際部に植生を持つことを原則とし，直接人の目に触れる部 
分を極力小さくすることが望ましい。なお，その護岸自体が川らしい景観を創出 
する場合は，その限りではない。 
② 護岸は，周囲の景観と調和するとともに，水際及び背後地を重要な生息空間と
する生物が分布している場合は，生息・生育空間・移動経路としての機能を持つ 
ことが望ましい。 
a 護岸は，周囲の景観と調和について以下の機能を持つことが望ましい。 
・護岸の素材が周囲と調和した明度，彩度，テクスチャーを有していること。 
・護岸のり肩，護岸の水際線等の境界の処理は目立たず周囲と調和しているこ 
と。 
b 護岸は，生息・生育空間・移動経路として以下の機能を持つことが望ましい。 
・生物の生息・生育場所や植生基盤となりうる空隙を持つこと。なお，空隙の 
確保を優先するあまり，景観上不自然なものとならないよう配慮すること。 
・生物の生息・生育に適した湿潤状態ののり面を確保するため，透水性・保水 
性を持つこと。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図3.3.2-3 護岸が確保すべき機能 
 
 

【ポイントブックⅢ  P.102～103】 
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護岸工の設計の手順は概ね，図 3.3.2-4のとおりとする。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 3.3.2-4 護岸工の設計手順 
 
 
 
 
 
 

護岸工の設計

基本的事項の確認 ・河道特性の把握
・環境配慮
・計画高水流量
・粗度係数
・河床勾配

護岸の力学的安定性の照査 ・設計条件の設定
　（代表流速，最深河床高等）
・外力の評価

基礎工の検討

最大洗掘深の確認

　　基礎工の選定
・コンクリート基礎工
・土台基礎工
・その他の基礎工
・岩盤処理

のり覆工の検討

代表流速の確認

 のり覆工の選定
・植生系護岸
・連節系護岸
・木系護岸
・カゴ系護岸
・自然石系護岸
・ブロック系護岸
・その他

根固工の検討

最大洗掘深の確認

  根固工の選定
・捨石工
・沈床工
・カゴ工
・異形コンクリート
　ブロック積み工
・その他

　のり覆工の設計
・土質条件
・荷重条件
・裏込コンクリート
・裏込材　等

天端工の検討
横帯工の検討
端止工の検討

 基礎工の設計
・基礎地盤改良
・鋼矢板
・杭
・その他

 根固工の設計
・根固工天端幅
・根固工重量
・その他

総 合 評 価
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3.3.3 護岸の構造 
3.3.3.1 のり覆工 

護岸ののり覆工，河道特性，河川環境等を考慮して，流水・流木の作用，土圧等に
対して安全な構造となるように設計するものとする。 

のり覆工の構造（工種）は，多種多様であり，数々の文献にまとめられているが，
工種の選定や設計に関しては，「河道特性」や「作用する流速」，「河川環境」等を
考慮する。 

のり覆工は，原則として河川断面（通水断面）の外側に配置するものとする。 
(図3.3.3-3 参照) 
設計にあたっては，前述の外力等に対して安全に設計するのはもちろんのことだが，
基本知識として一般に用いられる施工例（構造）としては図3.3.3-2に示すものがある。 
なお，工法や設計については現在種々の新工法・設計法があるため，これらも参考
にすること。 

また，護岸には残留水圧が作用しないよう，必要に応じて裏込材を設置する必要が
ある。 

ただし，裏込土砂が砂礫質で透水性が高い場合には必ずしも裏込材を設置する必要
はない。 

護岸には一般に水抜きは設けないが，掘込河道等で残留水圧が大きくなる場合や護
岸背面の地下水位が高い場合には，必要に応じて水抜きを設けるものとする。 
水抜きは管径50mm程度の管を2㎡あたり1本程度設ける。水抜きの設置高さは原則と
して平水位から想定される残留水位(直高の2/3程度)及び地下水位の範囲とする。 
また，堤体材料等の微粒子が吸い込まれないよう，水抜き管の背面に吸出し防止材
を設置するものとする。 
護岸背後の残留水が抜ける際，あるいは高速流の流水がのり覆工に作用する際に，
のり覆工の空隙等から背面土砂が吸い出されるのを防ぐために吸出し防止材を設置す
る。 
また，吸出し防止材は練積み護岸において裏込材への細粒分の流入を防止したり，
施工性を考慮して設置される場合もある。 
のり覆工には必要に応じて次の付属工を設けるものとする。 

・ 横帯工(小口止工)：のり覆工の延長方向の一定区間ごとに設け，護岸の変位・ 
破損が他に波及しないように絶縁する。 

・ 端止め工    ：のり覆工の上下流に施工して，護岸を保護する。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 3.3.3-1 裏込め材と水抜き管の設置例 
【要領（河川） 河 1-42～43】 
【要領（道路） 道 1-142】 
【力学設計法  P.95】 

残留水位(地下水位)

平水位

胴込コンクリート

裏込材

水抜き管

積みブロック

 吸出し防止材 

(φ50mm程度)

(t=20mm,200x200mm)
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(１) のり覆工の種類 

法覆工の種類の選定にあたっては，周辺環境や生態系及び河川の特性等を充分
考慮し，現地状況に適した多様性のある工法を選定するものとする。 
法覆工の種類の代表的なものは次のとおりであるが，この他にも多種多様な工
法があり，選定にあたっては当該地区の河川特性や周辺の自然景観，環境及び河
川の生態系に配慮し選定するものとする。のり覆工の種類と特徴を表 3.3.3-1，
3.3.3-2に示す。 
また，護岸工法と設計流速の関係表を表 3.3.3-3，3.3.3-4に示す。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 3.3.3-2 のり覆工の工種の例 
 
 

【要領（河川） 河 1-44～45】 
【川づくり資料  P.32～37】 
【災害復旧要領  P.873～874】 
【災害復旧方針  P.36,38】 

【災害復旧方針(Ｈ26)  P.68～】 
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表 3.3.3-1(1) 護岸工法（法覆工）の種類と特徴 
護岸の法勾配が1：1.5より急な場合に適用する工法例 

（他工法等の施工実績を踏まえ，今後見直していくものとする。） 

復 旧 
工法例 

工 法 の 概 要 図 工法の特徴 

石 
系 

自
然
石 (

練
積) 

 ・ 
 
 
 
・ 
 
・ 
 
・ 
 
・ 

野面石，間知石，雑割石，割石などを積み重ね，
石のかみ合わせによるせん断抵抗を増し，さら
に胴込コンクリート等により石材相互の一体
化を図った構造である。 
自重により急勾配ののり面を保持する工法で
ある。 
現地石材の使用により，周辺景観に馴染みやす
くなる。 
深目地構造にすることで，空隙を持たせること
ができる。 
石材を選べば，生物の移動経路に適したのり面
の粗度も持たせることができる。 

自
然
石
（
空
積
） 

 ・ 
 
 
・ 
 
・ 
 
・ 
・ 
 
・ 

野面石，間知石，雑割石，割石などを積み重ね，
石のかみ合わせにより石材間のせん断抵抗を
増した構造である。 
自重により急勾配ののり面を保持する工法で
ある。 
現地石材の使用により，周辺景観に馴染みやす
くなる。 
適度な空隙を持たせることができる。 
適切な中込め材を用いれば，透水性を持たせる
ことができる。 
石材を選べば，生物の移動経路に適したのり面
の粗度も持たせることができる。 

コ
ン
ク
リ
ー
ト
系 

コ
ン
ク
リ
ー
ト
ブ
ロ
ッ
ク
（
練
積
） 

 ・ 
 
 
・ 
 
・ 
 
・ 
 

コンクリートブロックを積み重ね，胴込コンク
リート等によりブロック相互の一体化を図っ
た構造である。 
自重により急勾配ののり面を保持する工法で
ある。 
多種多様なものがあるので，景観性能や自然環
境性能をきちんと評価する必要がある。 
構造によっては景観や自然環境に配慮できる。 

コ
ン
ク
リ
ー
ト
ブ
ロ
ッ
ク（
空
積
） 

 ・ 
 
 
・ 
 
・ 
 
・ 
・ 

コンクリートブロックを積み重ね，ブロックの
突起や中込材，連結金具等によりブロック間の
せん断抵抗を増した構造である。 
自重により急勾配ののり面を保持する工法で
ある。 
多種多様なものがあるので，景観性能や自然環
境性能をきちんと評価する必要がある。 
構造によっては景観や自然環境に配慮できる。 
透水性を持たせることができる。 
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表 3.3.3-1(2) 護岸工法（法覆工）の種類と特徴 
護岸の法勾配が1：1.5より急な場合に適用する工法例 

（他工法等の施工実績を踏まえ，今後見直していくものとする。） 

留意事項 
工法の特徴 工法の特徴 

景観 自然環境 
天
端 
法
面 
水
際 
他 
空
隙 
湿
潤 
移
動 

設計段階 施工段階 

● ● ● ● ● ● ● 

・ 
 
・ 
・ 
・ 
 
・ 
 
 
・ 
・ 
 
 
・ 
 
・ 
 
・ 

護岸のり肩，水際部に植生を持たせ
る。 
河畔林の保全・配置に努める。 
壁高が高い場合，護岸を分節する。 
現況が良好な状況の河川では，現況
と同程度の粗度係数に設定する。 
適切な大きさ，種類の石材を選定し，
石材に合せた適切な積み方を用い
る。 
天端部は美しく仕上げる。 
小口止めを目立たせない。 
(水際及び背後地の自然環境が良好
な場合，下記にも留意する) 
植生基盤となりうる空隙を持たせ
る。 
湿潤状態ののり面を確保するために
透水性・保水性を持たせる。 
生物の移動経路を確保する。 

・ 
 
 
 
・ 
 
 
・ 
 
 
・ 
 
・ 
 
・ 
 
・ 

水際部の捨石，寄せ土(寄せ石)に
は現地発生材をできる限り用い
る。※ただし，過度の採取は避け
る。 
良好な淵，河畔林などが存在する
場合，できる限り保全するように
努める。 
使用する石材は現地の材料をでき
る限り用いる。※ただし，過度の
採取は避ける。 
望ましくない積み方による施工は
避ける。 
伸縮目地部や隅角部も美しく仕上
げる。 
小口止めや天端部を美しく仕上げ
る。 
水抜きパイプを設置する場合，極
力目立たせないように工夫する。 

● ● ● ● ● ● ● 

・ 
 
・ 
・ 
・ 
 
・ 
 
・ 
 
 
・ 
 
・ 
 
・ 
 
 
・ 
・ 
 
 
・ 
 
・ 
 
・ 

護岸のり肩，水際部に植生を持たせ
る。 
河畔林の保全・配置に努める。 
壁高が高い場合，護岸を分節する。 
現況が良好な状況の河川では，現況
と同程度の粗度係数に設定する。 
護岸が露出する場合，護岸の明度は
６以下を目安とする。 
護岸が露出する場合，護岸の彩度は
０，もしくは周囲の景観と調和させ
る。 
護岸が露出する場合，護岸の素材に
適度なテクスチャーを持たせる。 
護岸が露出する場合，景観パターン
を周囲の景観と調和させる。 
護岸が露出する場合，周囲の景観と
調和する護岸の素材の大きさとす
る。 
天端部を目立たせない。 
小口止めを目立たせない。 
(水際及び背後地の自然環境が良好
な場合，下記にも留意する) 
植生基盤となりうる空隙を持たせ
る。 
湿潤状態ののり面を確保するために
透水性・保水性を持たせる。 
生物の移動経路を確保する。 

・ 
 
 
 
・ 
 
 
・ 
 
・ 

水際部の捨石，寄せ土(寄せ石)に
は現地発生材をできる限り用い
る。※ただし，過度の採取は避け
る。 
良好な淵，河畔林などが存在する
場合，できる限り保全するように
努める。 
小口止めや天端部が目立たないよ
うに工夫する。 
水抜きパイプを設置する場合，極
力目立たせないように工夫する。 
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表 3.3.3-1(3) 護岸工法（法覆工）の種類と特徴 
護岸の法勾配が1：1.5より急な場合に適用する工法例 

（他工法等の施工実績を踏まえ，今後見直していくものとする。） 

復 旧 
工法例 

工 法 の 概 要 図 工法の特徴 

か
ご 
系 

か
ご
（
多
段
積
） 

 ・ 
 
・ 
 
・ 
・ 
・ 
 
・ 

鉄線で編んだ籠をのり面に設置し，籠の中に石
を詰め，その上から蓋籠を被せた構造である。 
自重により急勾配ののり面を保持する工法で
ある。 
空隙を持たせることができる。 
透水性を持たせることができる。 
転石が少ない河川や堤内地盤より低い河岸保
護に用いる。 
輪荷重がかかる箇所や有堤部での適用は控え
る。 

木
系 

丸
太
格
子 

 ・ 
 
・ 
 
・ 
 
・ 
・ 
・ 
 
・ 
・ 

丸太をのり面に打ち込み，格子状に組み上げた
構造である。 
丸太と土塊を一体化して河岸浸食の防止を図
る工法である。 
木材の使用により，周辺景観に馴染みやすくな
る。 
空隙を持たせることができる。 
透水性・保水性を持たせることができる。 
転石が少ない河川や堤内地盤より低い河岸保
護に用いる。 
輪荷重がかかる箇所での適用は控える。 
木材の腐朽対策を行う必要がある。 

木
製
ブ
ロ
ッ
ク 

 ・ 
 
・ 
 
・ 
 
・ 
・ 
・ 
 
・ 
・ 

ブロック化した丸太格子を積み重ねて中詰め
材を充填した構造である。 
丸太と土塊を一体化して河岸浸食の防止を図
る工法である。 
木材の使用により，周辺景観に馴染みやすくな
る。 
空隙を持たせることができる。 
透水性を持たせることができる。 
転石が少ない河川や堤内地盤より低い河岸保
護に用いる。 
輪荷重がかかる箇所での適用は控える。 
木材の腐朽対策を行う必要がある。 
 

杭
柵 

 ・ 
 
・ 
 
・ 
 
・ 
・ 
・ 
 
・ 
・ 

木杭をのり面に打ち込んで柵をつくり，詰石し
た構造である。 
木杭と詰石を組合わせて河岸を保護する工法
である。 
木材の使用により，周辺景観に馴染みやすくな
る。 
空隙を持たせることができる。 
透水性を持たせることができる。 
転石が少ない河川や堤内地盤より低い河岸保
護に用いる。 
輪荷重がかかる箇所での適用は控える。 
木材の腐朽対策を行う必要がある。 
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表 3.3.3-1(4) 護岸工法（法覆工）の種類と特徴 
護岸の法勾配が1：1.5より急な場合に適用する工法例 

（他工法等の施工実績を踏まえ，今後見直していくものとする。） 

留意事項 
工法の特徴 工法の特徴 

景観 自然環境 
天
端 
法
面 
水
際 
他 
空
隙 
湿
潤 
移
動 

設計段階 施工段階 

● ● ●  ● ● ● 

・ 

 

・ 

・ 

 

 

 

・ 

 

・ 

 

・ 

・ 

 

護岸のり肩，水際部に植生を持たせ

る。 

河畔林の保全・配置を検討する。 

壁高が高い場合，護岸を分節する。 

 

(水際及び背後地の自然環境が良好

な場合，下記にも留意する) 

植生基盤となりうる空隙を持たせ

る。 

湿潤状態ののり面を確保するために

透水性・保水性を持たせる。 

生物の移動経路を確保する。 

現地の残土や土砂等を利用して植生

の回復を図る場合，土砂の流出を防

ぐため吸出し防止材等を設置する。 

 

 

 

・ 

 

 

 

・ 

 

 

 

中詰めに使用する石材や水際部の

捨石，寄せ土（寄せ石）には現地

の材料をできる限り用いる。 

※ただし，過度の採取は避ける。 

良好な淵，河畔林などが存在する

場合，できる限り保全するように

努める。 

  ●  ● ● ● 

・ 

 

・ 

 

 

 

・ 

 

・ 

 

・ 

・ 

 

 

 

護岸のり肩，水際部に植生を持たせ

る。 

河畔林の保全・配置に努める。 

 

(水際及び背後地の自然環境が良好

な場合，下記にも留意する) 

植生基盤となりうる空隙を持たせ

る。 

湿潤状態ののり面を確保するために

透水性・保水性を持たせる。 

生物の移動経路を確保する。 

現地の残土や土砂等を利用して植生

の回復を図る場合，水極め等による

空隙の充填を行い，土砂の流出を防

ぐため吸出し防止材等を設置する。 

・ 

 

 

 

・ 

 

 

・ 

 

水際部の捨石，寄せ土(寄せ石)に

は現地の材料をできる限り用い

る。※ただし，過度の採取は避け

る。 

良好な淵，河畔林などが存在する

場合，できる限り保全するように

努める。 

地元の間伐材を積極的に使用す

る。 
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表 3.3.3-2(1) 護岸工法（法覆工）の種類と特徴 
護岸の法勾配が 1：1.5より緩やかな場合に適用する工法例 

（他工法等の施工実績を踏まえ，今後見直していくものとする。） 

復 旧 
工法例 

工 法 の 概 要 図 工法の特徴 

石 
系 

自
然
石
（
練
張
） 

 ・ 
 
 
 
・ 
 
・ 
 
・ 
 
・ 

野面石，間知石，雑割石，割石などをのり面に
張り，石のかみ合せによりせん断抵抗を増し，
さらに胴込コンクリート等により石材相互の
一体化を図った構造である。 
流耐力による掃流力に対して自重で抵抗し，緩
勾配ののり面を浸食から保護する工法である。 
現地石材の使用により，周辺景観に馴染みやす
くなる。 
深目地構造にすることで，空隙を持たせること
ができる。 
石材を選べば，生物の移動経路に適したのり面
の粗度も持たせることができる。 

自
然
石
（
空
張
） 

 ・ 
 
 
・ 
 
・ 
 
・ 
・ 
 
・ 

野面石，間知石，雑割石，割石などをのり面に
張り，石のかみ合わせ等により石材間のせん断
抵抗を増した構造である。 
流耐力による掃流力に対して自重で抵抗し，緩
勾配ののり面を浸食から保護する工法である。 
現地石材の使用により，周辺景観に馴染みやす
くなる。 
適度な空隙を持たせることができる。 
適切な中込め材を用いれば，透水性を持たせる
ことができる。 
石材を選べば，生物の移動経路に適したのり面
の粗度も持たせることができる。 

コ
ン
ク
リ
ー
ト
系 

コ
ン
ク
リ
ー
ト
ブ
ロ
ッ
ク
張 

 ・ 
 
 
・ 
 
 
・ 
 
・ 
 

コンクリートブロックをのり面に張り，連結金
具や胴込コンクリート等によりブロック相互
の一体化を図った構造である。 
流体力による滑動やめくれに対して自重で抵
抗し，緩勾配ののり面を浸食から保護する工法
である。 
多種多様なものがあるので，景観性能や自然環
境性能をきちんと評価する必要がある。 
構造によっては景観や自然環境に配慮できる。 

連
節
ブ
ロ
ッ
ク 

 ・ 
 
 
・ 
 
 
・ 
 
・ 
・ 

コンクリートブロックをのり面に張り，連結線
等によりブロック相互の一体化を図った構造
である。 
流体力による滑動やめくれに対して自重で抵
抗し，緩勾配ののり面を浸食から保護する工法
である。 
多種多様なものがあるので，景観性能や自然環
境性能をきちんと評価する必要がある。 
構造によっては景観や自然環境に配慮できる。 
透水性を持たせることができる。 
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表 3.3.3-2(2) 護岸工法（法覆工）の種類と特徴 
護岸の法勾配が 1：1.5より緩やかな場合に適用する工法例 

（他工法等の施工実績を踏まえ，今後見直していくものとする。） 

留意事項 
工法の特徴 工法の特徴 

景観 自然環境 
天
端 
法
面 
水
際 
他 
空
隙 
湿
潤 
移
動 

設計段階 施工段階 

● ● ● ● ● ●  

・ 
 
・ 
・ 
・ 
 
・ 
 
 
・ 
・ 
 
 
・ 
 
・ 
 
・ 

護岸のり肩，水際部に植生を持たせ
る。 
河畔林の保全・配置に努める。 
法長が長い場合，護岸を分節する。 
現況が良好な状況の河川では，現況
と同程度の粗度係数に設定する。 
適切な大きさ，種類の石材を選定し，
石材に合せた適切な積み方を用い
る。 
天端部は美しく仕上げる。 
小口止めを目立たせない。 
(水際及び背後地の自然環境が良好
な場合，下記にも留意する) 
植生基盤となりうる空隙を持たせ
る。 
湿潤状態ののり面を確保するために
透水性・保水性を持たせる。 
生物の移動経路を確保する。 

・ 
 
 
 
・ 
 
 
・ 
 
 
・ 
 
・ 
 
・ 
 
・ 
 
・ 

水際部の捨石，寄せ土(寄せ石)に
は現地発生材をできる限り用い
る。※ただし，過度の採取は避け
る。 
良好な淵，河畔林などが存在する
場合，できる限り保全するように
努める。 
使用する石材は現地の材料をでき
る限り用いる。※ただし，過度の
採取は避ける。 
石材に合せた適切な張り方により
施工する。 
望ましくない張り方による施工は
避ける。 
伸縮目地部や隅角部も美しく仕上
げる。 
小口止めや天端部を美しく仕上げ
る。 
水抜きパイプを設置する場合，極
力目立たせないように工夫する。 

● ● ● ● ● ●  

・ 
 
・ 
・ 
・ 
 
・ 
 
・ 
 
 
・ 
 
・ 
 
・ 
 
 
・ 
・ 
 
 
・ 
 
・ 
 
・ 

護岸のり肩，水際部に植生を持たせ
る。 
河畔林の保全・配置に努める。 
法長が長い場合，護岸を分節する。 
現況が良好な状況の河川では，現況
と同程度の粗度係数に設定する。 
護岸が露出する場合，護岸の明度は
６以下を目安とする。 
護岸が露出する場合，護岸の彩度は
０，もしくは周囲の景観と調和させ
る。 
護岸が露出する場合，護岸の素材に
適度なテクスチャーを持たせる。 
護岸が露出する場合，景観パターン
を周囲の景観と調和させる。 
護岸が露出する場合，周囲の景観と
調和する護岸の素材の大きさとす
る。 
天端部を目立たせない。 
小口止めを目立たせない。 
(水際及び背後地の自然環境が良好
な場合，下記にも留意する) 
植生基盤となりうる空隙を持たせ
る。 
湿潤状態ののり面を確保するために
透水性・保水性を持たせる。 
生物の移動経路を確保する。 

・ 
 
 
 
・ 
 
 
・ 
 
・ 

水際部の捨石，寄せ土(寄せ石)に
は現地発生材をできる限り用い
る。※ただし，過度の採取は避け
る。 
良好な淵，河畔林などが存在する
場合，できる限り保全するように
努める。 
小口止めや天端部が目立たないよ
うに工夫する。 
水抜きパイプを設置する場合，極
力目立たせないように工夫する。 
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表 3.3.3-2(3) 護岸工法（法覆工）の種類と特徴 
護岸の法勾配が 1：1.5より緩やかな場合に適用する工法例 

（他工法等の施工実績を踏まえ，今後見直していくものとする。） 

復 旧 
工法例 

工 法 の 概 要 図 工法の特徴 

か
ご 
系 

蛇
籠 

 ・ 
 
・ 
 
・ 
・ 
・ 
 

鉄線で編んだ円筒形の籠の中に石を詰め，杭を打ち
込んでのり面に固定した構造である。 
掃流力に対して中詰め材（石材等）の自重で抵抗し，
緩勾配ののり面を浸食から保護する工法である。 
空隙を持たせることができる。 
透水性を持たせることができる。 
転石が少ない河川や堤内地盤より低い河岸保護に
用いる。 
 

か
ご
（
平
張
） 

 ・ 
 
・ 
 
・ 
・ 
・ 

鉄線で編んだ籠をのり面に設置し，籠の中に石を詰
め，その上から蓋籠を被せた構造である。 
掃流力に対して中詰め材（石材等）の自重で抵抗し，
緩勾配ののり面を浸食から保護する工法である。 
空隙を持たせることができる。 
透水性を持たせることができる。 
転石が少ない河川や堤内地盤より低い河岸保護に
用いる。 
 

木
系 

丸
太
格
子 

 ・ 
 
・ 
 
・ 
・ 
・ 
・ 
 
・ 

丸太をのり面に打ち込み，格子状に組み上げた構造
である。 
丸太と土塊を一体化して河岸浸食の防止を図る工
法である。 
木材の使用により，周辺景観に馴染みやすくなる。 
空隙を持たせることができる。 
透水性・保水性を持たせることができる。 
転石が少ない河川や堤内地盤より低い河岸保護に
用いる。 
木材の腐朽対策を行う必要がある。 

粗
朶
法
枠 

 ・ 
 
・ 
 
・ 
・ 
・ 
・ 
 
・ 

のり面に打ち込んだ杭に粗朶を絡めて法枠を形成
し，栗石等を充填した構造である。 
掃流力に対して中詰め材（石材等）の自重で抵抗し，
緩勾配ののり面を浸食から保護する工法である。 
木材の使用により，周辺景観に馴染みやすくなる。 
空隙を持たせることができる。 
透水性を持たせることができる。 
転石が少ない河川や堤内地盤より低い河岸保護に
用いる。 
木材の腐朽対策を行う必要がある。 

杭
柵 

 ・ 
 
・ 
 
・ 
・ 
・ 
・ 
 
・ 

木杭をのり面に打ち込んで柵をつくり，詰石した構
造である。 
木杭と詰石を組合わせて河岸を保護する工法であ
る。 
木材の使用により，周辺景観に馴染みやすくなる。 
空隙を持たせることができる。 
透水性を持たせることができる。 
転石が少ない河川や堤内地盤より低い河岸保護に
用いる。 
木材の腐朽対策を行う必要がある。 
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表 3.3.3-2(4) 護岸工法（法覆工）の種類と特徴 
護岸の法勾配が 1：1.5より緩やか場合に適用する工法例 

（他工法等の施工実績を踏まえ，今後見直していくものとする。） 

留意事項 
工法の特徴 工法の特徴 

景観 自然環境 
天
端 
法
面 
水
際 
他 
空
隙 
湿
潤 
移
動 

設計段階 施工段階 

● ● ●  ● ● ● 

・ 

 

・ 

・ 

 

 

 

・ 

 

・ 

 

・ 

・ 

 

護岸のり肩，水際部に植生を持たせ

る。 

河畔林の保全・配置に努める。 

法長が長い場合，護岸を分節する。 

 

(水際及び背後地の自然環境が良好

な場合，下記にも留意する) 

植生基盤となりうる空隙を持たせ

る。 

湿潤状態ののり面を確保するために

透水性・保水性を持たせる。 

生物の移動経路を確保する。 

現地の残土や土砂等を利用して植生

の回復を図る場合，水極め等による

空隙の充填を行い，土砂の流出を防

ぐため吸出し防止材等を設置する。 

 

 

・ 

 

 

 

・ 

 

 

 

中詰めに使用する石材や水際部の

捨石，寄せ土（寄せ石）には現地

発生材をできる限り用いる。 

※ただし，過度の採取は避ける。 

良好な淵，河畔林などが存在する

場合，できる限り保全するように

努める。 

  ●  ● ● ● 

・ 

 

・ 

 

 

 

・ 

 

・ 

 

・ 

・ 

 

 

 

護岸のり肩，水際部に植生を持たせ

る。 

法肩が長い場合，護岸を分節する。 

 

(水際及び背後地の自然環境が良好

な場合，下記にも留意する) 

植生基盤となりうる空隙を持たせ

る。 

湿潤状態ののり面を確保するために

透水性・保水性を持たせる。 

生物の移動経路を確保する。 

現地の残土や土砂等を利用して植生

の回復を図る場合，水極め等による

空隙の充填を行い，土砂の流出を防

ぐため吸出し防止材等を設置する。 

・ 

 

 

 

・ 

 

 

・ 

 

水際部の捨石，寄せ土(寄せ石)に

は現地発生材をできる限り用い

る。※ただし，過度の採取は避け

る。 

良好な淵，河畔林などが存在する

場合，できる限り保全するように

努める。 

地元の間伐材を積極的に使用す

る。 
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表 3.3.3-2(5) 護岸工法（法覆工）の種類と特徴 
護岸の法勾配が 1：1.5より緩やかな場合に適用する工法例 

（他工法等の施工実績を踏まえ，今後見直していくものとする。） 

復 旧 
工法例 

工 法 の 概 要 図 工法の特徴 

シ
ー
ト
系 

ジ
オ
テ
キ
ス
タ
イ
ル 

 ・ 
 
・ 
 
・ 
・
・ 

ジオテキスタイルをのり面に敷き，覆土した構造で
ある。 
のり面の植物の根がジオテキスタイルを貫通し，地
盤に活着することで補強効果を得る工法である。 
植生回復により，景観や自然環境に配慮できる。 
転石が少ない河川や水衝部以外の箇所に用いる。 
アンカーピン等により端部のめくれ対策およびの
り面のすべり対策を施す。 

ブ
ロ
ッ
ク
マ
ッ
ト 

 ・ 
 
・ 
 
・ 
・
・ 

多数の小型ブロックを接着・固定化したシートをの
り面に敷き，覆土した構造である。 
流体力による滑動やめくれに対して自重で抵抗し，
緩勾配ののり面を浸食から保護する工法である。 
植生回復により，景観や自然環境に配慮できる。 
転石が少ない河川や水衝部以外の箇所に用いる。 
アンカーピン等により端部のめくれ対策およびの
り面のすべり対策を施す。 

植
生
系 

張
芝 

 ・ 
・ 
 
・ 
・ 
 
・ 

のり面に芝を張り付けた構造である。 
芝の根がのり面に活着することでのり面の耐侵食
性を早期に確保する工法である。 
芝の生育により，景観や自然環境に配慮できる。 
張芝は平水位では浸水しない箇所で，確実に根が活
着するまで流水にさらされない部分に施工する。 
植生の管理レベルで差が生じるため，根が活着する
まで十分な養生が必要である。 
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表 3.3.3-2(6) 護岸工法（法覆工）の種類と特徴 
護岸の法勾配が 1：1.5より緩やか場合に適用する工法例 

（他工法等の施工実績を踏まえ，今後見直していくものとする。） 

留意事項 
工法の特徴 工法の特徴 

景観 自然環境 
天
端 
法
面 
水
際 
他 
空
隙 
湿
潤 
移
動 

設計段階 施工段階 

 ● ●     

・ 

 

・ 

・ 

 

 

 

護岸のり肩，水際部に植生を持たせ

る。 

河畔林の保全・配置に努める。 

法長が長い場合，護岸を分節する。 

※覆土が流出する可能性がある場合

は，コンクリート系の留意事項を参

照する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

・ 

 

 

 

・ 

 

 

 

水際部の捨石，寄せ土(寄せ石)に

は現地発生材をできる限り用い

る。※ただし，過度の採取は避け

る。 

良好な淵，河畔林などが存在する

場合，できる限り保全するように

努める。 

 

  ●     

・ 

 

・ 

護岸のり肩，水際部に植生を持たせ

る。 

河畔林の保全・配置に努める。 

 

・ 

 

 

 

・ 

 

 

・ 

 

水際部の捨石，寄せ土(寄せ石)に

は現地発生材をできる限り用い

る。※ただし，過度の採取は避け

る。 

良好な淵，河畔林などが存在する

場合，できる限り保全するように

努める。 

地元の間伐材を積極的に使用す

る。 
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表 3.3.3-3 護岸工法設計流速関係表（Ｃ表） 
護岸の法勾配が1：1.5より急な場合に適用する工法例 

（他工法等の施工実績を踏まえ，今後見直していくものとする。） 
 

セグメント 復旧工法例 設計流速 

山間地河道 
谷底平野 
扇状地河道 

自然堤防帯 
三角州 素材 構造 工法 (ｍ/S) 

     2 3 4 5 6 7 8 ～ 

 

 

 

石系 

自然石(練) 

1 巨石積(練) 4～8         

2 野面石積(練) 4～8         

3 間知石積(練) 4～8         

自然石(空) 

4 巨石積(空) 5         

5 野面石積(空) 5         

6 間知石積(空) 5         

7 連結自然石(空積) 8         

8 アンカー式空石積 8         

コンクリート
系 

コンクリート 
ブロック(練積) 

9 
コンクリート 
 ブロック練積 

4～8         

10 
ポーラスコンクリート 
ブロック練積 

4～8         

  

コンクリート 
ブロック(空積) 

11 
コンクリート 
ブロック空積 

5         

12 
ポーラスコンクリート 
ブロック空積 

5         

かご系 かご(多段) 
13 鉄製籠型多段積工 6.5         

14 
パネル枠工 
（ダクタイルパネル） 

4.5         

 木系 

丸太格子 15 
丸太格子 
（片法枠工含） 

4         

木製ブロック 16 木製ブロック 4         

杭柵 
17 杭柵 4         

18 板柵 4         
※上表の適用範囲は目安であるため，設計流速に適用できる合理的な工法は積極的に採用して良い。 
※復旧工法の留意事項を十分考慮し，工法を選定する。 
 
 
 
注）植生の復元を図るため，可能な範囲で残土を使うようにし，法肩や水際に覆土を行うこと。 
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表 3.3.3-4 護岸工法設計流速関係表（Ｃ表） 
護岸の法勾配が1：1.5より緩い場合に適用する工法例 

（他工法等の施工実績を踏まえ，今後見直していくものとする。） 
 

セグメント 復旧工法例 設計流速 

山間地河道 
谷底平野 
扇状地河道 

自然堤防帯 
三角州 素材 構造 工法 (ｍ/S) 

     2 3 4 5 6 7 8 ～ 

 

 

 

石系 

自然石(練) 

1 巨石張(練) 4～8         

2 野面石張(練) 4～8         

3 間知石張(練) 4～8         

自然石(空) 

4 巨石張(空) 5         

5 野面石張(空) 5         

6 間知石張(空) 5         

7 連結自然石(空積) 4～8         

コンクリート
系 

コンクリート 
ブロック張 

8 コンクリートブロック張 4～8         

9 
ポーラス 
コンクリートブロック張 

4～8         

10 法枠工 4～8         

  

連節ブロック 

11 連節ブロック 5         

12 大型連節ブロック 5         

13 ポーラス連節ブロック 5         

かご系 

蛇籠 14 植生蛇籠 5         

かご(平張) 15 鉄線籠型平張り工 5         

袋体 16 連結袋体張(礫) 5         

 

木系 

丸太格子 17 
丸太格子 
（片法枠工含） 

4         

粗朶法枠 

18 粗朶法枠 4         

19 粗朶柵工 4         

20 木製格子工 4         

杭柵 
21 杭柵 4         

22 板柵 4         

シート系 

ジオテキ 
スタイル 

23 ジオテキスタイル 3         

24 植生マット 3         

ブロック 
マット 

25 ブロックマット 4         

26 植石ネット 4         

植生系 張芝 27 張芝 2         
※上表の適用範囲は目安であるため，設計流速に適用できる合理的な工法は積極的に採用して良い。 
※復旧工法の留意事項を十分考慮し，工法を選定する。 
※法枠工 ： 中張材によって，設計流速が変わる工法である。 
      （例 中張材がコンクリートの場合は8ｍ/ｓ，自然石（空）の場合は5ｍ/ｓ等。） 
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(２) 外力の評価 

のり覆工の設計にあたっては，河岸に作用する洪水時の外力を算定し，外力に
応じた強度の護岸を実施することにより，河岸に多様性をもたせるものとする。 
治水上の安全度を有し，かつ，生態系や自然景観に配慮した護岸を実施するた
めには全川的に一律な種類と強度ではなく，当該地区の河川特性にあった多様な
工法で実施することが必要である。 
そのためには，当該地区の河岸に作用する洪水力の外力を算定し，外力に応じ
た強度の護岸を実施するものとする。 
外力に応じた護岸の設計法については，以下に示す要領等に準拠するものとす
る。 

【要領（河川） 河1-46】 
【力学設計法】 

【技術基準(設計Ⅰ)】 
【外力評価】 

 
(３) のり覆工の構造規格 

コンクリートブロック，石積工類については，本項に示す構造規格により設計
を行うものとする。 
本項に示す工法以外のものについては，外力に対して必要な強度を確保するよ
うに設計を行うものとする。 
① コンクリートブロック等の二次製品や鉄線籠工類をのり覆工に使用する場合 
は，土木工事設計要領 第Ⅱ編 河川編（九州地方整備局）に示す構造，品質規格
により設計を行うものとする。 
② 河川護岸には，本項に示す工法以外に多種多様なのり覆工があるが，それらの 
工法については，当面，構造規格を定めないので，使用する工法に応じて外力に 
対する必要強度を確保するような設計を行うものとする。 
なお，のり覆工(空石張・巨石張を除く)の最小控え厚は35cmを基本とする。例 
えば，自然石護岸（練）においては，自然石背面の胴込コンクリートの厚さが35cm 
となるよう調整する（図3.3.3-3参照）。 
計画河床以下の根入れ部（一般的には0.5～1.5m程度）については，景観等に 
配慮した石積み等の護岸で，河床が安定しているなどの箇所に設置するものは，
経済的な根入れ部分の構造とする。（環境保全型ブロックも同様の取扱いとす
る。）（3.3.3.2(2) 護岸の根入れ 参照） 
また，河川工事における積みタイプの護岸工の法勾配は1:1.0～1:0.5とし，護 
岸工背面には，原則として裏込コンクリートを入れないものとする。 
ただし，兼用護岸については，「道路土工－擁壁工指針－」を参考とする。 
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図 3.3.3-3 自然石積み護岸工(練)の例 
 
 

床止工や樋門・樋管工，坂路工，階段工等の施設の配置に伴い必要となる護岸
については，上下流の所定の区間に配置し，高さは計画高水位以上とする。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 3.3.3-4 河川施設取付護岸の構造事例 
 
 
なお，護岸ブロック選定においては，「実務者のための護岸・根固めブロック選定
の手引き(案)」を参考にすると良い。 

 
【標準設計(擁壁類)】 

【要領（河川） 河1-46～1-58】 
【災害手帳】 

【鉄線籠型護岸技術基準】 
【鉄線籠型護岸工法】 

【擁壁工指針】 
【外力評価】 

【構造令 P173～P175】 

積みブロック

平張ブロック

H.W.L

1:
0.
5

1:2.
0

裏込材

通水断面の外に石材を配置する 

自然石積み(練)の控え厚は原則として，石の中心までを有効とする。 
（【外力評価 P.74】より） 

根入れ部を同一材料とした例 根入れ部に普通ブロックを使った例 
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(４) 肩止めコンクリート 

護岸には，雨水及び流水等により裏側より侵食されるのを保護するため，必要
に応じて肩止めコンクリートを設けるものとする。 
肩止めコンクリートの標準は図3.3.3-5のとおりとする。 
なお，裏込材有りの場合と裏込材無しの場合(遮水シート)の使い分けについて
は，図3.3.3-6のフローにより選定するものとする。 

 
A              B 裏込材有りの場合  B ’裏込材無しの場合(遮水ｼｰﾄ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 3.3.3-5 肩止めコンクリート 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

○遮水シートの設置基準等 
① 遮水シートは原則として HWL より堤内地盤が低い場合に設置する。 
但しHWL と堤内地盤高の差が 60 ㎝以下の場合は設置しない。 
② 設置する箇所は HWL と堤内地盤高の範囲を原則とするが，1つ法面 
に設置要・不要箇所がある場合は当該法面全面に設置する。 
③ 設置の必要な護岸は，中・高水護岸でコンクリートブロック張(控 
10 ㎝程度)及び連節ブロック構造のものとする。 

 
図 3.3.3-6 遮水シート判定フロー 

 
【要領（河川） 河 1-52,59】 

L1 +
1 00

3 00
L1

1 0 0

600

100

70
0

L 2 +
1 00 30 0

L2
10 0
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(５) 天端工 

低水護岸が流水により裏側から侵食されることを防止するため，必要に応じて
天端工を設けるものとする。 
掘込河道の護岸の天端コンクリートは，ブロック上部に10cm程度のコンクリー
トを打つタイプ(図3.3.3-7(a))や天端ブロックの面に合わせて水平に打つタイプ
(図3.3.3-7(b))が多いが，これらの場合，護岸のり面も天端もコンクリートで硬
い印象になる。 
一方，天端コンクリートを天端ブロック上面から少し低い位置に打ったり(図
3.3.3-7(c))，あるいは天端コンクリートをなくしたり(図3.3.3-7(d))して，その
上面を土で埋め戻した場合，天端に草が生えてエッジが和らぐ。 
さらに，これらのタイプには天端上部の盛土が流出しにくいというメリットも
ある。 
護岸上に土羽を設ける場合，護岸工法肩から20cm控えて土羽を施工する(図
3.3.3-9)。 
自動車道と兼用される場合の天端コンクリートは，自動車の衝突荷重等を考慮
した設計計算によりその規模を設定する。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(a)          (b)          (c)          (d) 

図 3.3.3-7 掘込河道を対象とした護岸天端の処理 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     図 3.3.3-9 護岸工上部に設置する土羽 
 

【要領（河川） 河 1-49,59】 
【ポイントブックⅢ  P.117～119】 
【擁壁工指針  P.38,P.79～81】 

200
土羽

※河川水位が，護岸天端を上回る恐れのある場合
は，肩止めコンクリート A タイプを天端工とし
て設置する。 

図3.3.3-8 河川水位が護岸天端を上回る
恐れがある場合の天端工 

裏込材

積みブロック

肩止めコンクリート A

70
0

600

100
胴込コンクリート
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(６) 横帯工 

のり覆工には，温度変化，乾燥収縮及び損傷の復旧等を考慮して適当な間隔で
横帯工（小口止工）を設けるものとする。 
横帯工（小口止工）の間隔は50ｍを標準とし，伸縮目地5箇所につき1箇所設置
すること。なお，伸縮目地の間隔は10ｍを基本とする。また，階段工等で横帯工
（小口止工）として代用出来る構造物がある場合は，端壁の厚さを横帯工厚以上
とすること。 
横帯工（小口止工）及び端止め工の幅は0.3m，厚さは（胴込＋裏込材＋0.1m）
とする。横帯工（小口止工）の表面は景観に配慮し，必要に応じて植石等を施す
こと。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図3.3.3-10 横帯工の配置（一般の場合） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 3.3.3-11 横帯工の配置（階段工で代用できる場合） 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図3.3.3-12 横帯工の配置（階段工で代用できない場合） 
 

【要領（河川） 河 1-60～61】 
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(７) 端止工 

地形・地質等の状況によりのり覆工の上・下流端に端止め工を設置し，護岸を
保護する。 
土質が悪い（シラス等）場合や，盛土箇所等には，必要に応じて護岸の上下流
端に設置するものとする。 
なお，矢板の設置にあたっては，現場の地形・地盤の状況や上下流端部に設け
るすり付け工の構造に応じて検討する。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 3.3.3-13 端止め工 
 

【要領（河川） 河1-61】 
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3.3.3.2 基礎工 
護岸の基礎工（のり覆工）は，洪水による洗掘等を考慮して，のり覆工を支持でき
る構造とするものとする。 
護岸の基礎工の根入れは，計画河床から1.0m程度としているが，河道形状により特
に水衝部では将来にわたり洗掘等が生じる可能性があるため護岸基礎の浮上がりが生
じないようにしておく必要がある。 
なお，計画河床高より高い位置にある護岸基礎工については，基礎材が水の通り道
となり堤防の弱体化を招くおそれがあるため，基礎材を設置しない。また，計画河床
高以下にあっては，現場の基礎地盤の状況に応じて検討する。 
基礎工の根入れに関する基本的な考え方としては次の４つがある（図3.3.3-14参照）。 
(１) 最深河床高の評価高を基礎工天端高とし，必要に応じて前面の最小限の根固工
を設置する方法。 

(２) 最深河床高よりも基礎工天端高を上にし，洗掘に対しては前面の根固工で対処
する方法。 

(３) 最深河床高よりも基礎工天端高を上にし，洗掘に対しては基礎矢板等の根入れ
と前面の根固工で対処する方法。 

(４) 感潮区間など水深が大きく基礎の根入れが困難な場合に，基礎を自立可能な矢
板等で支える方法。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図3.3.3-14 基礎工天端高と根固工の組み合わせ 
 

基礎工は，土質，施工条件，河道特性に応じて選択する。地盤が良好な場合には直
接基礎とし，軟弱地盤の場合には杭または矢板を用いることが多い。 

また，平水位の高い箇所や洗掘を考慮する必要のある箇所では矢板を用いるケース
がある。 

基礎工およびのり留工の工種は，その程度，耐久性等を考慮して選定するものとす
る。酸性河川，感潮河川等において鋼矢板を用いる場合は腐食代を十分見込むか，腐
食を考慮しなければならない。 

 
 
 
 
 
 
 
 

図 3.3.3-15 基礎工およびのり留工の例 

※鋼矢板の基礎工への貫入量に
ついては，場所打ち基礎の場合，
10cm とする。二次製品を使用す
る場合は，底面形状に合わせて
貫入量を決定する。 コンクリート基礎工

鋼矢板

　基　礎　材　
(基礎地盤の状況
 に応じて検討)
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(１) 基礎工の種類 
① コンクリート基礎工 
概ね台形断面のコンクリート構造とし杭又は矢板は次により実施すること。 
本県においては，プレキャストコンリート基礎工を標準とする（図 3.3.3-18
参照）。 

矢板 ： ア 洗掘のおそれのある箇所 
               イ 吸出しのおそれのある箇所 
               ウ 基礎漏水箇所 
               エ その他必要な箇所 

           杭  ： ア 平水位以下は木杭を標準とする。 
               イ 粘質土地盤で支持力が小さな箇所 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 3.3.3-16 コンクリート基礎工 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 3.3.3-17 法勾配や控え厚の違いによる基礎工の形状 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（基礎ﾌﾞﾛｯｸⅠ型）            （基礎ﾌﾞﾛｯｸⅡ型）       （基礎ﾌﾞﾛｯｸⅢ型） 
適用法勾配 1:0.5        適用法勾配 1:0.5       適用法勾配 1:1.0～2.0 

 
図 3.3.3-18 プレキャストコンクリート基礎工(参考) 
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図 3.3.3-19 岩盤への根入れ処理 
 
 

② 土台基礎工 
基礎部の沈下を防ぐための土台木（枕胴木，丸太胴木，梯子胴木とも呼ばれる）
の基礎工をいう。梯子土台や一本土台がある。 

ア 梯子土台 
イ 一本土台 
(注)必要に応じて止杭を実施すること。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 3.3.3-20 土台基礎工 
 

③ その他の基礎工 
護岸基礎部の洗掘を防止すると共に，川に生息する水生生物の生息・生育空間
や植生基盤としての機能を持たせた，伝統的工法に詰杭工等がある。 

 
     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 3.3.3-21 詰杭工 

詳細図 詳細図 
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土台木等の寸法(参考) 

・土台木(貫木) 

 松丸太 末口 12cm 長 4.2m 

・止杭(親杭) 

 松丸太 末口 12cm 長 2.5m 

・止杭(小杭) 

 松丸太 末口 9cm  長 1.8m 

【災害復旧要領 P.758】を参考 

詰杭工の寸法(参考) 

・親杭 

 松丸太 末口 15cm 長 4.5m 

・詰杭，止杭 

 松丸太 末口 12cm 長 3.0m 

・控木 

 松丸太 末口 12cm 長 2.5m 

・胴木，貫(腹起) 

 松丸太 末口 12cm 長 4.2m 

【災害復旧要領 P.761】を参考 

土台木 土台木
止杭

止杭

止杭一本土台基礎 止め杭梯子土台基礎
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(２) 護岸の根入れ 

護岸の根入れは，流水による河床等の洗掘を考慮して次によることを標準とす
る。なお，設計上の河床高等は一連区間で検討するものとする。 
① 低水護岸の根入れ 
低水護岸の根入れは，河川整備計画の低水路河床または現況最深河床のいずれ
かの低いものに対し，洗堀状況に応じて 0.5～1.5m 確保する（1.0m を標準とす
る）。 
根入れの検討にあたっては，一連の護岸（一湾曲部程度）は，その区間の最深
河床に対して求めた根入れ深さとすることが基本的な考え方である。 
ただし，一連の護岸の設置区間が長く，かつ深掘れ位置が移動しないような場
合には，河道の特性に応じて断面ごとの最深河床高の評価高を検討することが望
ましい。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 3.3.3-22 低水護岸の根入れ 
 

② 高水護岸の根入れ 
高水護岸の根入れは，高水敷を保護工で保護される場合は，河川整備計画の高
水敷高とする。通常の場合，高水護岸の根入れは，計画高水敷高より，0.5m 程
度，または現況高水敷高が河川整備計画の高水敷高より低い場合は，現況高水敷
から0.5m程度を標準とする。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                      t=35cm 

 
 

図 3.3.3-23 高水護岸の根入れ 

Ｂ

コンクリート
1 : Ｎ

1 : Ｎ

t

一　連　区　間

L.W.L

河川整備計画の低水路河床

基礎高 現況最深河床

1.0ｍ程度
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(３) 護岸用鋼矢板の決定 

護岸基礎工の鋼矢板を施工する場合は，本省通達（「護岸用鋼矢板選定につい
て」等）および「土木工事設計要領 第Ⅱ編 河川編」を参考に検討するものとす
るが，使用区分および運用方法の補足説明を以下に示す。 

 
表3.3.3-5 鋼矢板の使用区分および運用方法の補足説明 
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(４) 鋼矢板使用区分 
① 応力計算をしないで使用する鋼矢板については，施工性等の現場の条件を勘案 
してⅡ型の標準型，改良型，広幅型，ハット型の中から適切な型を選定して使用 
するものとする。 
② 応力計算をして使用する鋼矢板については，計算値により使用する型を決める 
ものとする。決定にあたっては施工性等の現場の条件を勘案して標準型，改良型， 
広幅型，ハット型の中から適切な型を選定して使用するものとする。 
③ 鋼矢板の腐食代は表裏合わせて2mmを考慮するものとする。 
なお，特に腐食が著しいと判断される場合には現地に適合した腐食代を見込む
ことができるものとする。 
④ 継続工事等で鋼矢板の変更が出来ない場合は従来どおりとするが，構造物等の 
区切りの良い箇所から変更するものとする。 
⑤ タイロッド式護岸の控杭に鋼矢板を用いる場合も①,②を準用することを原則 
とする。 
⑥ 高水護岸漏水防止鋼矢板についても①,②を準用することを原則とする。 
⑦ 樋門・樋管等河川構造物の遮水矢板については①,②を準用する。 

 
     ※護岸用鋼矢板の設計計算については，現地の状況（河口部等）に応じて，「災害復旧

工事の設計要領」や「港湾の施設の技術上の基準・同解説」等に準拠して行うもの
とする。 

 
 

【要領（河川） 河 1-62～70】 
【力学設計法】 

【技術基準(設計Ⅰ)】 
【港湾技術基準】 
【災害復旧要領】 
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3.3.3.3 根継工 

根継工は，河床洗掘，河床低下に伴い既設護岸の基礎部分が露出したり，被災した
場合に基礎部を保護するために設置するものであるが，施工する場合は，河川環境に
十分配慮して実施する。 

 
(１) 護岸の基礎部分が被災した場合は，吸い出し，洗掘等で護岸全体が被災してい
る可能性も高いので，十分調査し適用すること。また，小河川においては，帯工， 
床固工等が有利な場合もあるので留意する。 

(２) 根継工は，治水上流下断面に支障を与えないもので，かつ施工時に既設護岸の
増破や緩みを生じさせない安全な構造とする。 

(３) 河積に余裕がある場合の根継工の構造としては，大別して腰掛型と矢板型があ
るが，これらは水際部の河川環境上の多様性を保全する上で望ましくないことか
ら，やむを得ず施工する場合には，寄せ石，盛土等により水際部に変化を持たせ
るなど，河川環境にも配慮する。 

(４) 河積に余裕のない場合には，一法型が考えられるが，この場合，床堀中に既設
護岸が崩壊する等の二次災害を誘発する恐れもあるので，基礎部の土質が良好で
既設護岸が堅固な場合に限るなど，慎重な検討が必要である。 

 
      ※矢板型の検討においては，｢表 3.3.3-5 鋼矢板の使用区分および運用方法の補足

説明(ケース 2)」に従い，設計計算により矢板の規格，根入れ長を決定する。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

［腰掛型］         ［矢板型］         ［一法型］ 
 

図 3.3.3-24 根継工の種類 
 

【災害復旧方針  P.47】 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 3.3.3-25 根継工の構造例 
 

【災害手帳  P.310】 

基本は 1.0m とし 

環境に配慮して 

必要最小限 
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3.3.3.4 根固工 

根固工は，河床の変動等を考慮して，基礎工が安全となる構造とするものとする。 

護岸の破壊は，基礎部の洗掘を契機として生じることが多い。 

根固工は，その地点で流勢を減じ，さらに河床を直接覆うことで急激な洗掘を緩和
する目的で設置される。 

根固工は大きな流速の作用する場所に設置されるため，流体力に耐えうる重量であ
ること，護岸基礎前面に洗掘を生じさせない敷設量であること，耐久性があること，
河床変化に追随できる屈とう性構造であることが必要となる。 

根固工の敷設天端高は計画河床高及び現況河床高と同じ高さとすることを基本とす
る。ただし，河床低下に対応するため，既設護岸に設置する場合は，根固工を基礎工
天端より上に設置するものとする。 

根固工下端が護岸基礎面より下る場合は基礎工底面とする。 

また，根固工とのり覆工との間に隙間を生じる場合には，適当な間詰工を施すもの
とする。異形ブロック等で根固めをする場合は，縦断方向の前後については局所洗掘
を起こすことから，捨石等ですり付けを行うこととする。 

根固工の天端幅については，「河川砂防技術基準(案)同解説 設計編Ⅰ」に基づき，
下式より算定するが，設置箇所の河道特性，過去の経験，類似河川の実績等も考慮し，
総合的に決定するものとする。 

 
Ｂc＝Ｌn＋ΔＺ／sinθ 

  ここに，Ｌn：護岸前面の平坦幅（ブロック１列もしくは 2ｍ程度） 
      ΔＺ：根固工敷設高から最深河床高の評価高までの高低差 
      θ：河床洗掘時の斜面勾配 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 3.3.3-26 根固工の敷設幅 
 
なお，根固工の代表的な工種としては下図のようなものがある。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 3.3.3-27 根固工の代表的な工種 
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(１) 捨石工：十分な重量を有する捨石を用いる。 
(２) 沈床工：粗朶沈床，木工沈床，改良沈床等があり，粗朶沈床は緩流河川で，木
工沈床は比較的流れの速い河川で用いられることが多い。改良沈床は枠組み材に
コンクリート材を用いたものである。 

(３) 籠 工：蛇籠，ふとん籠等を用いる。 
(４) 異形コンクリートブロック積み工：各種の異形コンクリートブロックを用いた
もので，層積みと乱積みがある。異形コンクリートブロックは，洪水時の外力評
価を行い，過去の経験，類似河川の実績，異形ブロックの特性等を考慮して安定
した重量のものを決定するものとする。なお，根固めブロック選定においては，
「実務者のための護岸・根固めブロック選定の手引き(案)」を参考にすると良い。 

 
「護岸の力学設計法」P109に示される，異形コンクリートブロックの重量算定
式を以下に示す。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

表 3.3.3-6 異形ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸの係数αおよびβの値 
 
 
 
 
 
 
 

 
なお，係数αおよびβについては，ブロックの形状や配置により異なることから，
各メーカーから出されている水理模型実験および現地の施工実績による数値を参
考にすると良い。 

 
 
 

【要領（河川） 河 1-71～72】 
【力学設計法】 

【ブロック選定手引き】 
【護岸水制計画設計】 

 
 
 

ρw 3 ρb Vd 6

ρb － ρw ｇ
2 β

W ＞ α ・ ・

模型ﾌﾞﾛｯｸの比重 α×10-3 β

A ： 対 称 突 起 型 ρb/ρw＝2.22 1.2 1.5

B ： 平 面 型 ρb/ρw＝2.03 0.54 2.0

C ： 三 角 錐 型 ρb/ρw＝2.35 0.83 1.4

D ： 三 点 支 持 型 ρb/ρw＝2.25 0.45 2.3

E ： 長 方 形 ρb/ρw＝2.09 0.79 2.8

ﾌﾞﾛｯｸ種別

ここに， W ： ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸの所用重量 (N)

α,β ： 係数

ρb ： ｺﾝｸﾘｰﾄの密度 (kg/m
3
)

ρw ： 流水の密度 (kg/m3)
Vd ： 設計流速 (m/s)

g ： 重力加速度 (m/s
2
)
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3.3.3.5 すり付け工 

護岸上下流端部に設けるすり付け工は，上下流端で河岸侵食が発生しても本体に影
響が及ばないような構造とするものとする。 
すり付け工の施工幅は，その機能から最低限のり覆工および天端工の範囲をカバー
する必要がある。 
また，のり尻の侵食を防止できるよう河床面に適切な幅の垂らし幅を確保する必要
がある。 
施工延長は既往事例からは概ね5m以上となっているものが多いが，河道の特性等に
応じた適切な施工延長を検討することが望ましい。 
すり付け工は上流の侵食に伴い，流体力によってめくれ上がり，破壊する事例が多
く，特に急流河川のすり付け工に被災事例が多く見られるため，この点についても考
慮する必要がある。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 3.3.3-28 護岸のすり付け工 
 
 

【要領（河川） 河1-72】 
 
3.3.3.6 低水護岸に小段を設ける場合の取り扱い 

小段のコンクリート厚については，法部同様外力評価に基づき決定するものとする
が，本県における中小河川においては，低水護岸と同等の取扱いとし，35cmを標準と
する。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 3.3.3-29 低水護岸の小段 
 
 

【要領（河川） 河1-73】 
 

Ｂ

コンクリート
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Ｎ
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Ｎ
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3.3.4 護岸の安全性の照査 

護岸の安全性の照査は，のり覆工，基礎工，根固工等について，流水の作用，土圧，
河床変動等を考慮して行うものとする。 
護岸の安定性の照査については，「土木工事設計要領 第Ⅱ編 河川編」および「護岸の

力学設計法」によるものとし，以下のフローに準拠して行うものとする。 
なお，護岸ブロック選定においては，「実務者のための護岸・根固めブロック選定の手

引き(案)」を参考にすると良い。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 3.3.4 護岸の設計手順 
 
 
 

河道計画の策定

堤防・
河岸防護の必要性

の判断

堤防・
河岸の防護対策
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適切な表面粗度の設定
河道特性，機能，安定性より護岸形状・構造の設定

設計条件の設定
　　・代表流速Vo　　・最深河床高

設計外力の算定，護岸諸元の照査
・基礎工天端高　・法覆工　・根固工

その他の安定性の照査，機能・施工性・
経済性の評価

過去の実績，
類似河川の
経験，試験
施工，模型
実験などに
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END
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(１) 外力 

護岸の安定性の照査のうち，力学的な安定性を照査するための主な外力は，流
水による流体力と土圧および水圧である。堤防，河岸に作用する侵食力の大きさ
や，護岸ののり覆工に作用する抗力，揚力などの流体力は，流速の大小と密接に
関連している。このため，流速の評価は照査において重要となる。また，護岸の
設計では，洪水時の最深河床高が重要な設計条件となる。護岸の被災事例の多く
が，流水による急激な河床洗掘を契機とした基礎工の流出を原因としているため
である。なお，基礎工の沈下やのり尻からの土砂の流出などを防止するために設
置される根固工を設計する場合でも最深河床高の評価は重要である。 

 
(２) 代表流速の求め方 

堤防および低水河岸の護岸設計に用いる流速を代表流速V0と定義する。代表流
速V0の算定方法は，マニングの平均流速公式で求めた平均流速Vmについて，考慮
されていない要因を水理的に評価補正することにより補正係数αを求め， 
V0＝αVm 
として求めるものである。 
平均流速Vmは，護岸の設置位置に応じてマニングの平均流速公式より算定する。 
Vm＝1/n・Hd2/3・Ie1/2 
ここで，設計水深Hdは低水護岸および堤防護岸の場合は低水路内断面平均流速
を算定するための水深を，高水護岸の場合は堤防近傍流速を算定するための水深
をさす。 

 
(３) 最深河床高の評価法 

最深河床高は，洪水時の洗掘現象や埋戻しによって変化する。この変化の状態
は河道特性によって異なり，定量的な評価に必要なデータ収集が観測の難しさも
あって現段階では不十分なことから，最深河床高の定量的評価は難しい。そのた
め，これまでの研究成果などを基にした次の方法により推定するのが一般的であ
る。 
・方法1：経年的な河床変動データからの評価 
・方法2：既往研究成果からの評価 
・方法3：数値計算による評価 
・方法4：移動床水理模型実験による評価 

 
(４) のり覆工の流体力に対する安定性の照査法 

のり覆工の破壊要因は流体力，および土圧・水圧であり，のり勾配によりどち
らが主要因となるか分類できる。一般に，のり勾配が1:1.5より緩い場合が‘張り’
の状態であり，流体力が破壊の主要因となり，のり勾配が1:1.5より急な場合が，
‘積み’の状態であり土圧・水圧が破壊の主要因となる。‘張り’構造ののり覆
工の流体力による破壊形態と安定性照査のモデルをまとめて表3.3.4-1に示す。 

 
表3.3.4-1 のり覆工の流体力による破壊形態と安定性照査モデル 

破壊形態 設置状態 安定性照査のモデル 

滑動 単体 ｢滑動－単体｣モデル 

滑動 群体 ｢滑動－群体｣モデル 

めくれ 単体 ｢めくれ｣モデル 

掃流 一体性弱い ｢掃流－一体性が弱い｣モデル 

掃流 一体性強い ｢掃流－一体性が強い｣モデル 

掃流 篭詰め ｢掃流－篭詰め｣モデル 
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(５) 根固工の流体力に対する力学的安定性の照査法 

根固工の破壊は流体力が主要因である。なお，洗掘による変形に対しては，最
深河床高の評価高を想定して十分な敷設高をもたせることにより対応する。根固
工のおもな破壊形態と安定性照査のモデルを表3.3.4-2に示す。 

 
表 3.3.4-2 根固工の破壊形態と安定性照査モデル 

 

破壊形態 設置状態 安定性照査のモデル 

滑動，転倒 層積み ｢滑動・転倒－層積み｣モデル 

滑動，転倒 乱積み ｢滑動・転倒－乱積み｣モデル 

掃流 乱積み ｢掃流－乱積み｣モデル 

掃流 篭詰め ｢掃流－篭詰め｣モデル 

掃流 中詰め ｢掃流－中詰め｣モデル 
 

 
【要領（河川） 河 1-73～81】 

【力学設計法】 
【ブロック選定手引き】 
【護岸水制計画設計】 
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3.3.5 自立式矢板護岸等 
3.3.5.1 適用範囲 

一般の護岸の設計は安定計算を実施していないが，自立式矢板護岸等の設計におい
ては安定計算を行う。 

 
【要領（河川） 河1-82】 

 
3.3.5.2 設計荷重及び設計条件 

自立式矢板護岸等の安定を計算する必要のある場合には，設計荷重として，自重，
土圧，地震時慣性力，残留水圧，護岸背面の上載荷重を考慮するものとする。 

また，仮想地盤面についても考慮するものとする。 

鋼矢板の選定については，本節｢表3.3.3-5 鋼矢板の使用区分および運用方法の補
足説明｣を参照すること。また，鋼矢板の設計計算においては，表3.3.5を基に行うこ
と。 

 
表3.3.5 鋼矢板の継手効率等一覧表 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

【要領（河川） 河 1-82～86】 
【要領（共通） 共 2-39～40】 
【災害復旧要領  P.780～800】 

 

モーメント
計　　算

Changの式
使用の場合

断面算定

根入れの
決　　定

Changの式
使用の場合

たわみ計算
常時

(N／ )

地震時
レベル1
(N／ )

常時 地震時

本
設

I=0.80×F Z=1.00×F
I=1.00
腐食は

考えない
I=0.80×F 2㎜ 180 270 5.0cm程度 7.5cm程度

堤防開削
有

－ Z=0.60 － I=0.45 － 180 270 － －

堤防開削
無

－ Z=0.60 － I=0.45 － 270 － － －

－ Z=0.60 － I=0.45 － 270 － － －

I=0.45 Z=0.60 I=1.00 I=0.45 － 270 －
※(6)

自立高の
3％

－

(1)鋼矢板の断面二次モーメントＩと断面係数Ｚは，継手の剛性を考えて，幅１ｍ当たりの値に表中の効率を乗じた値を用いる。
(２)Ｆ；腐食効率（腐食時の鋼矢板断面係数Ｚ／腐食のない場合の断面係数Ｚ0）

(3)本設の腐食代は，感潮区間等で特に腐食の著しいところでは別途考慮すること。

(4)矢板天端をコンクリートまたは溶接によりコーピングする場合は，断面二次モーメントＩ及び断面係数Ｚを0.80まであげること

   ができる。

(5)鋼矢板の設計長は本設，仮設とも0.5ｍ単位で切り上げる。

※ (6)自立式鋼矢板の許容変位量は，変位により近傍民家や地盤に影響がない場合，また河川内の締切り等については30cm

   以下とする。

自立式鋼矢板壁

仮
設

分
類

構　　造

鋼矢板壁
（自立式矢板護岸等）

二重締切方式
鋼矢板壁

切梁・腹起し材
のある鋼矢板壁

継　手　効　率

腐食代
(表裏計算)

矢板の許容応力度 矢板の許容変位量
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3.3.6 護岸仮締切 

河状，水深，施工時期，工事規模等の諸条件を勘案して，その工法，断面，長さを決
定する。 
なお，締切高の決定については，工事期間中の水位，潮位等を検討のうえ定めるもの

とし，とくに重要な仮締切の場合には断面強度について必ず応力計算を行い，不測の事
故を起こさないよう十分考慮すること。なお，護岸締切高については，「第6編 施工編 第
3章 仮設工」を参照のこと。 

 
【要領（河川） 河1-87】 

 
3.3.6.1 仮締切高 

設計対象水位は工事施工期間内の最大流量による水位とする。 
 

(１) データの期間は，過去5ヶ年とする。 
(２) データの種類は，時刻のピーク水位(異常値を除く)。ただし，余裕高は考慮し
ない。 

(３) 最大流量は，近接水位観測所を参考として比例的に求める。 
(４) 締切り設置後の河積がせばめられ，明らかに水位の上昇が認められる場合等，
現場条件も考慮すること。 

(５) 海岸，河川高潮区間，感潮区間については，潮待作業等を含め別途考慮するも
のとする。 
なお，近傍に水位観測所がなく流量データ（水位データ）の推算が困難な場合は，
対象箇所に近い雨量観測所（気象庁他）の雨量データを用い，ラショナル式（合理式）
により流量を求め，仮締切高を設定しても良い。 

 

【要領（河川） 河1-87】 
 
3.3.6.2 工法及び天端幅 
 

表 3.3.6 仮締切工法と天端幅 

水 深  工     法 天 端 幅 適  用 

1.5ｍ以下 土 堤 方 式 4.0ｍ 河口部は別途考慮 

1.5ｍ以上 矢板方式，矢板土堤混合 －  

 
(注) (１) 上表を基準とするが，施工性，河状等を考慮して決定すること。 

        (２) 土堤方式の場合，土俵積は現場条件により適宜計上する。 
        (３) １ブロックの標準最大長さは150ｍ程度とするが，現場条件等により考慮 

して決定すること。 
        (４) 波浪による波圧等は必要に応じて考慮すること。 
 

【要領（河川） 河1-87】 
 
3.3.6.3 仮締切撤去 

土堤の撤去高は，現地盤までを原則とするが，河川整備計画の低水路河床が現地盤
より高い場合は河川整備計画の低水路河床を目安とする。 

 
【要領（河川） 河1-87】 
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3.4 第 4 節 水制 
3.4.1 参考図書の表記 

本節で引用する図書の名称については，下表の「略称」欄の表示にて表記することとす

る。 

 

表 3.4.1 参考図書の表記一覧 

 基準・指針名 発行先 制定・改訂 略称 

1 
低水水制の設計参考資料 

（二次案） 
建設省九州地方整備局 

河川部 
H9.8 水制資料 

 

3.4.2 水制の種類と目的 
水制を治水上の目的別に分類すると，高水水制，護岸水制，低水水制，ハイドロバリ

ヤー水制の 4種類に分けることができる。 

設計にあたっては，それぞれの特徴を踏まえて，機能・構造等を検討しなければなら

ない。 

 

【要領（河川） 河 1－88】 

【水制資料 P.1】 

 

表3.4.2 水制の分類 

分 類 治水上の目的 特  徴 

高水水制 
“水はね”として洪水から
堤防を直接守る 

・護岸法面から突き出す。 
・基本的に高水が越流しない高さ。 
・下流向きを基本とする。 
・水衝部または直線区間に設置する。 

護岸水制 
岸寄りの流速を抑えて，低
水護岸全体を保護する。 
堤防を直接守る。 

・低水護岸から突き出す。 
・接合部は低水護岸と同じ高さ。 
・上向きを基本とする。 
・水衝部または直線部に設置する。 

低水水制 
護岸基礎部の洗掘を防ぎ，
河岸を間接的に保護する。 

・根固工と同じ位置に設置する。 
・平水位程度の高さ。 
・水衝部または直線部に設置する。 

ハイドロバリ
ヤー水制 

流向流速を変えて護岸を
保護したり，土砂の堆積を
コントロールする。 

・開口部をもつ水制 
・設置場所は目的によって様々。 
・堆積，浸食場所をコントロールする。 
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（甲突川の低水水制） 

 
（米之津川の低水水制） 

写真3.4.2 水制の施工例 
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3.4.3 水制設計の基本 
水制は，高水敷等と一体となり，計画高水位（高潮区間にあっては計画高潮位）以下

の水位の流水の通常の作用に対して，堤防（掘込河道にあっては堤内地）を安全に防護

できる構造とするよう，河川環境の保全・整備に十分留意しつつ，過去の経験・類似河

川の実績，あるいは試験施工・模型実験の成果等を基にし，施工性，経済性等を考慮し

て設計し，必要に応じて施工後の経緯を踏まえて改良するものとする。 

 

【要領（河川） 河 1－89】 

 

3.4.4 構造・設計細目 
3.4.4.1 工種の選定 

水制工の工種は，河川の平面及び縦横断形状，流量，水位，河床材料，河床変動な

どをよく検討し，目的に応じて選定するものとする。 

 

【要領（河川） 河 1－91】 

 

3.4.4.2 方向 
水制の方向は，一般に流向に対して直角または上向きとするが，その設置目的，河

川の状況等により個々に定めるものとする。 

 

【要領（河川） 河 1－92】 

 

3.4.4.3 長さ，高さおよび間隔 
水制の長さ，高さおよび間隔は，形状，水制の目的，上下流および対岸への影響，

構造物自身の安全性を考慮して定めるものとする。 

 

【要領（河川） 河 1－93】 
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3.4.5 低水水制 
3.4.5.1 低水水制の目的 

低水水制は，根固め工と同様に護岸基礎前面に平水位程度の高さで設置するもので，

護岸基礎部の洗掘を防いで，河岸を間接的に保護する働きを担う。 

同時に，河岸へ土砂の堆積を誘導したり，水流に変化を与えるなど，平水位時の水

際付近の水中と陸上の環境を多様化する作用もある。 

これらを上手く活用すれば，自然に近い河岸の形成を促すことが出来る。 

 

【要領（河川） 河 1－95】 

 

 

図 3.4.5-1 低水水制による水際の改善効果の概念図 

 

【水制資料 P.4】 



 4.3-65

 

3.4.5.2 低水水制の効果 
低水水制に期待できる具体的な効果については，次のようなことをあげることがで

きる 

 

(１) 治水上の効果 

① 根固め工とともに洗掘を防止し，護岸の基礎部を間接的に守る。 

② 流向を変えて，下流や対岸の堆積をコントロールする。 

③ 河道を固定する。 

 

(２) 生態系への効果 

① 水制間には静水域（よどみ）が形成され，魚類の産卵場や遊泳力の小さい小魚

の生息空間が確保される。 

② 洪水時に流速が弱められる水制の下流側は，魚類などの避難場所となる。 

③ 水制の間には，土砂が堆積し，植物が根付くことが予想され，水生昆虫や水際

に棲む小動物にとって良好な生息空間が形成される。 

④ 水制の空隙は穴居性生物の格好のすみかとなる。 

⑤ 材料である石，ブロックなどには，河川生態系の基礎となる藻類が生育する。 

 

(３) 景観面・親水性への効果 

① これまできわめて人工的で無機質な感じを与えていた水際でも，水位変化に応

じて変化する多様な水際線が形成され，そこに植物が定着することにより，自然

に近い河川景観となる。 

② コンクリート護岸によって陸域と水域が分断されていたところでも，水制によ

って連続性が生まれ，親水性が向上する。 

③ 平常時の流向流速に変化を与え，川らしい動きのある水の表情を創り出すこと

が出来る。 

 

【水制資料 P.3】 
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3.4.5.3 低水水制の計画 
低水水制を計画する場合は，目的を明確にして，設置位置や材料，形状を検討しなけれ

ばならない。 

 

【要領（河川） 河 1－96】 

【水制資料 P.7】 

 

図3.4.5-2 川づくりにおける低水水制工の設計のフロー 
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3.4.5.4 構造･設計細目 
(１) 低水水制の種類と材料 

水制を構造から分類すると透過水制と不透過水制に分かれ，不透過水制はさら

に越流水制と非越流水制に分けられる。 

不透過型の非越流水制は先端部の著しい洗掘や対岸への影響が大きいため，流

れの速い河川で用いる場合は注意を要する。 

 

表3.4.5 低水水制のタイプと材料 

 

【要領（河川） 河 1－97】 

(２) 水制の方向 

護岸基礎部の洗掘の防止に用いられる越流水制は，上向きまたは直角方向を原

則とする。 

また，下向きの越流水制は，洪水時の流れを河岸に向けるので，一般には用い

られないが，水制の下流側に淵を作る場合や洲を除去する場合には有効である。 

 

【要領（河川） 河 1－98】 

 

(３) 水制の平面形状と長さ 

水制の平面形状（線形）は，実施例から見ると直線水制が殆どであるが，河道

の情況や水制の設置目的によっては，特殊なケースとして屈折水制とカギ型水制

があるので，目的に応じて使い分けるものとする。 

また，長さについては，これまで施工例があまりないため，長さは平水時にお

ける川幅の10％以下で，現地の自然景観に調和するよう短めに計画し，完成後の

効果を見ながら必要に応じて継ぎ足しなどを行うものとする。 

【要領（河川） 河 1－99】 

【水制資料 P.24】 
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図 3.4.5-3 水制長の考え方 
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(４) 水制の間隔 

水制の間隔は，水制先端からの流れ入射角（約6°）を考慮し，水流の影響が岸

まで及ばない程度の間隔に設置する。 

 

 

図3.4.5-4 水制の間隔 

 

【要領（河川） 河 1－100】 

【水制資料 P.26】 

 

(５) 水制の断面形状 

水制の断面形状は，出来るだけ流れの抵抗を受けないような形状とする。 

 

 
 

図3.4.5-5 水制の断面形状 

 

【要領（河川） 河 1－101】 
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(６) 最低限必要な本数 

一般に，強固な単独水制で流勢をおさえるのは，水流の乱れを大きくし，水制

付近の大きな洗掘を招くことが多い。 

また，１基だけでは効果が限定されるの，水制群として数基設置し，一定区間

にわたる総合力により流速を低減させて，河岸よりの河床に堆積を促すほうがよ

い。 

設置本数は，水制長と水制間隔によって決まるが，水制の周囲に土砂の堆積を

期待することから，少なくとも3基は設置するものとする。 

 
 

図3.4.5-6 水制の配置例 

 

【水制資料 P.19】 

 

(７) 根入れ深さ 

河川構造物の破壊は，基礎部の洗掘によって引き起こされるものが極めて多く，

水制の設計上からも重要な点である。 

特に水制先端部の水衝部側では，洪水のピークを過ぎた後に洗掘が大きくなる

ため，深掘れへの配慮が必要である。 

石組み水制の場合は，洗掘に対応できるように河床へ0.5ｍ～1.5ｍ程度の根入

れを行なっている事例が多いが，施工箇所の堆積・洗掘傾向を見て適宜決定する。 

乱積み水制の場合は，施工上，一般に根入れは行わないので，洗掘・沈下など

に対しては天端の嵩上げで対応している例が多い。 

【水制資料 P.34】 
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3.4.5.5 水理学的な検討 
(１) 目標流速の設定 

水制により流速を低減し，護岸基礎部の洗掘を防止するものであるので，水制

設置後の目標流速は，河床材料が移動しない程度の流速とする。 

河床材料の平均粒径ｄｍと限界流速Ｕ*Ｃの関係を，岩垣の実験式をもとにｍ―

sec単位で表せば，Ｕ*Ｃ2＝0.809ｄｍ（但し，ｄｍ≧0.00303ｍ）である。 

Ｕ*Ｃ2＝ｇ・Ｈ・Ｉeであることから，マニング式にＩe＝Ｕ*Ｃ2／ｇ・Ｈを代入す

れば，河床材料の移動限界流速Ⅴｄが求まることになる。 

 
【水制資料 P.37】 

(２) 水制の形状の決定 

越流型不透過水制によって，平均流速をⅤｄにしたい場合，次式によって求ま

る摩擦損失係数ｆをもつ水制とすればよい。 

 
まず，式（2）により，目標流速にするために必要な損失係数ｆを求め，次に水制の

形状を仮定して式（1）によりｆを求め，ｆ≧ｆとなるような形状に決定する。 

 
【水制資料 P.37】 
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3.4.5.6 材料の大きさの決定 
(１) 水制周りの局所流速Ｖｇ 

水制材料に自然石を用いる場合は，洪水時も移動しない重さ，大きさを有する

ものとする。 

水制周りの局所流速Ｖｇは，水制から離れた位置での一様流の流速Ｖｍに対し

て，最大で2倍程度として設計する。 

ここで，Ｖｍは，湾曲や洗掘などの影響を考慮した河岸の代表流速Ｖｏを用い

る。 

 

Ｖｇ＝2・Ｖｍ 

 

【水制資料 P.39】 

 

(２) 石の粒径の算定 

限界状態設計法と通常状態設計法の二つの考え方があるが，材料がバラバラに

なった状態でも安定を保つ限界状態設計法で検討を行う。 

 

 
 

なお，石は横断勾配（下流面）に沿って配置されるので，次に示すレインの補正係

数Ｋにより粒径の補正を行う。 

補正係数Ｋは，傾斜角度をθ，材料の静止摩擦係数をφ（≒30°）とすると，次式

で示せる。 

 

Ｋ＝cosθ√（1－tan2θ／tan2φ） 

 

よって，必要粒径ｄ´は，次のとおりとなる。 

 

ｄ´＝ｄ／Ｋ 

 

【水制資料 P.39】 
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4.2 第 2 節 小径樋門 

4.2.1 小径樋門設計の基本方針 

4.2.1.1 適用範囲 

本県における小径樋門設計の適用範囲を以下に示す。

【構造令 P.241】 

【技術基準（設計Ⅰ） P.97】 

【要領（河川） 河 2-64,75】 

【樋門要領 P.46】 

【柔構造手引き P.90】 

4.2.1.2 小径樋門の構造形式 

小径樋門の構造形式は，原則として，良質な地盤に直接支持する「剛支持樋門（直

接基礎）」とする。

ただし，床堀時に軟弱地盤等が確認された場合は，浮き直接基礎（置換工法・浅層

改良工法）の検討を行い，基礎地盤における施工時の支持力照査を行う。

① 断面は，取水量および排水量より決定する。 

② 適用断面は，内径 1.0m 未満とし，堤内地盤高が計画高水位より高い場合には，

内径 0.3m まで小さくすることができる。 

③ 本体長は，5.0m 未満を原則とする。 

注：本体長が，5.0m 以上の場合は，内径 1.0m 以上の樋門として取り扱う。 

④ 取水樋門で断面を径 0.3m としても取水量が過大となる場合，あるいは，沈下に

伴い取水量が過大になる場合は，樋門に接続する水路もしくは樋門本体の呑口又

は吐口に適当な調整施設を設け，計画取水量以上の取水ができないような措置を

行う。 

【参考：基礎地盤における施工時の支持力照査】 

① 支持力照査検討断面 

施工時の支持力照査は，最も鉛直荷重（土被り）の大きい堤防中央部にて行う。 

② 鉛直荷重の算出 

  施工時に考慮する荷重は，自重による鉛直荷重のみとする。 

  鉛直荷重（kN/m）＝土重＋本体重量＋基礎（均しコン）重量 

③ 支持力照査 

  許容鉛直支持力（kN/m2）＝鉛直荷重（kN/m）／本体底面幅（m） 

④ 平板載荷試験の目標値（地耐力）の設定 

  直接基礎の許容支持力は，設計地盤反力（許容鉛直支持力）以上を確保する。 

  平板載荷試験の目標値（kN/m2）≧設計地盤反力（＝許容鉛直支持力）（kN/m2） 
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4.2.1.3 小径樋門のゲート形式 

小径樋門は，掘込河川で堤内地盤高が計画高水位より高い場合に適用されるもので

あり，原則として招扉（フラップゲート）は必要としない。

ただし，感潮区間や既設樋門にゲートが設置されている場合や小径樋門及び取付水

路等への逆流防止の必要がある場合は，招扉（フラップゲート）の無動力タイプを標

準として採用してもよい。

また，取水樋門の場合は，巻き上げ式扉等の検討を行う。

4.2.1.4 設計条件 

設計条件は，「第1節 樋門」に準拠する。

(１) 土質条件 

小径樋門設計による新たなボーリング調査は行わず，基礎地盤における施工時

の支持力照査を行う。 

【参考計算例】 

① 支持力照査検討断面（内径φ900，土被り 1.0ｍの場合）

②鉛直荷重の算出 

 項目 鉛直荷重 （kN/m）

① 土の重量 18.6(kN/m3)×1.00(m)×1.70(m)     ＝ 31.620 31.620

② 本体重量
(1.70×1.70－3.1416/4×0.900×0.900) ＝2.254(m2) 

2.254(m2)×24.5(kN/m3)        ＝ 55.223 
55.223

③ 基礎重量 1.90(m)×0.10(m)×23.0(kN/m3)     ＝  4.370 4.370

鉛直荷重合計 91.213

③支持力照査 

基礎地盤の許容鉛直支持力は，鉛直荷重/躯体底面幅より算出する。 

なお、躯体底面幅（本体 1.70m，均しコン 1.90m）は、安全側の 1.70m とする。 

許容鉛直支持力：91.213(kN/m)/1.70(m)＝53.655(kN/m2)≒54(kN/m2) 

④平板載荷試験の目標値（地耐力）の設定 

 直接基礎の許容支持力は，設計地盤反力（許容鉛直支持力）以上を確保する。 

 平板載荷試験の目標値（kN/m2）≧54（kN/m2） 
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4.2.2 基本事項の検討 

4.2.2.1 樋門の設置位置および方向 

小径樋門の設置位置は，「第1節 樋門」に準拠する。

4.2.2.2 樋門の敷高 

      小径樋門の敷高は，「第1節 樋門」に準拠する。 

4.2.2.3 樋門の断面 

小径樋門の断面寸法は，「4.2.1.1 適用範囲」に示し，断面形状は，円形（ヒュー

ム管，鋼管，ダクタイル鋳鉄管）を標準とする。 

4.2.2.4 排水樋門の断面検討 

小径樋門の断面検討は，「第 1節 樋門」に準拠する。 

(１) 断面の決定 

小径樋門の断面は，計画流出量が流下するときの水位に塵・流木等の流下物に

よる閉塞の可能性を考慮して必要となる余裕高を考慮して決定する。 

小径樋門は，「剛支持樋門（直接基礎）」を原則としており，沈下に対する余

裕高は考慮しないものとする。 

① 不等流計算 

樋門内を計画流出量が流下する時の水位は，樋門吐口で限界水深となると仮定

して，不等流計算により，呑口水深を算出する。 

不等流計算に用いる粗度係数は n=0.02 とする。 

② 余裕高 

小径樋門の内のり高は，計画流出量が流下するときの最大水深に表4.2.2-1 に

揚げる値を加えた高さ以上とする。 

表 4.2.2-1 流下物に対する余裕高 

計画流出量 流下物に対する余裕高 

20(m3/sec)未満 
矩形：計画流出量が流下する断面の１割を内のり幅で除して得られる値

円形：0.2D，D：内径 （空積率が流下断面積のほぼ１割に相当する）

③ 内のり高（内空高）の決定 

樋門断面の内のり高は，呑口水深に余裕高を加えた必要内のり高より，10cm

ピッチにて検討を行い，地域振興局等もしくは河川課との協議の上，決定する。 
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4.2.3 本体構造物の設計 

4.2.3.1 小径樋門の本体構造 

小径樋門の一般図を図4.2.3-1に示す。

図4.2.3-1 小径樋門一般図 
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4.2.3.2 本体工 

(１) 本体長 

「4.2.1.1 適用範囲」および「4.2.3.1 小径樋門の本体構造 図4.2.3-1」に

示すように，本体長は5.0m未満を原則とする。 

(２) 樋門断面 

「4.2.2.3 樋門の断面」より，本県における小径樋門の断面は，円形管を標準

とする。 

(３) 本体部材厚 

「樋門マニュアル」より，最小部材厚40cmを標準とし，本体厚は無視するもの

とする。 

円形管による本体は，鉄筋コンクリート（360°固定基礎）で巻き立てるものと

する。 

(４) 鉄筋 

本体工のコンクリート部材は，コンクリートの乾燥収縮や温度の影響などによ

って有害なひびわれが発生しないように鉄筋を配置する。 

この鉄筋は，ひびわれ防止を目的として鉄筋コンクリート部材の最小鉄筋量を

満足するものとする。最小鉄筋量については，「4.2.5参考資料」に示す。 

本体工の横方向の主鉄筋は単鉄筋とし，縦方向の配力筋を配置する。 

①横方向（主鉄筋） ： D13@250  ②縦方向（配力筋） ： D13@250 

(５) 鉄筋のかぶり 

本体工の鉄筋のかぶりは，「第1節 樋門」と同様に，「樋門マニュアル」に準

拠する。 

①頂版・側壁 ： 120mm  ②底   版 ： 150mm 

(６) 円形管による標準断面図 

本県における円形管（ヒューム管・鋼管・ダクタイル鋳鉄管）としてはヒュー

ム管が主流であり，ヒューム管の規格は「外圧管・1種」を標準とする。 

円形管（ヒューム管・鋼管・ダクタイル鋳鉄管）の標準断面図を図4.2.3-2に示

す。 

図 4.2.3-2 本体工の標準断面図
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4.2.3.3 胸壁工 

胸壁工は，本体と一体構造として川表および川裏に設置する。

（図4.2.3-1 小径樋門一般図 参照） 

 (１) 胸壁工の天端 

胸壁工の天端は，堤防断面をできるだけ切込まないように決定し，函体頂版の

天端から胸壁工の天端までの高さは1.0m以下とする。 

(２) 胸壁工の根入れ 

胸壁工の根入れは，浸透路長の確保を目的として，1.0mを標準とする。 

ただし，基礎地盤が岩盤等で堅固な場合は，0.5m程度としてよい。 

(３) 胸壁工の水平幅（張出幅） 

胸壁工の横方向の水平幅は，1.0mを標準とする。 

(４) 胸壁工の部材厚 

本体工と同様に，最小部材厚40cmを標準とする。 

胸壁工の構造図を図4.2.3-3に示す。 

図 4.2.3-3 胸壁工 構造図

(５) 鉄筋 

本体工同様に，ひびわれ防止を目的として鉄筋コンクリート部材の最小鉄筋量

を満足するものとする。最小鉄筋量については，「4.2.5参考資料」に示す。 

胸壁工の横方向および縦方向の主鉄筋は複鉄筋として配置する。 

①横方向（主鉄筋） ： D13@250  ②縦方向（主鉄筋） ： D13@250 
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(６) 鉄筋のかぶり 

本体工同様に，「樋門マニュアル」に準拠する。 

①頂版・側壁 ： 120mm  ②底   版 ： 150mm 

胸壁工の配筋図を図4.2.3-4に示す。 

     ※組立鉄筋（複鉄筋の前背面，頂版及び側壁の端部）および開口部補強鉄筋について

は，別途，配置検討を行うこと。 

図 4.2.3-4 胸壁工 配筋図
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4.2.3.4 吐口工 

吐口工は，原則として本体と分離した自立構造として川表に設置するが，河川構造

物として樋門の翼壁工と同様な扱いとする。

（図4.2.3-1の小径樋門一般図 参照） 

(１) 吐口工のタイプ 

吐口工の構造タイプは，Ｕ型タイプを原則とし，樋門本体との接続部は止水板

および伸縮材等を使用して，構造上の変位が生じても水密性を確保できる構造と

する。 

本県の小径樋門は，掘込河川の単断面河道での適用事例が多く，内径1.0ｍ未満

を適用範囲としているため，川表側の漸拡は行わないものとする。 

(２) 吐口工の敷高 

吐口工の水叩部の敷高は，土砂管理を目的として，本体工敷高より20cm下げる

ものとする。また，護岸法面部については，平常時の排水を考慮し，深さ20cmの

竪溝を設ける。 

(３) 吐口工の有効幅 

吐口工の有効幅は，維持管理を考慮し，本体工断面幅に上下流0.20mずつを加え

たものとする。 

(４) 吐口工の部材厚 

吐口工の部材厚は，本体工および胸壁工と同様に，最小部材厚40cmを標準とす

る。吐口工の構造図を図4.2.3-5に示す。 

図 4.2.3-5 吐口工 構造図
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(５) 鉄筋 

吐口工の横方向（Ｕ形）の主鉄筋は複鉄筋とし，縦方向の配力筋を配置する。 

① 横方向（外側主鉄筋）    ： 図 4.2.3-6 参照

② 横方向（内側複鉄筋）    ： D13@250 

② 縦方向（外側・内側配力筋） ： D13@250 

(６) 鉄筋のかぶり 

本体工および胸壁工と同様に，「土木構造物設計マニュアル（案）－樋門編－：

国土交通省」に準拠する。 

①頂版・側壁・底版（上面） ： 120mm  ②底版（下面） ： 150mm 

吐口工の配筋図を図4.2.3-6に示す。 

図 4.2.3-6 吐口工 配筋図 

     ※組立鉄筋（複鉄筋の前背面，頂版及び側壁の端部）については，別途，配置検討を

行うこと。 



4.4-128

(７) 複断面河道で高水敷水路を設置する場合 

複断面河道で高水敷を水路が横断する場合は，吐口工幅と同一幅で高さは1/2

以上を確保し，水路の上下流3.0mの範囲に保護護岸（平張コンクリートt=10cm）

を設置する。 

また，水路は開渠を原則とし，必要に応じて蓋版（グレーチング）を設置する。 

図 4.2.3-7 高水敷水路断面図

4.2.3.5 呑口工 

呑口工は，原則として本体と分離した自立構造として川裏に設置する。 

（図4.2.3-1の小径樋門一般図 参照） 

(１) 呑口工のタイプ 

呑口工の構造は，溜桝構造（コの字型）の無筋構造を標準とする。 

(２) 呑口工の底盤高 

呑口工の底盤高は，土砂管理を目的として，本体工敷高より20cm下げるものと

する。 

ただし，取付水路および背後地の状況より，土砂管理が不要な場合は，本体工

敷高に合わせてもよい。 

(３) 呑口工の有効幅 

呑口工の横方向の有効幅は，維持管理を考慮し，本体工断面幅に上下流0.20m

を加えたものとする。 

(４) 呑口工の部材厚 

呑口工の部材厚は，内空高に応じて以下の通りとする。 

① 内空高 H＝1.20m 未満 ： 部材厚 15cm 

② 内空高 H＝1.20m 以上 ： 部材厚 20cm 

ただし，取付水路等の関係で扁平断面となる場合や高さの関係で配筋が必要と

なる場合は，別途，検討を行う。 

(５) 呑口工の維持管理 

呑口工の高さによっては，土砂撤去等の維持管理を目的として，足掛金具（B

＝300）を設置する。 
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4.2.4 付帯構造物の設計 

4.2.4.1 護岸工 

(１) 取付護岸 

小径樋門の取付護岸は，「第1節 樋門」に準拠する。 

ただし，樋門設置による開削の範囲が小さい場合や周辺の護岸および構造物等

への影響が考えられる場合は，床掘等の必要最小限の取付護岸範囲を設定する。 

(２) 護床工 

小径樋門の護床工は，「第1節 樋門」に準拠する。 

(３) 高水敷保護工 

小径樋門の高水敷保護工は，「第1節 樋門」に準拠する。 

4.2.4.2 階段工 

小径樋門の階段工は，「第1節 樋門」に準拠する。

ただし，本県における掘込河川および単断面河道では，標準的な管理用階段（幅員

2.0m）の確保は困難であるため，本体工下流側の胸壁工および吐口工に足掛金具（B

＝300）を設置する。（図4.2.3-1の小径樋門一般図 参照）
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4.2.5 参考資料 

(１) 鉄筋コンクリート部材の最小鉄筋量 

【道路橋示方書・同解説 Ⅳ下部構造編 P.173～176】 

(２) 鉄筋径と配筋間隔 

図 4.2.5 単位ｍ当たりの鉄筋量 

【樋門マニュアル P.11】 

① 乾燥収縮や温度勾配等による有害なひびわれが発生しないように，鉄筋を配 

置するものとする。 

② 部材表面に沿った 1m当たり 500mm2以上の断面積の鉄筋を中心間隔 300mm 

以下の間隔で配置した場合には，①を満足するとみなしてよい。 

【解説】 

コンクリート部材では，コンクリートの乾燥収縮や温度の影響などによって 

ひびわれが生じる可能性がある。このひびわれ幅を有害でない程度に抑えるには，

十分な鉄筋を配置することが有効である。 

 鉄筋コンクリート部材断面においては，その表面に沿う 1m当たりにつき 500mm2

以上の断面積の鉄筋を 300mm 以下の間隔で配置すれば①を満足するとみなしてよ

いものとした。 
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(３) 主鉄筋と配力鉄筋の組合せ 

表 4.2.5 主鉄筋と配力鉄筋の組合せ

【樋門マニュアル P.11】 

(４) 最小鉄筋量に関する質問・回答：財団法人 国土技術研究センター 



4.4-132

4.3 第 3 節 床止 

4.3.1 参考図書の表記 

本節で引用する図書の名称については，下表の「略称」欄の表示にて表記することとする。 

表 4.3.1 参考図書の表記一覧 

 基準・指針名 発行先 制定・改訂 略称 

１ 床止め構造設計手引き 
(財)国土開発技術 

研究センター 
H10.12 床止手引き 

4.3.2 床止設計の基本 

床止は，計画高水位（高潮区間にあっては計画高潮位）以下の水位の通常の流水の作用に

対して必要とされる機能を有し，かつ安全な構造となるよう，魚類等の遡上・降下等の河川

環境を十分考慮して設計するものとする。 

また，床止は，付近の河岸及び河川管理施設の構造に著しい支障を及ぼさない構造となる

よう設計するものとする。 

【要領（河川） 河 2-1】 

河川計画を立案するにあたっては，基本的には，河床を固定させる床止工や（横）帯工等

の落差工・河川横断施設を計画してはならない。 

ただし，床止工は，以下のような場合に計画される。 

1. 河床低下により，護岸等の河川管理施設等の基礎部の安定が危惧される場合 

2. 既設床止工の改築が必要な場合 

3. 既設固定堰等を改築する場合 

4. その他 

床止の設計は，設置する河道及び周辺環境の特性を踏まえ，まず，床止の機能を確保する

ために必要な基本的な諸元を定め，その後，最適な床止形式を設定し，床止を構成する各部

位の構造物設計を行なうといった手順で行なうことが望ましい。 

【床止手引き P.11～12】 
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4.3.3 構造細目 

4.3.3.1 本体 

床止本体の形状、構造は、河道特性，落差部の流れ，景観，魚類の移動等を考慮して決定

するものとする。 

また，端部の処理などによって，床止全体が安全な構造となるように決定するものとする。 

【要領（河川） 河 2-2】 

図 4.3.3-1 床止を構成する構造物 

表 4.3.3 床止を構成する構造物とその目的・機能 

【床止手引き P.8】 
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図 4.3.3-2 床止工縦断形の分類 

【床止手引き P.37】 
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図 4.3.3-3 緩傾斜床止の種類 

【要領（河川） 河 2-4】 

4.3.3.2 水叩き 

水叩きは，コンクリート構造を標準とする。 

また，水叩きは、本体を越流する水の浸食作用及び下面から働く揚圧力に耐えうる構造と

して設計するものとする。 

【要領（河川） 河 2-5】 

4.3.3.3 護床工 

護床工は，床止上下流での局所洗掘の防止等のために，必要な長さと構造を有するものと

し，原則として屈撓性を有する構造として設計するものとする。 

【要領（河川） 河 2-5】 

4.3.3.4 基礎 

基礎は，上部荷重を良質な地盤に安全に伝達する構造として設計するものとする。 

【要領（河川） 河 2-6】 

【粗石付斜曲方式】 【粗石付斜曲方式】 【多段式】 
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4.3.3.5 遮水工 

床止の遮水工は，原則として鋼矢板構造またはコンクリート構造のカットオフとし，上下

流の水位差で生じる恐れのある揚圧力やパイピング作用を減殺しうる構造として設計するも

のとする。 

【要領（河川） 河 2-6】 

図 4.3.3-4 遮水工の設置平面図 

【要領（河川） 河 2-7】 

4.3.3.6 取付擁壁・護岸 

取付擁壁・護岸は，流水の作用により堤防または河岸を保護しうる構造とし，河川環境に

も配慮して設計するものとする。 

【要領（河川） 河 2-8】 

護岸の設置範囲は，上流側は，床止の天端から 10ｍの地点または護床工の上流側 5ｍの地

点のうちいずれか上流側の地点から，下流側は，水叩きの下流端から 15ｍの地点または護床

工の下流端から 5ｍの地点のうちいずれか下流側の地点までの区間以上に設けること。 

【構造令 P.173】 

護岸は，強固な構造を採用し，控え厚等については，耐流速性等を考慮した力学設計を行

なうことが望まれる。 

取付擁壁は，本体，水叩き，護床工Ａ区間の範囲に設置する。 

また，取付擁壁は，強固なコンクリート構造とし，いかなる場合も堤防の機能が損なわれ

ないよう，本体が流失しても堤防及び高水敷に侵食を及ぼさない構造とし，擁壁の基礎は水

叩きや護床工の底面より 1ｍ根入れする。 

【床止手引き P.77～80】 
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4.3.3.7 高水敷保護工 

高水敷保護工は，流水の作用による高水敷の洗掘を防止しうる構造として，設計するもの

とする。 

【要領（河川） 河 2-8】 

図 4.3.3-5 高水敷保護工の敷設例 

【要領（河川） 河 2-9】 
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4.3.4 設計細目 

4.3.4.1 本体 

床止本体は，自重，静水圧，揚圧力，地震時慣性力，土圧等を考慮して，所要の安全性が

確保されるように設計するものとする。 

【要領（河川） 河 2-10】 

図 4.3.4-1 ブロック構造による落差工の模式図 

【要領（河川） 河 2-11】 

図 4.3.4-2 床止に作用する揚圧力 

【要領（河川） 河 2-12】 
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4.3.4.2 水叩き・護床工 

水叩きは，本体を越流する水や転石による直接衝撃による構造物の破損を防ぎ，揚圧力に

対して，安全な長さおよび構造とし，護床工は，床止上下流での洗掘を防ぐことができる長

さおよび構造とするものとする。 

【要領（河川） 河 2-13】 

図 4.3.4-3 下流側護床工の区分 

【要領（河川） 河 2-14】 

図 4.3.4-4 下流側護床工の長さの区分 

【要領（河川） 河 2-16】 
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図 4.3.4-5 緩傾斜型落差工での護床工 

【床止手引き P.64】 

4.3.4.3 遮水工 

遮水工は，パイピング作用を減殺できるような根入れ長を決定するものとする。 

【要領（河川） 河 2-17】 
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4.4 第 4 節 坂路・階段 

4.4.1 参考図書等の表記 

本節で引用する図書等の名称については，下記の「略称」欄の表示にて表記すること

とする。 

表 4.4.1 参考図書等の表記一覧 

 基準・指針名 発行先 制定・改訂 略称 

１ 道路構造令の解説と運用 (社)日本道路協会 H16.2 道路構造令 

２
道路の移動等円滑化整備 

ガイドライン 

(財)国土開発技術

研究センター 
H20.2 移動円滑化基準 

３
鹿児島県福祉のまちづくり条例 

施設整備マニュアル(改訂版) 
鹿児島県 H16.3 設備整備マニュアル

４ 立体横断施設技術基準・同解説 (社)日本道路協会 S54.1 立体横断基準 
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4.4.2 坂路工 

4.4.2.1 設置の目的 

坂路は，河川管理施設等の管理，河川利用等のために必要な場合に設置する堤防天

端から堤内又は堤外に接続するための通路である。 

【工作物基準 P.85】 

4.4.2.2 設置箇所及び間隔 

坂路工の設置箇所及び間隔は，消防坂路等の現地状況や地元の要望を考慮して設置

する。設置する場合は，以下の点に留意する。 

川表側の坂路は，河川の直線部や水裏部が望ましく，狭窄部や水衝部等治水上支障

となる箇所に設置してはならない。 

川裏側の坂路は，原則として，堤防が兼用道路であり公道間を結ぶ場合に協議の上，

設置する。 

【工作物基準 P.85】 

【要領（河川） 河 1-33】 
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4.4.2.3 設置の基準 

築堤方式の坂路は，河積を縮小しないように，河川定規断面外に設ける。その際，

堤防の弱体化を避けるため，堤防は川裏側に確保する。 

【工作物基準 P.86】 

【要領（河川） 河 1-33】 

図 4.4.2-1 築堤方式の坂路 

掘込河道の坂路は，河積を縮小しないように，河川定規断面外に設ける。その際，

管理用通路は，通行しやすいように切り込まずに確保する。 

図 4.4.2-2 掘込河道の坂路

川表側の坂路は，洪水時の乱流，流水のはい上がりによる溢水等治水上の悪影響の

原因となるため，逆坂路（上流側に向かって降りる構造）を原則として設けてはなら

ない。ただし，治水上の支障が生じない措置を講ずる場合はこの限りではない。 

【工作物基準 P.86】 

【要領（河川） 河 1-33】 

河川 定 規断面

河川 定規 断面外

管理 用通 路を確 保

流  向

堤防 定規断面

河川定 規断面

流 向

計画河床

2.0m以上 2.0m以上
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4.4.2.4 幅員 

坂路の幅員は，有効幅員 3.0m を標準とする。 

ただし，坂路の利用目的に応じて，通行車両幅や通行軌跡（転回の必要性）等を考

慮して決定する。 

【要領（河川） 河 1-33】 

消防車は，その地域の車両の調査を行い，設定する必要がある。 

幅員の決定について，参考として以下の事例を示す。 

（消防車の利用） 

消防車は，道路構造令に示される設計車両の「小型自動車等」に相当する。 

小型自動車等の幅は，2.0m であるため，駒止めまたはガードパイプ等の安全施設を

考慮して，3.0m の幅員で通行可能である。 

【道路構造令 P.165】 

（高齢者，障害者等の移動円滑化） 

道路構造令及び道路の移動等円滑化整備ガイドラインによると高齢者，障害者等の

歩行における必要幅は以下のように設定される。 

【道路構造令 P.169】 

【移動円滑化基準 P.42】 

ここで，車いす利用者のすれ違いを考慮して，2.0m と設定する。消防車と同様に，

駒止めまたはガードパイプ等の安全施設を考慮して，3.0m の幅員で通行可能である。 
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4.4.2.5 勾配 

利用目的を「河川管理用の坂路」と「親水性に配慮した施設等として設けられる坂

路（以下「親水性の坂路」）」に分類し，勾配を決定する。 

「河川管理用の坂路」は，10%を標準とする。 

「親水性の坂路」は，高齢者，障害者，車いす利用者に配慮した勾配として 5%以下

とし，やむ得ない場合でも 8%以下とする。また，延長が長くなる場合，高低差 75cm

を超える坂路にあっては，高さ 75cm 以内ごとに踏み幅 1.5m 以上の踊場を設ける。 

【工作物基準 P.86】 

【移動円滑化基準 P.128】 

【要領（河川） 河 1-33】 

【施設整備マニュアル P.110】 

4.4.2.6 舗装構成 

坂路の舗装構成は，平張コンクリートを原則とし，法部同様に外力評価に基づき決

定する。 

法部同様に外力評価に基づくために，単断面（低水護岸部）と複断面（低水護岸を

除く部分）についての舗装の考え方を以下に示す。 

本県の単断面（低水護岸部）は，1:0.5 の護岸によって整備される。法勾配が，1:1.0

より急である場合，「土圧による外力が流体力より大きいので，練積みの標準断面を使

用（低水護岸の外力評価と水理設計 基本資料（二次案改訂版）p59）」となり，控厚 35cm

のブロック等を使用することになる。よって，単断面の場合の坂路の舗装厚は，35cm

とする。また，路盤は，土質に応じて 15 又は 20cm とする。 

図 4.4.2-3 単断面の舗装構成

複断面（低水護岸を除く部分）の場合，法勾配および外力ランクに応じて決定され

る護岸厚と同等とする。 

平 張コンクリ ート（σ c k = 1 8 N / m m 2 ）  t = 3 5 c m

ク ラッシャー ラン（ C - 4 0 ）          t = 1 5 又は 2 0 c m

粘土および粘質土，砂および砂質土 20cm 

レキおよびレキ質土        15cm 

【要領（河川） 河 1-51】
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4.4.2.7 安全施設 

(１) 駒止め及び転落防止柵 

駒止め及び転落防止柵は，坂路の利用目的と法勾配を考慮して設置する。 

利用目的は，「河川管理用の坂路」と「親水性に配慮した施設等として設けら

れる坂路（以下「親水性の坂路」）」に分類する。 

「河川管理用の坂路」は，管理車両の逸脱防止のため，駒止めを設置する。 

「親水性の坂路」においては，法勾配が緩く（2割程度），比較的危険度が少な

いと考えられる場合に，駒止めとし，法勾配が急な場合に，転落防止柵を設置す

る。 

本県の場合，護岸の法勾配が1:0.5となる単断面が多く，転落が重大事故につな

がる恐れがあるため，基本的に転落防止用のパイプ式防護柵を設置する。設置す

る防護柵は，高さ1.10m（横さん形式）とする。 

【工作物基準 P.86,90,92】 

図 4.4.2-4 駒止めおよび転落防止柵の設置例

(２) その他の安全施設 

堤防天端が兼用道路等であり，視覚障害者誘導用ブロックが設置されている場

合は，視覚障害者等が誤って進入しないように，坂路の進入口に視覚障害者誘導

用ブロック（点状ブロック）や進入防止柵を設置し，注意を喚起する。 

天端工
40
0

転落防止柵(横さん形式）
H=1.10m

有効幅員400

40
0

有効幅員400

20
0

200

駒止め
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4.4.3 階段工 

4.4.3.1 設置の目的 

階段は，河川の管理及び水辺利用のため，堤防法面を安全に昇降するために設置さ

れる階段形状の工作物である。

【工作物基準 P.89】 

4.4.3.2 設置箇所 

階段は，河川の日常利用や河川管理上必要であるので，現地の状況や地元の要望を

考慮して設置する。

公園の附属施設等として設けられる階段は，堤内地及び堤外地へのアクセスに配慮

して設置する。 

【工作物基準 P.90】 
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4.4.3.3 設置の基準 

階段は，堤防のり勾配を考慮して，以下の方法のいずれかを設置する。

(１) 直交型階段 

堤防のり勾配が2割以上の緩やかな場合は，堤防に直角に設置し，川表側は，階

段の上面を堤防法面に合わせ，川裏側は階段を計画堤防外に設置することを基本

とする。 

また，川表側および川裏側は，流水の乱れや雨水などにより法面の洗掘が起き

ないように，護岸等の堤防補強を行う。 

直交型階段には，流水の乱れや流下物による河積阻害を防止するために，手摺

等の安全施設は設置しないことを原則とする。 

【工作物基準 P.89】 

【要領（河川） 河 1-28】 

図 4.4.3-1 直交型階段の設置例

川表側 川裏側 
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(２) 並行型階段 

掘込河道などのり勾配が急な場合は，河川に並行に設け，坂路同様に，河積を

縮小しないように，河川定規断面外に設ける。 

図 4.4.3-2 並行型階段の設置例

また，坂路同様に，下流側に降りる構造とする。ただし，治水上の支障が生じ

ない措置を講ずる場合はこの限りではない。 

流  向

計画河床

2 . 0 m

2
.
0
m
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4.4.3.4 幅員 

直交型および並行型階段の幅員（有効幅員）は，2.0mを標準とし，階段の利用目的

に応じて決定する。

【要領（河川） 河 1-28】 

図 4.4.3-3 階段の幅員
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4.4.3.5 けあげ高および踏み面 

直交型および並行型階段のけあげ高および踏み面は，階段の利用目的を考慮して決

定する。

そこで，利用目的を「河川管理用の階段」と「親水性に配慮した施設等として設け

られる階段（以下「親水性の階段」）」に分類する。

「河川管理用の階段」は，主に河川の管理を目的とし，河川管理者および施設管理

者の利便性を考慮して，けあげ高20cm，踏み面40cm（勾配1:2.0；50%）と標準とする。 

「親水性の階段」は，高齢者，障害者等（車いす利用者や松葉杖使用者等，階段を

利用困難な人を除く）の河川利用を考慮する必要があるので，けあげ高15cm，踏み面

30cm（勾配1:2.0；50%）を標準とする。また，階段の高さが3mを越える場合は，踊場

を設置する。その際，踊場の踏み幅は，1.2m以上とし，折れ階段等の場合は，当該幅

員以上とする。

二次製品の階段を使用する場合は，幅員，けあげ高，踏み面の基準を満たしている

ことを確認すること。

【要領（河川） 河 1-27】 

【移動円滑化基準 P.139】 

【施設整備マニュアル P.26,85】 

【立体横断基準 P.32】 
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4.4.3.6 安全施設 

(１) 手すり 

階段には，河川の安全な利用のため手すりを設置することが望ましい。その際，

治水上支障が生じないよう適切に配慮された構造とする。 

【構造令 P.153】 

【工作物基準 P.89】 

並行型階段には，転落防止用のパイプ式防護柵を設置する。設置する防護柵は，

高さ1.10m（横さん形式）を基本とする。 

直交型階段は，流水の乱れや流下物による河積阻害を防止するために，手摺等

の安全施設は設置しないことを原則とする。 

図 4.4.3-4 防護柵の設置例

(２) 視覚障害者誘導用ブロック 

堤防天端が兼用道路等であり，視覚障害者誘導用ブロックが設置されている場

合は，視覚障害者等が誤って進入しないように，階段の進入口に視覚障害者誘導

用ブロック（点状ブロック）や進入防止柵を設置し，注意を喚起する。 

【移動円滑化基準 P.143】 

天端工

40
0

転落防止柵(横さん形式）
H=1.10m

有効幅員400
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4.5 第 5 節 橋梁 

4.5.1 適用範囲 

橋とは，道路，鉄道，上・下水道及びガス管等が河川と交差する場所において，河川

を横過するために設けられる永久橋（木橋，潜水橋，桟橋，仮橋及び工作物の管理橋を

除く）で，河川区域内に橋脚や橋台を設けて，設置される工作物をいう。 

【構造令 P.285】 

【工作物基準 P.61】 

橋梁は，河川管理上，許可工作物として扱われることから，本設計基準書では，河川

管理上必要な内容のみを記載する。そのため，構造等の橋梁本体については，「土木工事

設計要領第Ⅲ編道路編」，「道路橋示方書（日本道路協会）」等を参照すること。 

4.5.2 協議 

河川の交差を橋梁で計画する場合，協議に必要な調査を十分行い，河川管理者と協議

する必要がある。 

(１) 事前に確認すべき事項 

① 河川現況（縦横断形状寸法，河床高さ，高水流量，高水位等） 

② 河川改修計画の有無 

③ 流下方向，計画断面寸法，河床高さ，計画高水流量，計画高水位，河床勾配，

管理用道路等 

④ 施工可能期間等の施工条件 

(２) 主な協議事項 

① 径間長 

② 橋台の位置及び底面高 

③ 河積阻害率 

④ 橋脚形状及びフーチング根入れ 

⑤ 仮設方法（締切工等）…「第 6編 施工編 第 3章 仮設工」を参照 

また，河川管理施設等構造令及び同施行規則に定めのない条件の場合は，文書確認等

慎重に協議する必要がある。 

【要領（道路） 道 2-18,21】 
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4.5.3 河川安全度（計画規模） 

橋梁計画時の県管理河川の河川安全度（計画規模）を，表 4.5.3に示す。 

また，河川安全度については，河川課と協議を行うこと。 

表 4.5.3 橋梁計画時の河川安全度（計画規模） 

 河川の計画状況 河川の計画規模 

河川改修事業等 

に伴い改築 
すべての場合 ※河川計画規模 

道路管理者等が 

単独で新設・改築 

基本方針・整備計画（工実・全計）がある場合 ※河川計画規模 

基本方針・整備計画（工実・全計）がない場合 
河川管理者と協議 

（1／10 以上） 

新幹線鉄道及び 

高速自動車国道等 
すべての場合 １／100 

※ 河川計画規模：河川整備基本方針，河川整備計画又は工事実施基本計画，全体計画 
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4.5.4 橋台・橋脚 

河川区域内に設ける橋台及び橋脚は，計画高水位（高潮区間にあっては，計画高潮位）

以下の水位の流水の作用に対して安全な構造とする。 

河川区域内に設ける橋台及び橋脚は，計画高水位以下の水位の洪水の流下を妨げず，

付近の河岸及び河川管理施設の構造に著しい支障を及ぼさず，並びに橋台又は橋脚に接

続する河床及び高水敷の洗掘の防止について適切に配慮された構造とする。 

【構造令 P.286】 

(１) 橋台 

① 橋台の前面の位置 

橋台の前面の位置は，川幅によって異なる。 

ア 川幅が 50m 未満 

橋台の前面が，「堤防法線」より前に出ることを禁止する。 

図 4.5.4-1 橋台前面の位置（川幅が 50m 未満） 

イ 川幅が 50m 以上 

橋台の前面が，「高水法線」より前に出ることを禁止する。 

図 4.5.4-2 橋台前面の位置（川幅が 50m 以上）

【構造令 P.289】 

【要領（道路） 道 2-21】 

H.W.L

高水法線

堤防断面

堤内地盤高

橋桁

高水敷

H.W.L

堤防法線

堤内地盤高

橋桁

高水敷
又は河床
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② 橋台の底面 

堤防に設ける橋台の底面は，堤防の地盤に定着させるものとする。 

【構造令 P.289】 

「堤防の地盤高」とは，図 4.5.4-3のように堤防の表のり尻と裏のり尻を結ぶ

線とみなしている。 

① 地盤が岩盤等であり，堤防地盤とが明確に区分できる場合 ② 堤防と地盤とが明確に区分できない場合 

図 4.5.4-3 堤防と地盤の区分

なお，掘込河道の場合においては，「堤防の地盤高」に相当するものとして 

図 4.5.4-4 に示すように計画流量に応じた堤防天端幅に相当する幅の地点と法

尻を結ぶ線とする。 

図 4.5.4-4 掘込河道の橋台底面の高さ

ただし，本県に広く分布している特殊土（シラス等）は，水に対する抵抗が極

めて弱く，河岸や河床の洗掘のおそれがある。 

高水敷又は河床
河岸

堤防

地盤 ( 岩盤等 )

高水敷又は河床

堤防

地盤

H.W.L

堤防天端幅に相当する幅

河床

堤内地盤 高水敷
高水敷 20m 以上の場合

高水敷 20m 未満の場合
計画河床又は現
況河床の低い方

高水敷幅

H.W.L

( )  高水敷幅 20m が目安
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そこで，地質調査結果に基づき，河岸や河床に特殊土（シラス等）が介在して

いる場合は，構造令 P294(5．その他 ③，④)に示される軟弱地盤同様に，橋台

の安定性を確保するため，橋台の底面を計画河床高又は最深河床高以下とする。 

なお，河岸や河床に特殊土地盤が介在する複断面河道で 20m 以上の高水敷幅を

有するものについては，｢図 4.5.4-3 堤防と地盤の区分」を適用し，それ以外に

ついては，単断面同様に，橋台の底面を計画河床高又は最深河床高以下とする。 

【構造令 P.291～294】 

図 4.5.4-5 特殊土地盤の場合の橋台底面の高さ

Ｈ .Ｗ . Ｌ

計 画河 床 高又 は最 深河 床 高

シ ラス 等 地盤 （河 岸や 河 床）

橋台の底面は計画河床高又は最深河床高以下とする。

【特殊土】 

「特殊土壌地帯災害防除及び振興臨時措置法（最終改正年月日：平成 19 年 3 月

31 日法律第 21号）」によると，特殊土壌は，①シラス，②ボラ，③コラ，④赤ホヤ，

⑤花崗岩風化土，⑥ヨナ，⑦富士マサを指している。 

その中で，本県に関する土壌は，①シラス，②ボラ，③コラ，④赤ホヤ，⑤花崗

岩風化土であり，いずれも，流水による侵食や流亡しやすい土壌であるため，この

地盤が介在する場合は，橋台の底面を計画河床高又は最深河床高以下とする。 
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③ 橋台の方向 

堤防に設ける橋台の表側の面は，堤防の法線に平行して設けるものとする。た

だし，堤防の構造に著しい支障を及ぼさないために必要な措置を講ずるときは，

この限りでない。 

【構造令 P.289】 

橋梁の方向は，河川と直角（洪水流の方向と直角）に設けるべきであるが，や

むを得ず斜橋になる場合でも斜角は原則として 60 度より大きいことが望ましい。

やむを得ず斜角が 60 度以下の斜橋となる場合は，原則として斜角は 45度以上と

し，食い込み角度は 20 度以下とするとともに，堤防への食い込み幅は，天端幅

の 1/3 以下（2m を超える場合は 2m）とする。 

図 4.5.4-6 堤防への食い込みに対する補強

【構造令 P.290】 

食い込み角度

(20 度以下 )

橋

河
川

食
い
込
み
幅

裏
腹
付

堤
防
法
線

1：
10 線

1：
10 線

1：
10

線
1：
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線

腹
付
範
囲

( 橋
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幅
以
上

)

(食
い
込
み
幅
以
上

)

H.W.L

橋桁

裏腹付
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(２) 橋脚 

① 橋脚の形状及び方向 

河道内に設ける橋脚（基礎部（底版を含む。）その他流水が作用する恐れがな

い部分を除く。）の水平断面は，できるだけ細長い楕円形その他これに類する形

状のものとし，かつ，その長径の方向は，洪水が流下する方向と同一とする。 

【構造令 P.295】 

【要領（道路） 道 2-22】 

河道内に設ける橋脚は，流水阻害が最小になるように，形状・方向等を決定す

る必要がある。 

橋脚の厚さを bとすれば， 

で表される。 

なお，柱形状が円形または小判形の場合で，河積阻害率に関する橋脚について

は，土木工事設計マニュアル（案）（平成 11 年 11 月）に示す 50cm 単位の寸法

は適用しなくてよい。ただし，10cm 単位とする。 

構造令に記載されている河積阻害率の基準を表 4.5.4に示す。 

表 4.5.4 河積阻害率の基準（目安） 

 一般の場合 やむを得ない場合 

一般の橋 5 ％ 6 ％ 

新幹線鉄道橋及び高速自動車国道橋 7 ％ 8 ％ 

)100(b
％

全川幅

Σ
河積阻害率 

※  全川幅とは流向に対して直角に測った計

画高水位と堤防のり面の交点間の距離 
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② 橋脚の根入れ 

橋脚の根入れは，図 4.5.4-7に示すとおりである。 

図 4.5.4-7 橋脚の根入れ

【要領（道路） 道 2-23】 

③ 橋脚の位置 

橋脚の位置は，径間長によっておおむね定まるものであるが，それが河岸又は

堤脚に近接した場合は，河岸又は堤脚が洗掘されやすい。したがって，橋脚の位

置を決定するときは，径間長の規程を満足することはもちろんのこと，次の点に

留意する必要がある。 

ア 橋脚の位置は，原則として，河岸又は堤防ののり先及び低水路の河岸のの

り肩からそれぞれ 10m（計画高水流量が 500m3/s 未満の河川にあっては 5m）

以上離すこととする。 

イ やむを得ず河岸又は堤防ののり先又は低水路の河岸ののり肩付近に設置せ

ざるを得ない場合は，必要に応じ，護岸をより強固なものとするとともに，

護床工又は高水敷保護工を設けるものとする。 

【構造令 P.302】 

○ 計画高水流量 500m3/s 以上 L=10m 以上確保 

○ 計画高水流量 500m3/s 未満 L=5m 以上確保 

図 4.5.4-8 橋脚の位置

H.W.L

高水敷 高水敷低水路部

20ｍ外 20ｍ外≧20ｍ ≧20ｍ

根入れ 1m 以上 根入れ 1m 以上根入れ 2m 以上

H.W.L

橋脚を離す距離：Ｌ
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4.5.5 径間長 

径間長とは，洪水が流下する方向と直角の方向に河川を横断する垂直な平面に投影し

た場合における隣り合う河道内の橋脚の中心間の距離をいう。 

本県が管理する河川を横断する橋梁は，次の式によって得られる値（基準径間長）以

上とする。 

(１) 基準径間長 

L = 20 ＋ 0.005 Q 

L：径間長（m） 

Q：計画高水流量（m3／s） 

(２) 近接橋の特例 

橋では，上下流の橋の橋脚間の距離が当該河川の川幅以上，又は200m以上離れ

ている場合には，橋脚の位置関係に関する制限は必要ないと考えられているので，

これを参考とする。 

【工作物基準 P.61】 

河道内に橋脚が設けられている橋，堰その他の河川を横断して設けられている

施設（以下「既設の橋等」）に接近して設ける橋の径間長は，4.5.5 径間長(1)，

(2）【構造令p.303】で規定されるほか以下の場合に応じ，近接橋の橋脚を設ける

こととした場合における径間長の値とする。ただし，既設の橋等の改築又は撤去

が5年以内に行われることが予定されている場合はこの限りでない。 

① 既設の橋脚等と近接橋との距離上における既設の橋等の橋脚，堰柱等が基準径

間長未満である場合においては，近接橋の橋脚を既設の橋脚等の見通し線上に設

けること。 

② 既設の橋等と近接橋との距離が基準径間長以上であって，かつ，川幅（200 メ

ートルを超えることとなる場合は，200 メートル）以内である場合においては，

近接橋の橋脚を既設の橋脚等の見通し線上又は既設の橋脚等の径間の中央の見

通し線上に設けること。 

【構造令 P.304】 

図 4.5.5 5 年以内に既設橋の改築又は撤去が予定されている場合 

の近接橋の橋脚の位置の例

令 第 39 条第 1 項の第 3 欄の値以上

既設橋

新設橋

基
準
径
間
長
内
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4.5.6 桁下高等 

橋の桁下高は，計画高水流量に応じ，計画高水位に表 4.5.6に掲げる値を加えた値以

上とする。 

表 4.5.6 桁下高 

項 
計画高水流量 

(m3/s) 

計画高水位に加える値 

(m) 

１ 200 未満 0.6 

２ 200 以上    500 未満 0.8 

３ 500 以上   2,000 未満 1.0 

４ 2,000 以上   5,000 未満 1.2 

５  5,000 以上    10,000 未満 1.5 

６  10,000 以上 2.0 

【構造令 P.115】 

【要領（道路） 道 2-22】 

また，設計計画において，①計画堤防高，②現況堤防高，③既設橋梁桁下高，④被災

水位（被災橋梁の場合）を整理し，桁下高を検討すること。 

なお，背水区間にあっては，本川の背水位（計画高水位）又は自己流水位に支川の余

裕高を加えた高さ以上にする特例がある。 

背水区間においては，本川計画堤防高，本川計画高水位，自己流水位による支川計画

堤防高を整理し，検討すること。 

図 4.5.6 背水区間における橋の桁下高および橋面高等の解説

【構造令 P.316】 

電力や通信，水道，ガス等の添加物は，洪水疎通障害を防止するため，桁下高以上の

主桁間または下流側に設置する。 

橋面又は地覆の高さは堤防天端高以上とする

計画堤防高

本川計画高水位

本川余裕高

支川余裕高

支川計画高水位

背水計算によって

求められる水位
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4.5.7 護岸等 

橋を設ける場合において，これに接続する河床又は高水敷の洗掘を防止するため必要

がある場合は，適当な護床工又は高水敷保護工を設けるものとする。また，流水の変化

に伴う河岸又は堤防の洗掘を防止するため，護岸を設けるものとする。 

【構造令 P.318】 

なお，護岸構造については，画一的にコンクリートブロック張りとすることなく，周

囲の状況を十分勘案の上，緑化等環境保全や景観的配慮を加える必要がある。 

護岸構造については，本設計基準書「第 4編 設計編 第 3章 第 3節 護岸」を参照す

ること。 

【要領（道路） 道 2-21】 

また，橋の設置に伴い必要となる護岸長は，図 4.5.7-1のとおりである。 

図 4.5.7-1 橋の設置に伴い必要となる護岸長 

橋の設置に伴い必要となる堤防護岸の高さは，図 4.5.7-2のとおりである。 

図 4.5.7-2 橋の設置に伴い必要となる堤防護岸の高さ

L：基準径間長 
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橋による日照阻害により河岸若しくは堤防の芝の生育に支障を及ぼすおそれがあると

き，又は橋からの雨滴等の落下に対し，河岸若しくは堤防を保護する必要があるときは，

図 4.5.7-3の範囲を保護する。 

 図 4.5.7-3 橋の下の河岸又は堤防を保護する範囲
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4.5.8 管理用通路の構造の保全 

橋（取付部を含む）は，管理用通路の構造に支障を及ぼさない構造とする。 

【構造令 P.323】 

構造令では，平面交差のための堤防上の取付部を「取付通路」としている。その取付

通路の構造を以下に示す。 

(１) 取付通路の幅員は，原則として堤防天端幅以上とすること。 

(２) 取付通路の幅員は，原則としてのり勾配を堤防ののり勾配以下として確保する

ものとするが，土地利用の状況等により，特にやむを得ないと認められる場合に

は，土留擁壁を設けることができるものであること。 

図 4.5.8-1 堤防の補強（裏腹付け）

(３) 橋（取付部を含む）から堤防への取付は，河川管理用車両等の交通の安全を考

慮し，原則として，橋の幅員の両端から 4m程度のレベル区間を設け，当該地点よ

りおおむね 6%以下の勾配で取り付けるものとする。 

図 4.5.8-2 取付通路の構造 

4ｍ 4ｍ

Level

6％
以下

Level
6％以下

計画堤防高
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4.5.9 河口部における河川に影響のある範囲 

河口部における港湾，漁港，埋立事業が河川に影響を及ぼす区域について，具体的協

議がある場合は，すみやかに河川課と協議を行うこと。 

河口部における河川影響区域は以下のとおりである。 

図 4.5.9 河口部における河川影響区域

影響区域における技術的評価事項（ハッチ部分） 

(１) 洪水流況への評価 

計画規模1/30年以上(短時間降雨式)で流量を求め，不等流計算(出発水位は朔望

平均満潮位)を行い，上流の影響区間(既設堤防区間)について計画高水位以下(計

画高水位がない区間は堤防高から余裕高を引いた高さ以下)となること。 

(２) 河床変動への評価 

河口部の河床は，上流からの流下土砂と海浜部の波によるバランスにより形成

されている。また，季節的変動も大きいので，現況河床が埋立や施設の設置に伴

いどのように変化するかシュミレーションを含めて定性的に検討を行い，現況河

床が上昇したり，河積の減少が生じないように対策を講じる。 

20B

10B

21
B

1
0
B

1
0
B

海岸線

海
岸
線

11 度

11 度

河川に与える影響が大きい
ため認められない区域

技術的評価を行い
河川への影響に対
し対策を行うこと
により認める区域

検討を要しない
区域
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(３) 波浪の進入 

河口は一般的にゆるやかに拡大して河口部を形成しているため波浪の進入を受

けやすい。このため堤防高は過去の実績に基づき設定しているが，埋立等に伴い

河口部に粗度の小さいコンクリート等で施設を設置すると，波の減衰が少なくな

り進入波高は高くなり越波することが生じるので，従前と同程度の進入波高とす

るよう消波工や突堤工を設け波高の低減を図る。 

(４) 高潮の進入 

入江や湾では高潮が生じやすい。これと同様に河口部の先端を埋立てると同様

な現象を生じやすくなる。 

このため，埋立計画では形状に配慮すると共に，消波，突堤などの高潮対策を

行う。さらに，既往の高潮高に配慮して施設計画を行い，既設堤防への影響を検

討する。 

(５) 津波の進入 

入江や湾では，津波による侵入波の増幅現象が生じる。埋立等により津波の被

害が生じないよう施設形状や高さを設定すると共に，既設堤防への影響を検討す

る。 
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4.5.10 旧橋撤去 

旧橋撤去は，「本編 第５章 設計審査・技術審査」および「橋梁撤去技術マニュアル〔第

3回改訂版〕：北陸橋梁撤去技術委員会（以下撤去マニュアル）」を参考にする。 

(１) 橋梁撤去の基本フロー 

橋梁撤去の基本フローは以下のとおりである。 

図 4.5.10-1 橋梁撤去の基本フロー

【撤去マニュアル P.4】 

このうち，特に重要である「施工条件，仮設条件確認・把握」「撤去範囲及び

復旧方法の検討」「関係機関と事前協議」について記載する。（フロー中破線囲

み） 
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(２) 施工条件，仮設条件の確認・把握 

① 河川管理条件の確認・把握 

解体工法又は撤去範囲などの決定，仮設計画（仮締切・仮桟橋などの河積阻害・

高さなど）を立案するために必要な非出水期・計画（最深）河床高，根固め工の

有無などを確認する。 

② 漁業権の把握 

漁獲期などに瀬替え又は流水内において作業を行う場合は，漁業補償が必要と

なる場合があるので，流水内に仮設を行う計画をする場合は，漁期・漁業権など

について把握する。 

③ 自然環境・生活環境の把握 

動植物の貴重種などの存在を把握し，撤去工法，移植方法，施工時期などに配

慮する。また，撤去工事に伴う騒音・振動の発生は，生活環境を損なうおそれが

あるので，現地状況を把握し，適切な工法・機種を選定する。 

【撤去マニュアル P.5】 

(３) 撤去範囲及び復旧方法の検討 

① 上部工の撤去範囲 

上部工は，すべて撤去するものとする。 

【撤去マニュアル P.7】 
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② 下部工及び基礎工の撤去範囲 

原則としてすべて撤去するものとするが，河川管理者との協議により決定する。 

ア 堤体内にある下部工 

河川関係の規定では，堤体に躯体を残さないとなっており，基礎杭を含め

た堤体内の構造体をすべて撤去する必要がある。 

フーチングなどは，図 4.5.10-2に示す点線以下であっても撤去が原則であ

るので河川管理者と協議のうえ，撤去範囲を決定する。（図 4.5.4-3 堤防と地

盤の区分 参照）

図 4.5.10-2 堤体内の撤去範囲

【撤去マニュアル P.48】 

イ 流水内にある下部工 

河川関係の規定に基づき必要な部分を撤去しなければならない。フーチン

グ部分まではすべて撤去することが原則であり，河川管理者と協議のうえ撤

去範囲を決定すること。 

撤去事例は，低水路内は計画河床又は最深河床のいずれか低い方から－2m

まで，高水敷は高水敷高から－1mまでが多い。 

図 4.5.10-3 流水部の撤去範囲

【撤去マニュアル P.49】 

… 撤去範囲 

… 撤去範囲 
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ウ 掘込河道にある下部工 

掘込河道の橋台は，斜面の崩落防止のため支障がなければ撤去しない事例

もあるので，河川管理者と協議のうえ，撤去範囲を決定する。 

③ 河川橋梁の築堤・護岸の復旧 

橋台等の撤去後の築堤・護岸の復旧方法（護岸構造・範囲など）は，周辺築堤・

護岸形式を参考に原形復旧を基本とするが，河川管理者との協議により決定する。 

④ 施工計画の留意点 

河川区域内にある橋梁撤去における施工計画の留意点を整理する。 

ア 流水部又は低水路にある下部工の撤去時期 

下部工の解体撤去は，安全性などから非出水期に施工するのが望ましい。

なお，河積を阻害する仮設（仮桟橋，仮締切など）を行う必要がある場合は，

施工時対象流量（水位）・阻害率などについて河川管理者と協議して決定する。 

イ 既設護岸及び根固めブロックの確認 

護岸が設置されている場合は，下部工の撤去範囲及び仮締切の必要性など

を確認して必要最小限の取壊しを原則とし，護岸の復旧方法を検討する。 

根固めブロックは，移設又は仮置きが可能であるか，また，移設後の河床

低下及び隣接橋梁がある場合の影響の検討を行う。 

ウ 仮桟橋・仮締切必要箇所の選定 

河川条件，施工時期，撤去する下部工の深さ，地質などを考慮して仮桟橋・

仮締切の検討を行う。 

エ 周辺環境対策 

コンクリート破砕時の騒音・振動・粉塵や流水の汚濁に対して環境対策の

検討を行い，必要に応じて対策を講じる。 

【撤去マニュアル P.49】 

(４) 関係機関との事前協議 

関係機関（管理者）との協議は，撤去する橋梁管理者が行うものであり，工法

協議が主体となる。 

【撤去マニュアル P.8】 

主な協議内容は以下のとおりである。 

① 撤去範囲 

② 撤去時期 

③ 撤去方法（仮設を含む） 

④ 護岸等の復旧方法 
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【河川事業設計基準書】 

（第５編 多自然川づくり編） 

第１章 総 説 

第２章 川を把握する（調査） 

第３章 河道・環境特性の整理と課題の抽出 

第４章 目標・基本方針の設定 

第５章 平面・縦断・横断計画 

第６章 河岸・水際部の計画・設計 

第７章 設定内容の妥当性の確認 

第８章 実施状況調査とモニタリング 
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【河川事業設計基準書】 

（第６編 施工編） 

第１章 総 説 

第２章 施 工 

第３章 仮設工 
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1. 第１章 総説 

1.1 基本的事項 

河川工事は，以下の基本事項に留意して実施する。 

【河川工事の基本事項】 

① 上下流の治水安全度（治水上のバランス）を考慮した工事計画 

② 出水期工事の原則禁止と工事中の現況流下能力の確保 

③ 関係機関との協議・調整 

④ 河川環境の保全 

1.2 河川工事の進め方 

1.2.1 上下流の治水安全度を考慮した工事計画 

(１) 工事計画の基本的な考え方 

河川改修工事を行う場合は，全体計画等で現況流下能力を確認するとともに，

河道のネック箇所（流下能力不足区間）を把握し，全川的な治水安全度を考慮し

た工事計画とする。 

河川改修工事は，下流から上流へ向かって実施することが基本である。 

図 1.2-1 流下能力図 
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(２) 工事の優先順位 

一連区間における上下流の治水上のバランスを考慮し，流下能力の低い箇所か

ら優先的・段階的に工事を行うことが重要である。 

以下に，流下能力図の例から一連区間Ａ（   ）をもとに段階施工の手順を

示す。 

            施工順：上流①(流下能力不足：下流見合い) 

→下流②(上流見合い) →上流③(下流見合い) 

→下流④(上流見合い) →上流⑤(下流見合い) 

→下流⑥(上流見合い) →上流⑦(一連区間の最終区間) 

図 1.2-2 段階施工の手順 

        【一連区間の設定で考慮する事項】 

           ① 人口や資産の集中する市街地 

           ② 治水上の狭窄部 

           ③ 支川の合流部 

           ④ 山付き部 

           ⑤ 橋梁地点など 
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1.2.2 河川工事の留意点 

(１) 出水期の取り扱い 

以下のとおりとする。 

① 梅雨期・台風時の河道内工事は禁止する。 

② ただし，台風の進路・時期が予期できる場合はこの限りではない。 

※ 災害復旧等の緊急を要する工事は除く。

(２) 工事中の現況流下能力の確保 

以下の点に留意する。 

① 現況断面を著しく狭くしない。 

(３) その他の安全対策 

必要に応じて以下の安全対策を講じる。 

① 工事期間中の気象情報を十分に把握する。 

② 必要に応じ雨量計や水位計を設置する。 

③ 水防活動が迅速に行えるよう配慮する。 

1.2.3 関係機関との協議・調整 

工事に当たっては，水利権者，漁業権者，占用工作物管理者等の関係者と事前の十分

な協議・調整を行う。 

1.2.4 河川環境の保全 

工事に当たっては，施工時期・施工方法，必要に応じて水質汚濁防止を検討する等，

水生生物の生態系保全に十分に配慮する。 

1.2.5 事前調査 

河川工事では，騒音・振動・家屋損傷等の通常の事業損失の他に，河川の水質，周辺

井戸の深さ・水位・水質の損失がある。 

また，漁業補償に関連するもの等については，必要に応じ関係者と協議・調整を行う。 
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1.3 参考図書等の表記 

本編で引用する図書等の名称については，下表の「略称」表示で表記するものとする。 

表 1.3 参考図書等の表記一覧 

 基準・指針名 発行先 制定・改定 略称 

１ 解説・河川管理施設等構造令 (社)日本河川協会 H12.1 構造令 

２ 
土木工事設計要領 

第Ⅰ編 共通編 

国土交通省 

九州地方整備局 
H23.7  要領(共通) 

３ 
土木工事設計要領 

第Ⅱ編 河川編 

国土交通省 

九州地方整備局 
H23.11 要領(河川) 

４ 許可工作物技術審査の手引き 国土交通省 H23.5 技術審査の手引き 

５ 河川土工マニュアル 
(財)国土開発技術 

研究センター 
H21.4 土工マニュアル 

６ 
中小河川に関する河道計画の技術基準；解説 

多自然川づくりポイントブックⅢ 
(公社)日本河川協会 H23.10 ポイントブックⅢ 

７ 
土木工事仮設計画 

ガイドブック(Ⅰ) 
(社)全日本建設技術協会 H23.3 仮設ガイドブック(Ⅰ) 

８ 
土木工事仮設計画 

ガイドブック(Ⅱ) 
(社)全日本建設技術協会 H23.3 仮設ガイドブック(Ⅱ) 

９ 災害手帳 (社)全日本建設技術協会 H23.5 災害手帳 

10 
赤土等流出防止の進め方 

(防止対策方針・実施要領集) 
鹿児島県大島支庁 H22.3 赤土流出防止指針 
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2. 第２章 施工 

2.1 掘削工 

2.1.1 施工計画 

(１) 河床掘削は，原則として下流から上流に向かって行う。 

図 2.1-1 一般的な掘削例 

上流から掘削すると，流水が掘削面に当って流向を変え，乱流を 

起こして部分的に深掘れが生じたり，水衝部となった部分の河岸 

や堤防に洗掘等の影響を及ぼすばかりでなく，掘削箇所の土砂を 

も洗掘することとなる。      【土工マニュアル P.218】 

図 2.1-2 好ましくない掘削例 
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(２) 暫定断面で掘削する場合は，下流見合いの河積を確保するよう掘削する。 

(３) 水切りのため一時的に河道内に仮置きした掘削土砂は，速やかに搬出する。 

2.1.2 施工上の留意点 

(１) 掘削に当たっては，水生生物の生息環境である澪筋や淵を埋めることなく，ま 

た河床全体の平坦化を避け，できるだけ河床礫を残すことに留意する。 

【ポイントブックⅢ  P.39,54】 

          【要領（河川） 河 1-38】 

(２) 掘削により発生する巨石は，護岸の「寄せ石」や河道内の「置き石」等に積極 

的に利用する。 
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2.2 築堤工 

2.2.1 築堤材 

河川堤防の築堤材には，以下の特性を有するものを用いる。 

① 高い密度を与える粒度分布であり，かつせん断強度が大で，すべてに対す 

る安定性があること。 

② できるだけ不透水性であること。 

③ 圧縮変形や膨張性がないものであること。 

④ 施工性がよく，特に締固めが容易であること。 

⑤ 有害な有機物および水に溶解する成分を含まないこと。 

【土工マニュアル P.63】 

     上記の特性を満足する土として，以下のような材料が望ましい。 

① 粒度分布のよい土：これは締固めが十分行われるためにいろいろな粒径が 

含まれているのがよいためであるが，粗粒分は粒子のかみ合わせにより強度 

を発揮させるのに効果があり，細粒分は透水係数を小さくするのに必要であ 

るから，これらが適当に配合されていることが堤体材料としては好都合であ 

る。 

② 最大寸法は 10～15cm 以下：施工時のまき出し厚の制限から決まるもので 

あるが，礫径の最大寸法があまりにも大きくなると，締固めの効果が十分に 

発揮されないことも生ずるので注意が必要である。 

③ 細粒分（0.075mm 以下の粒子）が土質材料（75mm 以下の粒子）の 15％ 

以上：不透水性を確保するための条件で，堤体漏水の多くはこの条件をはず 

れた材料の堤防にみられることが報告されている。 

④ シルト分のあまり多くない土：降雨による浸食，浸透水によるのり面崩壊 

は水をある程度通しやすく，含水比の増加によりせん断抵抗の低下する土に 

起こった例が多いが，そのような状態になるのはシルト分の影響が大きいと 

考えられる。 

⑤ 細粒分（0.075mm 以下の粒子）のあまり多くない土：細粒分が 50％以上の 

ものは乾燥時にクラックの入る危険性があるので細粒分が 50％以下のものが 

望ましい。 

以上のような点から考えると，望ましい材料は，表 2.2の土質分類名で言えば， 

{GF}，{SF}，{M}，{C}に相当するものと考えられる。 

     【土工マニュアル P.66】 
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表 2.2 日本統一土質分類の定義と工学的分類体系 

【土工マニュアル P.65】 
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2.2.2 施工計画 

(１) 上流側から施工することを基本とする。 

図 2.2-1 築堤工説明図 

(２) 締固め・転圧は，堤防法線に平行とする。 

(３) 旧堤については，新堤工事竣工後３年間は原則として除去できない。 

① 堤防のり面の植生の生育状況，堤防本体の締固めの状況(自然転圧)等を考 

慮して，新堤工事竣工後３年間は，旧堤除去を行ってはならない。 

② 特別な事情で，３年以内に旧堤除去を行う場合は，新堤防の表のりを H.W.L. 

までコンクリートブロック張等で覆う必要がある。 

               ③ 旧堤掘削に当たっては，新規築堤箇所への利用等を考慮した施工計画により 

         実施するものとする。 

   【要領（河川） 河 1-39】 
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2.2.3 施工上の留意点 

(１) シラスの取り扱い 

① シラスは水が浸透しやすく侵食されやすいため築堤土には適さないが，本県の 

場合，山土の賦存量が少ないため，やむを得ずこれを用いることがある。 

② その場合，堤体の中詰土として，以下の粒度分布範囲の使用を標準とする。 

【要領（共通） 共-参-15】 

図 2.2-2 堤体(中詰土)材料の粒度範囲 

③ 土羽および天端は，シラス以外の良質土を用い，厚さは 30cm 以上とする。 

【要領（共通）共-参-17～18】 

④ 土羽および天端の良質土とは「粘性土」であり「マサ土」ではなく，また粘性 

土といえども典型的な粘土や有機質土であってはならない。 

  図 2.2-3 シラスを用いた場合の堤防断面 

粒 径(mm) 

重
量
通
過
百
分
率
（
％
）
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(２) 築堤時の留意点 

① 締固め度は 85％以上とする。 

【要領（河川） 河 1-21】 

② 土羽部分は，余盛り締めした部分(最小 30cm)を平バケット装着のバックホウ 

等ですき取り，すき取り面を平バケットの背で平坦に仕上げる。 

【要領（河川） 河 1-22】 

図 2.2-4 堤防断面拡大要領図 

(３) 降雨時の留意点 

① 当該日の施工範囲を覆う分のシートを用意しておく。 

② 極端に降雨浸潤した土は，完全に撤去する。 
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2.3 護岸工 

2.3.1 施工計画 

(１) 河道拡幅による掘削，護岸改築等は，以下の施工手順とする。 

【 河道拡幅が小規模である場合 】 

        ① 河道拡幅 → ② 護岸新設 → （ ③ 必要に応じて対岸護岸改築 ） 

【 河道拡幅が比較的大きい場合 】 

        ① 護岸新設 → ② 河道拡幅 → （ ③ 必要に応じて対岸護岸改築 ） 

図 2.3-1 河道拡幅に伴う護岸工施工手順 

(２) 護岸が高い場合の横帯工（小口止工）は，護岸の立ち上がりに応じてコンクリ 

ート打設を行う。 
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2.3.2 施工上の留意点 

(１) 基礎工床掘りは，目地間隔や排水釜場延長を勘案した施工長とするが，背後地 

の地下水が高い場合，護岸が不安定化する可能性があるため注意が必要である。 

(２) 新旧護岸の取り合いは，折れ点を設けず(羊羹切りせず)摺り付け区間を設置し， 

渦の発生や局所洗掘を防止する。 

(３) 縦断的には上下流の高い方の堤防高へ摺り付けることを原則とする。 

図 2.3-2 新旧護岸摺り付け模式図 
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2.4 河川構造物 

本項では，樋門工，橋梁下部工等の堤防開削を伴う河川構造物について記述する。 

これらの河川構造物の施工時の着目点は以下である。 

              (１) 適切な仮設工法の選定 

              (２) 堤防開削勾配と開削面の安定 

              (３) 掘削底面の状況 

              (４) 埋戻し土の締固め 

2.4.1 施工計画 

(１) 仮締切工法は，工事時期，工事規模，期間中の河川水位等を勘案して決定する。 

(２) 堤防開削勾配は 1：1.0 を標準とする。 

(３) 河川構造物の一般的な施工手順は以下のとおりである。 

※ 基礎杭は④掘削・床掘工より先行する場合がある。

2.4.2 施工上の留意点 

(１) 共通事項 

① 工事中の降雨，地下水，湧水等による掘削面のすべりや侵食に注意を払い，必 

要に応じて釜場排水，シートや吹付け工等による法面対策を講じる。 

② 地質調査結果との照合を行い，以下の内容で掘削面をよく観察する。 

   ア 地耐力や不同沈下に関する基礎地盤の固さ 

  イ 地盤改良の要不要に関する軟弱部分の有無 

    ウ 浸透路長解析に関する基礎構成材料の種別 

③ 浸透水によるパイピングを防止するため，構造物周辺の埋戻し土は，施工幅に 

より締固め機械を選定して入念な施工に心掛ける。 

④ その際は，偏圧が作用しないよう注意して施工する。 

⑤ 堤体内の河川構造物（樋門等）の基礎には砕石を敷き均してはならない。 

①  準備工     ： 施工計画，資機材の調達，調査・測量等の準備 

②  仮設工     ： 仮設道路工，仮締切工，仮排水工，汚濁防止工等の設置 

③  取壊・撤去工  ： 施工範囲の既設構造物，付帯構造物等の撤去 

④  掘削・床掘工  ： 本体(躯体)工の施工範囲の掘削および床掘 

⑤  基礎工     ： 樋門工（固化処理・置換等），橋梁下部工(基礎杭等)の設置 

⑥  本体工     ： 本体(躯体)工の型枠設置，鉄筋組立，ｺﾝｸﾘｰﾄ打設・養生 

⑦ 取壊・撤去工  ：計画断面までの埋戻・盛土 

⑧ 付帯工     ： 取付護岸工，法面保護工の施工 

⑨  仮設工撤去工  ： 仮設道路工，仮締切工，仮排水工，汚濁防止工等の撤去 

⑩  後片付け工    ： 施工完了後の残材の整理，工事区間の清掃等の後片付け 

※
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(２) 基礎工（樋門工）

① 基礎処理を行う場合は，遮水矢板に近接する部分の固化処理や置換土の締固め

の施工性向上と品質確保に留意し，遮水矢板工より基礎処理を先行して施工する

ことを原則とする（図 2.4 参照）。 

                 【固化処理工の品質管理手順（例）】 

ア  地盤改良の目標強度（現場目標強度，室内目標強度）の設定 

             室内目標強度は，現場／室内強度の比を３倍とする。 

イ  室内配合試験（一軸圧縮試験等） 

                   ウ  配合決定後に現場攪拌 

                   エ  現場配合試験（一軸圧縮試験等） 

                   オ  目標強度確認 

② 固化処理工の場合の遮水矢板工は，改良後しばらくしての施工であれば打設は

容易であり，遮水矢板と改良土の接触面が密実となって，浸透路長に関する問題

はない。 

図 2.4 遮水矢板後行施工説明図 
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3. 第３章 仮設工 

3.1 総則 

仮設工は，最も合理的な工法やルートの選定を行うとともに，必要に応じて構造・安定 

計算を実施し，安全性・経済性を評価する。 

3.1.1 仮設工の考え方 

   基本的な考え方として，構造令第 73条に以下のように示されている。 

工事中の仮設物の構造については，本条第３号の規定により，構造令の適用除外と

されているが，仮設物といえども一定期間内は河川に設置されるわけであり，特に出

水期にまたがって設けられる場合において，その構造が適当でないために思わぬ事故

を引き起こしている例も見受けられる。

一般に，工事の計画をたてるときに仮設物に対する配慮を軽んじる向きがあるが，

工事期間中に大洪水が生起する可能性は多分にあり，仮設物の構造についても治水上

十分な配慮を払わなければならない。

【構造令 P.349】 

3.1.2 指定仮設と任意仮設 

仮設計画に関する留意事項は次である。 

      (１) 指定仮設であるか任意仮設であるかを明確にしておく必要がある。 

(２) 任意仮設である場合の仮設計画は，参考（図）として取り扱う。 

【指定仮設とする要件：国土交通省】 

① 公共工事の仮設備は，工事請負契約約款の原則からすれば，受注者の責任において 

施工する「任意仮設」が基本であると考えられているが，工事中における公衆災害の 

防止および施工に伴う重大な労働災害の防止についても特に留意する必要がある。 

② このため工事の発注に当たって，発注者が特に必要と判断したものは，契約条件と 

して仮設工の規模，構造等について，あらかじめ発注者が指定し「指定仮設」とする 

場合がある。 

       ③ 国土交通省では工事の安全対策の指針である「公共工事の発注における工事安全対 

策要綱：建設省技調発第 165 号 平成 4年 7月 1日 P.3）」で指定仮設とする要件を示 

している。 

        即ち，工事の発注に当たって「次に示すような場合の施工条件の仮設工については， 

設計図書をもって指定仮設とする」と明記されている。 

       イ．河川堤防と同等の機能を有する仮締切の場合 

       ロ．仮設構造物を一般交通に供用する場合 

       ハ．特許工法または特殊工法を採用する場合 

       ニ．関係公署等との協議により制約条件のある場合 

       ホ．その他，第三者に特に配慮する必要がある場合 

【仮設ガイドブック(Ⅰ)  P.X 】 
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3.1.3 仮設工の種類と目的 

仮設工には，仮設道路，仮橋，仮締切，水替，汚濁防止工等がある。 

仮設道路 ・・・ 工事のために仮に設置する道路 

仮  橋 ・・・ 河川を横断して架設する工事用の橋および迂回路のための一般供 

用仮橋 

仮 締 切 ・・・ 仮締切堤（築堤河川）：鋼矢板二重締切堤および土堤による仮堤防 

仮締切工（掘込河川）：土堤，矢板式および矢板＋土堤式仮締切 

水  替 ・・・ 排水釜場および排水ポンプ等 

汚濁防止工 ・・ 汚濁水処理のための沈砂池，汚濁防止フェンス等 



6.3-3 

3.2 仮設道路工 

3.2.1 幅員構成 

仮設道路幅員は，車道 3ｍ，路肩 0.5ｍ×2＝1ｍ，総幅員 4ｍを標準とする。 

※ 田圃を借地して設置する際，図のようにブルーシートを敷設する場合がある。

          また，田圃の表土(耕作土)を剥いで仮置きし，工事後に戻す場合もある。 

【災害手帳 P.137】 

図 3.2 標準断面図 

3.2.2 計画・施工上の留意点 

堤防天端より河川内に坂路を設置する場合の留意点は，以下のとおりである。 

         (１) 下流に向かって計画する。 

         (２) 河積を極力阻害しない箇所を選定して計画する。 

         (３) 堤防天端，法面を切り込まないよう，また損傷しないよう注意する。 
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3.3 仮橋工 

3.3.1 仮橋の種類 

仮橋は，河川区域内で工事を施工するために直接必要なものと，橋の改築の際に道路

交通を迂回させるために必要なものに分けられる。 

                      【構造令 P.349】 

工事用仮橋 ・・・・・・・ 工事用車輛や建設機械等の作業に供する工事専用の 

仮橋および締切内の作業台 

迂回路のための仮橋 ・・・ 一般車輛，歩行者の通行および工事用車輛の通行に 

供するもの 

                               【要領（共通） 共 2-66】 

3.3.2 工事用仮橋工（仮桟橋工） 

     工事用仮橋は，以下の構造令「第 73条 2. 仮設物の構造基準」に準ずる。 

工事用仮橋については，その性格上低水路部分に潜水橋として架設されるものが 

多く，また，一般に小スパンにならざるを得ないので，治水上ある程度支障となる 

ことは避けられない。 

従って，工事用仮橋は，原則として，出水期間中は撤去しなければならないもの 

である。 

やむを得ず撤去できない場合で，かつ，次に述べる迂回路のための仮橋に準ずる 

構造のものにもできない場合には，河道内のごく一部分のみの架設にとどめるとと 

もに，出水によって流失することのないよう措置するなど治水上の配慮を十分行わ 

なければならない。 

この場合において，出水期に撤去する場合を除き当該工事用仮橋の部分は，無効 

河積として治水上の影響を検討しなければならないものである。 

【構造令 P.349】 
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3.3.3 迂回路のための仮橋工 

(１) 径間長 

以下の構造令に準拠する。 

       ① 径間長 ： ・構造令第 39条(可動堰の可動部の径間長の特例)第１項の表の 

第３欄に掲げる値以上とする。 

                    計画高水流量( /s)      径 間 長 

500 未満    12.5ｍ以上 

500 以上  2,000 未満      12.5ｍ以上 

2,000 以上  4,000 未満   15.0ｍ以上 

4,000 以上   20.0ｍ以上 

              ・但し，表の第３欄は「現況流況」に対応させることができる。 

・現況流況とは，当該地点の現況堤防高での流量とする。 

・仮橋が規則第 29条(近接橋の特則）第１項第１号に規定する 

近接橋となる場合，当該仮橋の橋脚と既設の橋脚等との間の 

流向と直角に測った距離は，上の表に掲げる値以上離すもの 

とし，かつこれを満足すること。 

・橋の改築に当たって既設橋の片側車線を仮橋として使用する 

場合，新設橋の橋脚はこれに準じて定めなければならない。 

               ・なお，「近接橋の特則」は，既設橋の改築または撤去が５年 

以内に行われることが予定されている場合は適用されない。 

   ② 桁下高 ： ・構造令第 64条(桁下高等)の規定に準拠する。 

               【令第 41 条（可動堰の可動部のゲートの高さ），令第 20 条 

(堤防の高さ)の規定】 

         なお，改築する橋が令第 67 条(適用除外）第 1項に規定する橋に該当する 

場合，その仮橋については，以上述べたところによらないものであること。 

【構造令  P.350】 

(２) 桁下高 

現況桁下高以上とする。 
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3.4 仮締切 

3.4.1 目的 

河川区域およびその周辺で実施される工事においては，施工期間中における治水上の

安全性や施工性を確保するため，仮締切を設置する必要がある。 

3.4.2 仮締切堤 

築堤河川の堤防を開削する場合は，「仮締切堤設置基準（案）国土交通省：平成 22 年 

6 月」に基づき仮締切堤を設置する。 

図 3.4-1 仮締切堤模式図 

3.4.3 仮締切工 

工事中の安全性と施工性を確保するため，土堤，矢板，矢板＋土堤混合式等の仮締切

を行う。 

(１) 構造形式 

水深により土堤式（大型土のうも可），矢板式，矢板＋土堤混合式を設置する。 

（第 4編第 3章 第 3節 3.3.6 護岸仮締切 参照） 

図 3.4-2 仮締切工の参考例 
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(２) 設計対象水位および高さ 

① 水位流量観測所がない場合 

平常水位（L.W.L）＋0.5ｍとする。 

② 水位流量観測所がある場合 

工事施工期間の過去 5ケ年間の最大流量による水位とする。 

ただし，異常値を除く。 

③ 感潮区間の場合 

朔望平均満潮位（H.W.L）＋0.5ｍとする。 

(３) 天端幅 

河道幅，現場条件および施工性などを考慮して決定する。 

ただし，締切工を工事用道路として使用する場合は4mを標準とする。 

(４) 現況断面の確保 

堰および床止め等の河道内工事で半川締切を行う場合は，極力河積を阻害しな

いよう努める。 
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3.5 水替工 

水替工には，排水釜場，排水ポンプ等があり，必要に応じて設置の検討を行う。 

3.5.1 排水釜場延長 

水替えのための排水釜場は，河川毎に以下の項目を勘案して決定する。 

(１) 工事の時期，規模，期間 

(２) 日当り施工量 

(３) 堤内地の地下水の利用状況等 

護岸工事等における設置延長は，護岸工の目地間隔をもとに設定するものとし，概ね 

40ｍ／１釜場 を標準とする。 

3.5.2 水替のための締切工 

「 第４編 第３節 護岸 3.3.6 護岸仮締切 」に準ずる。 

3.5.3 排水ポンプ 

「土木工事標準歩掛」に従って透水量を算定し，排水ポンプの規格と台数を算定する

（計算例を以下に添付する）。 

なお，工事中は必ず予備のポンプを備えておかなければならない。 
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ｑ＝ 

Ｋ：透水係数 0.03ｍ／sec 

Ｌ：河岸（水ぎわ）より，床掘ヶ所までの距離 

ここに  Ｈ：L.W.L と床掘線までの水位差 

ｑ：単位長へ流入する量 

：締切の１区切延長（ｍ） 

上式使用上注意すべきこと 

１ 上式は水替ヶ所より片側からのみ浸透水あるものと仮定した場合のｑであるので

乗である。故に両側から浸透水ありと判断されるときは しないこと。 

２ 水替のため，矢板等を打込む場合は，上式はそのままあてはまらない。 

３ 透水係数については現地の土質に応じ考慮すること。 

４ ｈ＝０のすなわち，水は完全に排水されることを前提とすること。 

５ 透水係数の一応の目安は下表の通り。 

表 1-2 透水係数 

 粘土 沈泥 微細砂 細砂 中砂 粗砂 小砂利 

粒径(mm) 0～0.01 0.01～0.05 0.05～0.1 0.1～0.25 0.25～0.5 0.5～1.0 1.0～5.0 

Ｋ(cm/sec) 3×10－6 4.5×10－4 3.5～10－3 0.015 0.085 0.35 3.0 

計算例 

L＝30ｍ H-h＝2.0ｍとすると，単位当たり透水量表より 

単位当たり透水量 12×10－2が決まる。しかるに排水計画延長 ＝50ｍとすると， 

12×10－2×50＝6  ／min 6  ／min×60＝360  ／h となる。

※ 水替え日数は，土木工事標準歩掛の｢1 日当たり施工量｣を用いて，水替対象作業に対して

算定する。 

２Ｌ 

Ｋ(Ｈ２－ｈ２) 
∴Ｑ＝ｑ・ (ｍ／sec) 
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3.6 汚濁防止工 

    汚濁防止工には沈砂池，汚濁防止フェンス等があり，必要に応じて設置の検討を行う。 

3.6.1 沈砂池 

検討に当たっては，「赤土等流出防止の進め方」を参考にしてよい。 

大型土のうによる沈砂池の例を以下に示す。 

また，施工性の観点から，鋼製沈砂池を使用する場合もある。 

                   図 3.6 沈砂池施工要領図 

3.6.2 汚濁防止フェンス 

沈砂池等の他，必要に応じて工事個所の下流側に汚濁防止フェンスを検討する。 

【赤土流出防止指針  P.59】 































 

 

 

 

【河川事業設計基準書】 

（第８編 参考資料編） 

 

第１章 維持管理〔巡視・点検〕 
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1. 第１章 維持管理〔巡視・点検〕 

1.1 参考図書の表記 

本編で引用する図書の名称については，下表の｢略称｣表示で表記するものとする。 

表 1.1 参考図書の表記一覧 

 基準・指針名 発行先 制定・改定 略称 

１ 
国土交通省河川砂防技術基準 

維持管理編 
国土交通省 H23.5 技術基準(維持管理) 

 

1.2 河川維持管理の目的 

1.2.1 総説 

集中豪雨の頻発や巨大な台風の襲来等により，近年においても出水による浸水被害が

相次いでいる。堤防の決壊や河川のはん濫等による水害を防止又は軽減していくために

は，適切に河川（河道や河川管理施設）の維持管理を行う必要がある。また，河川環境

の保全・整備や公共空間としての利用に対する要請も高まっており，このような観点か

らも適切な維持管理を行う必要がある。 

1.2.2 摘要 

国土交通省河川局では，平成 19年 4月に河川維持管理に係る実施内容の技術的な指針

となる河川維持管理指針案を通知し，これに基づいて河川維持管理計画案を作成し試行

するよう全国の地方整備局，都道府県に通知した。また，これまでの試行結果等を踏ま

え，河川維持管理に関する技術基準の検討を進め，河川砂防技術基準検討委員会におけ

る審議を経て，平成 23年 5 月に同省が河川砂防技術基準維持管理編を策定したところで

ある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  図 1.2 「河川砂防技術基準維持管理編（河川編）」（平成 23 年 5 月）の構成 
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技術基準（維持管理）は，これまで各河川で行われてきた河川維持管理の実態を踏ま

えながら，河川維持管理に関する計画策定，目標設定，河川の状態把握，維持管理対策

及び水防等のための対策について定めている。 

しかしながら，同技術基準は知見の集積が進んでいる直轄大河川を元にとりまとめて

おり，都道府県の管理する中小河川とは河川の規模や重要度で大きく異なる。 

そのため，同技術基準は技術上の参考にはなるが，直接の適用としては，今後，大河

川と中小河川を区分して基準を規定していくことが求められ，中小河川の維持管理に関

する知見の集積を進めていくことが重要な課題となっている。  

以上のことから，本編では同技術基準に定める項目のうち，河川維持管理計画及び河

川の状態把握としての巡視・点検について，現在の本県での運用状況や要領等を参考に

示すものである。 

 

1.3 河川維持管理計画 

1.3.1 概要 

河川維持管理計画は，河川の区間区分，河川や地域の特性に応じた維持管理の目標，河

川の状態把握の手法，頻度等について，概ね５年間に実施する具体の維持管理の内容を河

川（区間）ごとに定めるものである。 

平成 19 年４月に国土交通省河川局が河川維持管理計画案を作成し試行するよう全国の

地方整備局，都道府県に通知して以降，平成 23 年に河川砂防技術基準維持管理編を策定し

たことを受け，直轄河川では計画策定と計画に基づく維持管理を本格実施している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1.3 河川維持管理計画の位置付け 
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1.3.2 計画に定める事項 

河川維持管理計画に定めるべき一般的な項目は以下を基本としている。 

(１) 河川の概要 

延長，流域面積，河床勾配等の諸元や河道，地質，土砂移動特性，河川環境等 

(２) 特に留意すべき河道特性等 

河道維持，施設管理の面から特に留意すべき特性 

(３) 河川の区間区分 

はん濫形態，背後地の人口，資産状況や河道特性等に応じ適切に設定 

① ａ区間：維持管理上特に重要な区間（洪水予報，水位周知，水防警報河川等） 

② ｂ区間：維持管理上重要な区間（ａ以外で，要改修や人家への影響大な河川） 

③ ｃ区間：ａ，ｂの区間以外（人家への影響が殆どない河川） 

※必要に応じ，河川内をａ～ｃの区間区分することを検討する。 

(４) 維持管理目標の設定 

維持すべき流下断面等，区間区分に応じて維持管理の目標を設定 

(５) 河川の状態把握 

目標達成のため，巡視・点検の時期，場所，頻度，内容等を区間ごとに設定 

(６) 具体的な維持管理対策 

巡視・点検等の結果で河川管理に支障を及ぼす恐れのある状態に達したと判断

される際に実施する維持工事や対策についての基本的考え方を盛り込む 

(７) その他，河川管理者と地元市町村が協同・連携して行う事項など 

 

1.3.3 本県における計画策定状況 

平成 19 年 4 月の国通知において，都道府県において特に重要な河川をモデル河川とし

て選定し，河川維持管理計画(案)を作成して試行的に取り組むよう要請がなされたこと

を受け，県内各事務所 1河川以上の計 19 河川を選定し，平成 20年 6月から試行運用し

ている。   

その後，国が参考例示した維持管理計画(案)の水準に基づく巡視・点検の実施が困難

である場合は，段階的に水準を向上するよう緩和措置がとられ，平成 22 年に内容の見直

しを行っている。 

現在においては，計画的かつ効率的な維持管理の実施を図るよう，国は都道府県に対

し維持管理計画の策定推進を要請しており，今後，段階的に策定を進める必要がある。 
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表 1.3 本県における維持管理計画(案)策定河川 (平成 25年 3月現在) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜主な内容＞ 

■点検及び整理内容 
堤防，護岸，樋門，堰，許可工作物や河道状況（土砂堆積洗掘，樹木繁茂），安全施

設（親水施設，手すり，階段等），廃棄物等の不法行為等について目視点検を実施し

点検記録（別紙 3）及び写真等によりデータを蓄積 
■点検の時期・頻度 

各河川ごとに実施計画に基づき実施（各区分に応じて出水期前後や，回数等を設定） 

■提出物 
別紙３，別紙４（意見記入用紙）及び写真を毎年１月末日に河川課管理係へ提出  
 
 

2 甲突川 甲突川 ａ 23.5
水位周知河川
水防警報河川

2 甲突川 長井田川 ｂ 2.7

2 甲突川 幸加木川 ｃ 2.4

日置 2 神之川 神之川 ａ 27.2
水位周知河川
水防警報河川

本所 2 万之瀬川 万之瀬川 ａ 33.2 洪水予報河川

指宿 2 二反田川 二反田川 ｂ 4.1

本所 1 川内川 平佐川 ａ 6.8
水位周知河川

水防警報河川

出水 2 米之津川 米之津川 ａ 19.0
水位周知河川
水防警報河川

甑島 2 中津川 中津川 ｂ 2.0

本所 2 天降川 天降川 ａ 19.3
水位周知河川
水防警報河川

伊佐 1 川内川 羽月川 ｂ 16.9
下流（直轄：水防警
報河川）

湧水 2 天降川 天降川 ａ 21.7

本所 2 雄川 雄川 ａ 20.0
水位周知河川
水防警報河川

曽於 2 安楽川 安楽川 ａ 27.1

支庁本所 2 甲女川 甲女川 ｂ 7.5

屋久島 2 永田川 永田川 ｂ 2.3

支庁本所 2 新川 新川 ｂ 2.6

瀬戸内 2 阿木名川 阿木名川 b 3.7

喜界 県管理河川なし

徳之島 2 大瀬川 大瀬川 b 2.1

沖永良部 2 奥川 奥川 c 1.1

１７水系 １９河川

※区分の目安

　　　ａ区分（中規模河川）：特に治水上影響が大きい河川（洪水予報河川，水位周知河川，水防警報河川）

　　　ｂ区分（中小河川） 　：治水上の影響が大きい河川（ａ以外で改修計画の対象となっている河川など，

                           氾濫による人家への影響がある程度生じる河川）

　　　ｃ区分（小規模河川）：治水上の影響が小さい河川（氾濫による人家への影響がほとんどない河川）

本所

駐在・
事務所・
(地区)

１・２級 水系名 河川名 区分
（ａ，ｂ，ｃ）

区間
延長
(km)

備　考
振興局
支庁

鹿児島

南薩

北薩

姶良・
伊佐

大隅

熊毛

大島
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1.3.4 策定例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(別紙２)

１　河川の概要

　 ○○川は，低山地部から田園地帯を屈曲しながら流下し，JR○○駅周辺で同じく○級河川である○○川

に流入する，下流域に○○市の都市圏を擁する築堤河川である。

　 昭和中期からの度重なる豪雨被害を受け，起点(○○川合流点)より○○橋(2/200付近)までは，中小河川

改修や災害助成事業にて改修が行われ，それより上流部は河川局部改良事業や県単独河川事業等で4/880

までは平成１５年度に完了している。

●　1/000までは洗掘傾向，これより上流域一部の湾曲部(水裏部)では洗掘傾向，

６．その他

粋する。

　・ 市街地部は河川沿いに県道が併設されており，車の交通量が多く散策路としても利用されていることから，

ヨシ・アシ等の繁茂による環境の悪化が目に付きやすいため，恒常的な伐採が必要。

　・ ○○川合流点より水路合流点(4/880)は築堤区間であるが，ほとんどの区間が堤防護岸(単断面)である。

　・ 沿川は市街地化が進み，特に○○橋(3/500)では氾濫区域が広く，駅商業地等の資産も集積している。

流域面積：17.4㎞2，幹線流路延長及び管理延長6.8㎞。

河床勾配：1/1200(2K200○○川合流点下流)，1/800～600(3K830○○川合流点下流)

５．管理上留意すべき

　　　　　　　1/200(4K878水路流入部下流)，1/70(4K878水路流入部上流～起点)

自然的特性

社会的特性

２．流域の自然的，

●　特に○○駅がある2/200下流右岸側は商業地や宅地が広がり，
　　 多くの資産が集結。

○級河川　○○川水系○○川　維持管理計画(案)

項　　目 概　　　　　　　要
○○川の概要

●　年間降水量は2,100㎜程度。降雨は梅雨期及び台風・秋期前線

●　流域の約３割が市街地。護岸整備は約８割が完了し，上流域に

●　上流1/300は低山地等に挟まれた低地を流れ，その後，平地と

　　 時に集中。

　　 なり，○○川合流点(3/800)までは田畑の耕作地である。

●　横断形は単断面であり，4/880までは築堤河川であるが，右岸側は道路整備や市

●　河岸は護岸で固定されているが，水際には寄州やヨシ等の植生あり。

●　床止工3/400下流は干潮区間。0/400～4/880間は湛水区間が連続。

　　 街地化が進み一部掘込み形状となっている。

　　一部(水衝部)では堆砂傾向。必要に応じて寄州除去を実施。

●　樹木はクスノキ，センダン等が点在する程度で，河畔林等の樹林はほとんど無い。

●　S60.6梅雨前線豪雨により内水被害。

●　フナ・ドジョウ等の一般的魚類が生息し，白鷺がわずかながら観察される。

２．維持管理上留意すべき河道特性等

河川維持管理上から留意すべき河道特性，地域特性は，上表の下線部のとおりで，主要な点を以下に抜

●　市街地周辺の堤防は散策路に利用。
　　河川環境状況

●　水位周知河川及び水防警報河川に指定。浸水想定区域は平成22年度公表予定。

　　　　　　　1/400(4K100○○川合流点下流)，1/300(4K350落差工6下流)

１．河川の諸元等

３．河道特性等

４．土砂移動特性

●　3/500地点より下流域は近年市街地化が進み，商業施設が数多

　　 は林地が存在するも，下流域には河畔林等はない。

　　社会的特性

　　 く進出している。
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３．河川の区間区分 ○○川の区間区分

区間 区分

河口～6k800 ａ（特に治水上の影響が大きい区間）

維持管理目標の設定 備考

維持すべき流下能力の設定 整備計画流量

現況の河道の流下能力
（治水安全度）の維持

一連区間の計画流量又は現況流下能力
・計画（現況）流量を堤防高で流
下可能な河床高を設定する。

護岸等の施設の基礎の保持

護岸前面等，施設の基礎周辺の河床高が低下し，施設に明ら
かに重大な支障をもたらすと判断した場合

目視により指針（案）の内容を実施

・河川管理施設等構造令（政令
第199号）－第62条第2項（橋脚
の根入れ），第72条第１項（伏せ
越しの埋設深さ）
・護岸の力学計法（H11.2.26）－
基礎工天端高
・河川砂防技術基準計画編P.131
（堤防防御ライン，低水路河岸管
理ライン）
・河道計画検討の手引きｰ（堤防
防御ライン，低水路河岸管理ライ
ン）
・洗掘により護岸の基礎天端が
露出していないか

堤防の侵食
浸透に対する強度の維持

堤防の変状の状態から，明らかに堤防の耐侵食，耐浸透機能
に重大な支障が生じると判断した場合は対策を実施

目視により指針(案)の内容を実施

・河川堤防モニタリング技術ガイド
ライン(案)同解説（治水課，
H16.3）
・目視点検によるモニタリングに
関する技術資料（JICE，H17.3）

護岸の洪水流に対する
耐侵食機能の維持

護岸の変状の状態から，明らかに護岸の耐侵食機能に重大な
支障が生じると判断した場合は対策を実施

目視により指針（案）の内容を実施

・河川堤防モニタリング技術ガイド
ライン（案）同解説
・目視点検によるモニタリングに
関する技術資料（JICE，H17.3）
・災害復旧工事の設計要領（防
災研究会編，H10）ｰ第Ⅵ編第１
章【（常時の）頭部の許容変位量
は50㎜程度で実施している例が
多い】

堰，水門，樋門，排水機場等の
施設の機能維持

施設の変状の状態から，明らかに各々の施設が有する現況の
機能に重大な支障が出ると判断した場合は対策を実施

・「河川管理施設等応急対策基
準」（S51.12.15治水課長通達）
・「河川管理施設等応急対策基
準補足説明」（H5.3.17治水課流
域治水調整官通知）

水門観測精度の確保
観測対象の事象（降雨，河川水位）を適正かつ確実に捉えられ
る位置，状態にない場合は対策を実施

・水文観測業務規定（同細則）

４．維持管理目標の設定

　　　洪水に対する安全性の確保を図るための主要項目については，以下のとおりとする。
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ａ区間 ｂ区間 ｃ区間

土砂堆積調査
出水期前および出水後の

巡視で目視により把握

出水期前および出水後の

巡視で目視により把握

必要に応じて巡視で目視

により把握

河道内樹木調査
出水期前の点検の際に，

目視により把握

出水期前の点検の際に，

目視により把握

出水期前の点検の際に，

目視により把握

土地占用，工作物設置に係る

不法行為の状況調査
年２～３回程度巡視を実施 年１回程度巡視を実施

必要に応じて，年１回程度

巡視を実施

廃棄物の不法投棄の状況調査 年２～３回程度巡視を実施 年１回程度巡視を実施
必要に応じて，年１回程度

巡視を実施

河口閉塞調査 年２～３回程度巡視を実施 年１回程度巡視を実施
必要に応じて，年１回程度

巡視を実施

流下能力の

回復
維持工事（浚渫，樹木伐採等）

調査の結果，必要な時に

優先的に実施

調査の結果，必要な時に

実施

調査の結果，必要な時に

実施

護岸前面の

深掘れ把握
基礎部の洗掘調査

出水期前および出水後の

巡視で把握

出水期前および出水後の

巡視で把握

必要に応じて，巡視で目視

により把握

護岸等の機能

維持

護岸等（低水護岸，根固め，護

床工等）の点検

年２～３回程度の巡視に

加え，出水期前，出水後の

点検の際に目視により把

握

年１回程度の巡視に加え，

出水期前，出水後の点検

の際に目視により把握

出水期前の点検の際に目

視により把握

機能の回復 維持工事（護岸の補修等）
調査の結果，必要な時に

優先的に実施

調査の結果，必要な時に

実施

調査の結果，必要な時に

実施

堤防表面の

条件整備
堤防除草 年１回を標準として実施

特に重要な箇所について

年１回を標準として実施

特に重要な箇所について２

～３年１回を標準として実

施

堤防の通常巡視・点検 年２～３回程度巡視を実施 年１回程度巡視を実施
必要に応じて，年１回程度

巡視を実施

堤防の出水期前，出水中，出

水後点検

出水期前，出水後の点検

の際に目視により把握

出水期前，出水後の点検

の際に目視により把握

必要に応じて出水期前，出

水後の点検の際に目視に

より把握

堤防の通常巡視・点検 年２～３回程度巡視を実施 年１回程度巡視を実施
必要に応じて，年１回程度

巡視を実施

堤防の出水期前，出水中，出

水後点検

出水期前，出水後の点検

の際に目視により把握

出水期前，出水後の点検

の際に目視により把握

必要に応じて出水期前，出

水後の点検の際に目視に

より把握

漏水実績調査
実績を整理し，新規発生時

に追加

実績を整理し，新規発生時

に追加

実績を整理し，新規発生時

に追加

機能の回復 維持工事（漏水対策等）
調査の結果，必要な時に

優先的に実施

調査の結果，必要な時に

実施

調査の結果，必要な時に

実施

河川管理施設

等の維持管理

状況の把握

河川管理施設（堰，床止め，樋

門等）の点検

年２～３回程度の巡視に加え，出

水期前，出水後の点検の際に目

視により把握

年１回程度の巡視に加え，

出水期前，出水後の点検

の際に目視により把握

必要に応じて出水期前，出

水後の点検の際に目視に

より把握

施設管理上支

障となる不法

行為の排除

施設管理上支障を及ぼすおそ

れのある行為の発見
年２～３回程度巡視を実施 年１回程度巡視を実施

必要に応じて，年１回程度

巡視を実施

機能の回復 維持工事（災害復旧等）
調査の結果，必要な時に

優先的に実施

調査の結果，必要な時に

実施

調査の結果，必要な時に

実施

変状等の発見 許可工作物の点検

年２～３回程度の巡視に

加え，出水期前，出水後の

点検の際に目視により把

握

年１回程度の巡視に加え，

出水期前，出水後の点検

の際に目視により把握

必要に応じて年１回程度の

巡視に加え，出水期前，出

水後の点検の際に目視に

より把握

変状等の情報

共有
施設管理者との情報交換

調査の結果，必要な時に

実施

調査の結果，必要な時に

実施

調査の結果，必要な時に

実施

変状等の発見 施設の点検

年２～３回程度の巡視に

加え，出水期前に行う安全

利用点検の際に目視によ

り把握

年１回程度の巡視に加え，

出水期前に行う安全利用

点検の際に目視により把

握

必要に応じて年１回程度の

巡視に加え，出水期前に

行う安全利用点検の際に

目視により把握

機能の回復 維持工事（破損箇所の補修等）
調査の結果，必要な時に

優先的に実施

調査の結果，必要な時に

実施

調査の結果，必要な時に

実施

出水時の

水位把握
洪水痕跡調査

出水後に必要に応じて実

施

出水後に必要に応じて実

施

出水後に必要に応じて実

施

洪水時等の

雨量把握
雨量観測 流域代表地点で把握

既設もしくは近傍の観測所

資料で把握

既設もしくは近傍の観測所

資料で把握

洪水時等の

水位把握
水位観測 １箇所程度水位計を配置

必要に応じて水位計を配

置

必要に応じて水位計を配

置

観測精度の

確保
維持工事（観測施設の補修等） 不具合が有る場合に実施 不具合が有る場合に実施 不具合がある場合に実施

６．NPO，市民団体等との連携・協働

　　　　　※1.5　河川ボランティアによる点検　参照

　　河川ボランティアと共同で巡視・点検を行う河川については，河川ボランティアに係る「河川管理施設巡視・点検
要領」に基づき調整を図った上で行うこと。

５．維持管理計画における実施方策

○○川における維持管理の実施方策

実施計画
実施項目目的

表法面の状態

把握

天端，裏法面

等の状況把握

堰，床止め，

樋

門等の施設の

機能維持

河道流下断面

の確保

流下能力

の確保

河積の確保

河岸防護

基礎データ

の収集

施設の機能

維持

許可工作物の

変状等による

支障の排除

親水施設等の

利用安全性の

確保

河道計画等の

ための基礎

データの収集

堤防の質的な

機能維持
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（別紙４）

                  ○級河川○○川水系○○川維持管理計画（案）

                                              振興局等名（     　　       ）

１　問題点や課題等

２　自由意見

○○川 河川名 区間 ａ区間（河口～○○橋） 実施日 整理№

距離表

●●川 ○○橋 □□橋 ■■川 △△川

共通点検項目（河川巡視時・出水期前・出水期後）
堤
防 □ 法面 左岸法面亀裂（長さ８ｍ，幅２ｃｍ程度）

□ 天端 左岸亀裂（長さ５ｍ，幅１０ｃｍ程度） 右岸中央付近，局所的に低い場所（長さ10ｃｍ，深さ20ｃｍ程度）

護
岸 □ 護岸（基礎部・根固） 左岸基礎部一部洗掘

施
設 □

堰・床止め・水門・
樋門・樋管等

利
用 □

許可工作物の
点検

河川巡視時
河
道

□ 河口閉塞

□ 樹木の繁茂状況 左岸ヤナギ類繁茂（密度低い） 右岸高水敷に高木繁茂（密度高） 竹繁茂

利
用

□
各不法行為(占用，盛土
掘削・廃棄物投棄)

自転車２台 冷蔵庫，テレビ各１台

□
安全利用点検(親水施
設,手すり，階段工等)

右岸手すり破損 右岸：階段工破損

出水期前
河
道
等

□ 樹木の繁茂状況 河川巡視時の欄に記載

□ 土砂堆積 堆積 堆積

□ 基礎部の洗掘 左岸（長さ５ｍ程度）

利
用 □

安全利用点検(親水施
設,手すり，階段工等)

右岸手すり破損 右岸：階段工破損

出水後
河
道
等

□ 土砂堆積 堆積 堆積

□ 基礎部の洗掘 左岸（長さ５ｍ程度）

備
　
考

（別紙３）　維持管理点検記入様式（例）
　
基

　
本
　
情
　
報

目
　
視
　
点
　

検
　
情
　
報

堤防除草：
〇〇区間～▲▲区間まで実施
（１０月発注）

市町村名

支川及び
主要構造物

管轄
振興局等名○○川水系名
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1.4 河川維持管理巡視点検実施要領 

1.4.1 概要 

都道府県の管理する中小河川においては，その延長が長大なことや既存調査が必ずし

も十分でないなど，点検・対策を推進していく上で多くの課題を抱えていたことから，

平成 16 年 11 月に国土交通省が中小河川における堤防点検・対策ガイドライン(案)（※

現在廃止）を策定し，各都道府県に通知した。 

これを踏まえ，同省は平成 17年に中小河川堤防の目視点検によるモニタリングの試行

について通知し，試行結果を踏まえ，平成21年3月に実施要領をとりまとめ再通知した。 

また，従来から災害査定時において被災前状況を具体に説明する必要があり，そのた

め日常の巡視・点検結果を適切に記録・整理しておくなど適正な維持管理の徹底を要請

されていたことを踏まえ，本県において，全管理河川を対象に日常的な管理及び経年変

化の管理を目的として「河川維持管理巡視点検実施要領」を平成 22 年 3 月に策定した。 

同要領では，点検の頻度，項目，点検結果の整理（様式）及び管理について定めてお

り，各年度ごとに実施計画書を作成し，それに基づき巡視・点検を実施することとして

いる。  

なお，点検結果については，河川定期巡視点検管理システム（（公財）鹿児島県建設技

術センター運用）へのデータ入力・保管を試行運用しており，現在，本格運用に向けた

システム整備を行っているところである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1.4 河川定期巡視点検管理システムの概要 

＜主な内容＞ 

■点検及び整理内容 
堤防，護岸，河岸，工作物等の目視点検を実施し，全景や異常箇所の写真を写真帳及

びモニタリング情報図に蓄積 
■点検の時期・頻度 

各河川ごとに実施計画表に基づき実施（各区分に応じて出水期前後や，回数等を設定） 

■点検結果の整理及び管理 
巡視点検表，点検状況写真，モニタリング情報図を作成 
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1.4.2 点検要領 

 

 

 

 

 

 

河川維持管理巡視点検実施要領 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

河川課 

平成 22 年 3 月 
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＜河川維持管理巡視点検実施要領＞ 

１．概要 

 河川巡視の主たる目的は，定期的に目視観察を行うことで，異常箇所を早期に発見

し，迅速な補修を可能にするものであり，各年のデータを蓄積することで，災害復旧

事業などの申請時に利用するものであるが，管理延長が長いことや人員の制約等か

ら，河川によっては，定期的な巡視が実施されていない状況にあることから，一定の

点検基準を定めることとした。 

 当面の維持管理として，以下のとおり運用する。 

 

２．点検頻度 

●出水期前点検（梅雨期前点検：４～６月） 

 河川管理においては，出水期前点検が最も重要な時期であり，河川の重要度に関係

なく点検を行う必要があるため，全区間の点検を目指す。 

 ◎すべてのランクにおいて，出水期前点検を必須。 

●巡視点検（平常時の巡視：７～３月） 

 維持管理の頻度としては，同一河川であっても，氾濫時の被害の大きさ，河川施設

の設置状況，河道形態（堤防河川・堀込み河川）などから重点巡視区間に応じて２～

１回／年程度の頻度で定期的な巡視を目指す。 

 なお，治水上はもとより適正な河川利用を促すため，上記区間以外（一般巡視区間：

おいても最低１回／年以上）の巡視を実施し，河川の状態を確認する。 

 ◎Ａ～Ｃランクにおいては，重要性に合わせて実施時期を決定。 

 ◎Ｄランクにおいては，必要に応じて実施。（出水期前点検が出来なかった区間に

ついては，必ず巡視点検を実施する。） 

（区間設定については別紙①，点検頻度については別紙②） 

 

３．点検項目 

 点検区間毎（１ｋｍ毎）に堤防，護岸，河道，工作物，その他の各項目の点検を実

施し，河川定期巡視点検表（別紙③）へ記入し，全景や異常箇所の写真を写真帳（別

紙④）へ添付することとする。 

（点検項目については別紙②） 

 

４．点検結果の入力及び管理 

 巡視点検後は，点検者（本局及び駐在職員）が河川定点巡視管理システム（仮称）

への入力を行う。（Ｈ２１はシステム構築中のため，Ｈ２２は試行運用，Ｈ２３本格

運用） 

 なお，出水期前点検時には，既に国土交通省より依頼のあるモニタリング情報図（別

紙⑤）を合わせて作成すること。 

 また，点検実施状況については，本庁にてチェック・管理し，必要に応じて調整等

を行うこととし，出水期前点検は，全区間の点検が必要となり業務量が増大すること

から，本庁と駐在で合同パトロールを実施し，各振興局単位での巡視を実施する。  
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別紙①

Ａ区間 Ｂ区間 Ｃ区間 Ｄ区間

河川形態 築堤 築堤 堀込 堀込

分類 ・堤防高H=4m以上 ・堤防高H=4m未満 ・重要水防区域 ・Ｃ区間以外の

・山間部など ・人家連単部など 堀込河川

浸水実績区間

※．河川毎に複数の区間が存在する場合は，区間毎に記載すること。

調査の重要度

赤枠は必須

桃枠は準必須（既存の実施箇所は必須）

任意（人員などの状況に応じて実施）

区分設定

Ａ区間：一連区間の堤防が概ね４㍍以上の区間

4m以上
Ｈ．Ｗ．Ｌ

Ｂ区間：一連区間の堤防が概ね４㍍未満の区間

4m未満
Ｈ．Ｗ．Ｌ

H.W.Lよりも地盤高が高い

Ｈ．Ｗ．Ｌ

Ｃ区間：H.W.Lよりも地盤高が高く（堀込），浸水実績及び恐れのある箇所

H.W.Lよりも地盤高が高い

Ｈ．Ｗ．Ｌ

Ｄ区間：Ｃ区間以外の堀込河川
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●点検項目，点検頻度，目標設定

a b c

堤
防

堤防の侵
食，浸透に
対する強度
の維持

・張芝の状況や人畜による踏み荒ら
し，車両のわだち状況
・のり面の亀裂
・坂路・階段取付部の洗掘，侵食
・モグラ等の小動物の穴の有無
・堤防天端の局所的に低い個所の有無
・天端舗装端部の状況
・のり尻のしぼり水の有無
・堤脚保護工の変形
・堤脚水路の沈下変形の状況

堤防の変状の状態から，明らかに堤防
の耐侵食，耐浸透機能に重大な支障が
生じると判断した場合は対策を実施

目視により指針（案）の内容を実施

・河川堤防モニタリング技術ガ
イドライン（案）同解説（治水
課，H16.3）
・目視点検によるモニタリング
に関する技術資料（JICE，
H17.3）

護岸等の施
設の基礎の
保持

護岸前面等，施設の基礎周辺の河床高
が低下し，施設に明らかに重大な支障
をもたらすと判断した場合

目視により指針（案）の内容を実施

・河川管理施設等構造令（政令
第199号）－第62条第2項（橋脚
の根入れ），第72条第1項（伏せ
越しの埋設深さ）
・護岸の力学計法（H11.2.26）
－基礎工天端高
・河川砂防技術基準計画編P.131
（堤防防御ライン，低水路河岸
管理ライン）
・河道計画検討の手引き－（堤
防防御ライン，低水路河岸管理
ライン）
・洗掘により護岸の基礎天端が
露出していないか

護岸の洪水
流に対する
耐侵食機能
の維持

護岸の変状の状態から，明らかに護岸
の耐侵食機能に重大な支障が生じると
判断した場合は対策を実施

目視により指針（案）の内容を実施

・河川堤防モニタリング技術ガ
イドライン（案）同解説
・目視点検によるモニタリング
に関する技術資料（JICE，
H17.3）
・災害復旧工事の設計要領（防
災研究会編，H10）－第Ⅵ編第１
章【（常時の）頭部の許容変位
量は50mm程度で実施している例
が多い】

河
道

現況の河道
の流下能力
（治水安全
度）の維持

・湾曲部や横断工作物下流等における
河床の深掘れ
・土砂等の堆積状況（２割程度以上）
や流木の有無
・樹木の繁茂状況（雑草は除く）

一連区間の計画流量又は現況流下能力
・計画（現況）流量を堤防高で
流下可能な河床高を設定する。

工
作

物

堰，水門，
樋門，排水
機場等の施
設の機能維
持

・樋門等の取付け護岸の変形・クラッ
ク
・樋門等の施設周辺の堤防との段差
（抜けあがり）
・樋門等の胸壁・翼壁等の部材接合部
の開口
・樋門等にゴミや土砂で埋まったり，
扉は作動するか
・樋門等の扉体や手すりが腐食してい
ないか
・床止工の下流が洗掘して危険はない
か
・床止工の取付護岸は安全か
・床止工の魚道は機能しているか

施設の変状の状態から，明らかに各々
の施設が有する現況の機能に重大な支
障が出ると判断した場合は対策を実施

・「河川管理施設等応急対策基
準」
（S51.12.15治水課長通達）
・「河川管理施設等応急対策基
準補足説明」（H5.3.17治水課流
域治水調整官通知）

水文観測精
度の確保

・水位情報等に急な変動があった場合
観測対象の事象（降雨，河川水位）を
適正かつ確実に捉えられる位置，状態
にない場合は対策を実施

・水文観測業務規定（同細則）

その他
・不法占用
・不法投棄
・点検者が気づいた点

ー ー

※は必要に応じて点検を実施。

●点検様式

・別添「河川定期巡視点検表」・・・文字情報

・別添「河川点検状況写真」・・・・写真情報

点検頻度

２
～

３
回
/
年
（

出
水
期
前

点
検
は
除
く
）

１
回

/
年
（

出
水

期
前
点
検

は
除
く
）

１
回

/
年
必
要
に

応
じ
て
実

施
（

出
水
期

前
点
検
は
除

く
）

点検頻度

そ
の

他
※ ※ ※

護
岸

・護岸の基礎部の変状や洗掘

・護岸のクラックや沈下の状況　等

点検項目 維持管理目標の設定 備考

別紙②
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・のり面の亀裂（L=10m,W=2cm程度）　1/200付近

・堤防天端が局所的に沈下（L=10m,H=20cm程度）　1/400付近

・のり面に小動物の穴（多数）　1/500～1/650付近

・堤防伐採が必要（L=100m）　1/700～1/800付近

・裏のり尻付近に漏水有り　1/900付近

・根固め工一部沈下　1/100付近
・護岸にクラック（L=20m）　1/250付近

・護岸裏吸い出し（L=30m）　1/800付近

・河道内にヤナギ類繁茂（密度低）　1/300～1/500付近

・土砂堆積　1/600～1/900付近

・河道内に高木繁茂（密度高）　1/700～2/000付近

・異常なし

Ａ：ただちに応急対応するもの

Ｂ：詳細点検後対応を決めるもの

Ｃ：次の定期点検で対応を決めるもの

Ｄ：異常なし

Ｅ：点検実施困難

・堤防のり面の亀裂については，H21繰越工事により補修完了。
・護岸裏吸い出しについては，H22年度県単要望済み。

作成年月日

堤
防

点検項目 点検結果

平成○○年○○月○○日

処理区分 河川課報告・要望済み

堤防のり面の亀裂，護岸裏吸い出しについては，応急処置が必要である。
それ以外については，次回の定期点検時に経年変化を考慮し判断する。

河川　二郎平成○○年○○月○○日

河川　三郎平成○○年○○月○○日

応急処置補修等対応

事業名・完結日
事業名 完結日

実施点検者区分と登

録機関（業者）名

意見・備考
（その他）

処理状況
（応急処置，補

修等対応事項含

む）

河川　一郎管理者　○○振興局○○駐在

河 川 定 期 巡 視 点 検 表

014600320001-0102-1

○○市

河川点検管理番号

河 川 名 ニ級河川　○○水系　○○川

点 検 区 間

管理者

巡視点検平成○○年○○月○○日

管轄振興局 ○○地域振興局

左右岸区分 右　岸

市 町 村 名
（ 起 点 側 ）

点検予定者区分

点 検 区 分

区 間 割

実施点検年月日

１ｋ～２ｋ

Ｃ区間

データ更新日

登録者名
（対応者名）

同伴点検者

通報による巡
視・点検の場合

通報日時 通報者名

通報内容

護
岸

河
道

工
作
物

総
合
評

価

その他
（河川施設の維持管理上必要と認められる事項）

・のり面
・天端
・のり尻
・堤脚
・構造物の状況等

・高水敷
・低水護岸
・高水護岸
・根固の状況等

・湾曲部，横断工作物下流等における深掘れ
・樹木の繁茂状況
・土砂等の堆積洗掘状況

・樋門
・床止め
・○○
・不法投棄

別紙③
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ニ級河川　○○水系　××川

撮影位置（場所）

特記事項

点検区分　巡視点検 平成○○年○○月○○日

撮影位置（場所）

特記事項

点検区分　巡視点検 平成○○年○○月○○日

撮影位置（場所）

特記事項

点検区分　出水期前点検 平成○○年○○月○○日

1/200

1/800

河 川 点 検 状 況 写 真

管轄事務所 河川点検管理番号○○地域振興局 ○○○○○○○○○○-○○○○-○

河川名 点検区間・左右岸区分 １ｋ～２ｋ　　右　岸

撮影年月日

　全景（上流→下流）

1/000

撮影年月日

撮影年月日

　護岸裏の吸い出し状況

　のり面の亀裂状況

写真１

写真２

写真３

別紙④
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整理
No.

／

○○川合流 ○○橋

未確保 確保 未確保

旧河道 旧落堀 旧河道  旧川微高地

- Ｃ - Ｓ -

- Ｃ - Ｃ -

漏水

不
要

要
検
討

不
要

検討
不要

要検討
検討
不要

要検討 要検討 検討不要

検討
不要

検討不要

②-1 ④-2

検討
不要

検討不要

Ｈ１６ Ｈ１６

湾曲部

河岸侵食（H12.8) 低水護岸破壊(H8.9)

のり面の亀裂（長さ10m、幅2cm程度）

川表付近、亀裂（長さ5m、幅1cm程度） 中央付近、局所的に低い箇所（長さ10m、深さ20cm程度）

亀裂（長さ5m、幅1cm程度） 亀裂（長さ10m、幅2cm程度） 小動物の穴（多数）

裏のり尻付近、漏水 裏のり尻付近、噴砂

のり尻付近の水田、噴砂

湿性植物有り

根固め工一部沈下

護岸ブロックめくれ上がり

河道内にヤナギ類繁茂（密度低） 右岸高水敷に高木繁茂（密度高）

左岸側に土砂堆積

※目視点検情報項目は対象河川の特性に応じて適宜追加すること。

毎年、情報を更新する

堤
　
防

護
　
岸

目
視
点
検
情
報

（
平
成
○
年
○
月

）

管轄事務所

漏水Ｂ
(H5.8)

未確保

河川名 ○○川 区間 ○○土木事務所

④-1

要検討

すべりＡ
(H5.8)

④

確保

○岸　○○橋上○○m
～○○橋下○○m

-

⑤

山付き

-

距離票

Ｓ

一連区間

確保 確保

- Ｃ

③②

市町村名 ○○県　○○町　○○村 ○○県　△△町　△△村

Ｈ１６

ＤＩＤ区間

③-2

検討
不要

要検討

確保未確保

②-2

検討
不要

Ｓ

-Ｃ

検討
不要

③-1

破堤跡（S36)

要検討

要検討

検討不要

要検討

--

-

Ｃ

Ｇ Ｃ -

Ｓ

安全性照査断面
（詳細点検）

①-1細分区間

背後地の状況 人家連担

要検討安全性検討を行う区間

-

緊急点検結果 法面はらみ出し

土
質

条
件
等

堤体土質

基礎地盤土質 Ｓ-

漏水（時期）

被災履歴から判断される
安全性検討の要否

土質条件等から判断され
る安全性検討の要否

被
災

履
歴

要注意区間（時期）

法崩れ・すべり
（時期）

流入出河川、主要構造物

水系名 ○○水系

要注意地形

①

基本断面形状

土
質
条
件
等
お
よ

び
被
災
履

歴

検討不要

河床低下傾向区間

安
全
性
照
査
結
果

川表（Fｓ＞1.0）

低水護岸

川裏（Fｓ＞○）

局所動水勾配

G>W

高水護岸

低水護岸
護岸の
有無

要検討

①-2

流速2m/s
以上

根固め工

河道の線形

護岸被災及び河岸侵食履歴、時期

セグメント1区間

高水護岸

要検討 要検討

法崩れＢ
(S44.7)

河
道

表のり面

備考欄
水防団等の
コメント

樹木の繁茂状況

土砂等の堆積洗掘状況

　　基礎部・根固

　　基礎部・根固

裏のり面

裏のり尻

高水護岸

基
　
本
　
情
　
報

護
　
岸

堤
　
防

構造物

高水敷

低水護岸

天端

出水による侵食の
恐れのある河岸

植生

動水勾配

堤脚

中小河川堤防目視点検モニタリング情報図（出水期前点検）＜作成例＞

クラックあり

漏水Ａ
（S44.7)

要検討

5.0 6.0 7.0 8.01.0 2.0 3.0 4.0

：実施箇所

：要対策箇所

：評価対象断面

実施年度

堤防点検凡例

セグメント1
流速2ｍ/ｓ以上

点検情報凡例

：要注意項目に変状が見られた区間

：要注意項目以外で変状が見られた区間

別紙⑤
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1.4.3 実施計画表 

 

 

 

 

 

 

河川維持管理巡視点検の実施計画表 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

河川課 

平成 22 年 3 月 
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平成○○年度　河川維持管理巡視点検【実施計画表】作成要領

区分設定 点検頻度 出水期前点検
＜入力方法＞

●●振興局 ●●川 ●●川 右岸 1k ～ 2k A a ５月 ９月 １月

～

～

～

＜その他記載例＞

●●振興局 ●●川 ●●川 右岸 5k ～ 6k Ａ ｂ ４月 １０月 ２月

●●振興局 ●●川 ●●川 左岸 7k ～ 8k Ｂ a ５月 １０月 ２月

●●振興局 ●●川 ●●川 右岸 12k ～ 13k Ｃ ｂ ５月 １１月 －

●●振興局 ●●川 ●●川 左岸 15k ～ 16k Ｂ c ５月 １２月 －

●●振興局 ●●川 ●●川 右岸 20k ～ 21k Ｄ c ６月 － －

＜留意事項＞

　　　区分ランクは，中小河川堤防の目視点検によるモニタリングの実施について（依頼）（平成２１年４月１７日付け）の調査によ

　り，区分分けした区間毎に記入する。

　　　調査単位である１km内に複数の区分がある場合は，下記のイメージのとおり主要な（割合の多い）区分を設定する。

　　　点検ランクは，右図の表に基づいて設定を行う。

　　　（重要な区間について定期的な点検が好ましい事から，一定の回

　　　　数が必要となるが，各所属の人員等により状況が異なる事から，

　　　　点検ランクの設定においては自由度を確保。）

　　　出水期前点検については，４月から６月の間の月を記入。

　　　（出水期前の点検が困難な箇所については，出水期中に実施する計画等を策定する）

　　　巡視点検については，別紙②の点検頻度に合わせて，予定月を記入。

点検時期
距離標

ランク
振興局名 水系名 河川名 左右岸

巡視点検

別紙①のＡ～Ｄラ
ンクを記入

別紙②のa～cラ
ンクを記入

別紙②の点検頻
度を参考に予定
月を記入

出水期前点検とし
て４～６月の間の
予定月を記入

区分Ａ

区分Ｂ，Ｃ

区分Ｄ

点検ランクa

点検ランクb

点検ランクc

① ② ③ ④

①

Ａ区分 Ｂ区分

1k 2k

（イメージ図） この場合は，Ａ区分として設定。

②

③

④

４月 ３月

出水期前点検

模式図

年間スケジュール

出水期前点検については，本局と支所が一丸となって総点検を実施する。

　計画表に基づいてパトロールを実施巡視点検

　計画表に基づいてパトロールを実施

６月 ９月 １２月
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様式１

平成○○年度　河川維持管理巡視点検　【実施計画表】

区分設定 点検頻度 出水期前点検

～

～

～

～

～

～

～

～

～

～

～

～

～

～

～

～

～

～

～

～

～

～

～

～

～

～

～

～

～

～

～

～

～

●●振興局 ●●川 ●●川 右岸 1k ～ 2k A a ５月 ９月 １月

点検時期
距離標

ランク
振興局名 水系名 河川名 左右岸

巡視点検
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1.5 河川親水施設の安全利用点検 

1.5.1 概要 

近年の河川利用者の増加や利用形態の多様化等を踏まえ，河川の安全な利用を目的と

して点検を出水期前に実施するよう，平成 15 年 3月に国土交通省が要領を策定し全国の

地方整備局，都道府県に要請したことを受け，本県では平成 15年度から毎年実施してい

る。 

点検は目視により施設の損傷や危険箇所の有無などを点検し，応急措置の必要な箇所

については，立入禁止看板の設置や補修など必要な措置を講じることとしている。  

また，平成 20年に兵庫県都賀川において発生した水難事故を受け，平成 21年 3 月に

水難事故防止の観点から，安全利用点検の項目に「避難支援施設，器具の状況」等が追

加される要領改訂が行われ，この改訂内容を平成 22 年度の安全利用点検から反映し，現

在，親水空間箇所（38河川 43箇所）を追加して点検を実施している。 

表 1.5.1 安全利用点検対象親水空間箇所（38河川 43箇所） (平成 25年 3 月現在) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜主な内容＞ 

■対象箇所 
安全利用点検対象区域（別紙 2）及び親水施設がある 38 河川 43 箇所（別紙 3） 

■点検内容 
安全利用点検項目（別紙 4）に基づき出水期前に実施 
（堤防，護岸，階段，船着場等を利用者の観点から安全性の点検を実施） 

■提出物 
様式 1（計画書），様式 2（点検結果表），様式 3（要応急措置箇所写真） 

1 甲突川 昇降路工 鹿児島市 23 羽月川 轟公園 伊佐市

2 愛宕川 親水護岸工 鹿児島市 24 須屋川 親水護岸工 湧水町

3 大里川
せせらぎ水路多目的ステージ，

環境護岸 日置市 25 串良川 高隈交流ふれあいの里 鹿屋市

4 永吉川 環境護岸，園路 日置市 26 串良川 高隈散策遊歩道 鹿屋市

5 万之瀬川 岩屋公園 南九州市 27 姶良川 吾平自然公園 鹿屋市

6 麓川 （麓公園）親水施設 南九州市 28 姶良川 吾平山稜 鹿屋市

7 麓川 （武家屋敷）親水施設 南九州市 29 高山川 二股川キャンプ場 肝付町

8 長川 階段工 薩摩川内市 30 荒瀬川 轟の滝 肝付町

9 久富木川 さくら公園 薩摩川内市 31 神ノ川 神川大滝公園 錦江町

10 樋脇川 親水護岸 薩摩川内市 32 雄川 花瀬公園 南大隅町

11 北方川 階段護岸 さつま町 33 雄川 みなと公園 南大隅町

12 夜星川 親水護岸 さつま町 34 溝之口川 低水護岸，親水施設 曽於市

13 穴川 観音滝公園 さつま町 35 横市川 低水護岸，親水階段 曽於市

14 泊野川 河川プール さつま町 36 大淀川 カヌー練習場昇降路 曽於市

15 高尾野川 温泉センター周辺整備 出水市 37 松尾川 低水護岸，親水階段 志布志市

16 石坂川 親水護岸工，階段工 霧島市 38 持留川 階段工 大崎町

17 天降川 天降川リバーフロント事業 霧島市 39 菱田川 低水護岸，親水階段 大崎町

18 天降川 せせらぎゾーン，出会いゾーン 霧島市 40 宮之浦川 ボードウォーク 屋久島町

19 小谷川 親水護岸 霧島市 41 住用川 マングローブパーク 奄美市

20 郡田川 親水護岸 霧島市 42 秋利神川 キャンパスパーク 天城町

21 狩川 親水護岸 霧島市 43 奥川 親水広場 和泊町

22 前郷川
せせらぎゾーン，

水とのかたらいゾーン 姶良市

箇所 河川名 施設名 市町村名河川名 市町村名施設名箇所
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1.5.2 要領等 

 



8.1-22 

 

 

 



8.1-23 

 

 

 

 

（別紙２）
河川における安全利用点検対象区域及び施設（改訂）

１ 点検対象区域
安全利用点検の対象区域は，河川（水面を含む）における安全利用点検に関する実施

要領（以下「要領」という。）第５条第１項及び第２項に規定する区域で，次に掲げる
区域及びその周辺区域とする。

（要領第５条第１項）（１）陸上部
ア 水辺の楽校等河川に親しむ利用を目的として河川管理者が施設を設置している区

域（同項第１号）
川へのアクセス路，散策路及び親水護岸など人と川のふれあいの場を創出するこ

とを目的として設置された施設が存する区域

イ 河川に親しむ利用を目的として河川管理者が施設を設置した区域ではないが，河
川に親しむ利用が日常的に見られる区域（同項第２号）

治水目的で設置された施設のうち，散策や魚釣り等利用者が日常的にその周辺を
使用し，また接近する可能性のある施設の有する区域

ウ 潮位等により日常的に水位の変動に影響を受ける区域（同項第３号）
河口部など潮位等の変動により低水護岸等の根入れ部が吸い出しを受け，空洞等

が発生する可能性のある区域

エ アからウまでに掲げる区域に隣接した排水機場や親水護岸の水際部等を含む周辺
区域

（要領第５条第２項）（２）水面部
ア ボート及びカヌー等により，利用頻度が高く日常的に利用されている区域（同項

第１号）
水面利用の際，ボートの衝突などにより危険が予想される橋梁撤去後の橋脚や水

位観測施設等の存する区域

イ 遊泳場，キャンプ場，水辺の楽校等，日常的に水遊びに利用されている区域（同
項第２号）

横断構造物（魚道を含む堰，床止め等）や低水護岸など人工構造物の存する区域

（要領第５条第３項）２ 点検対象除外区域
次に掲げる区域とする。

（１）河川管理者以外の者が権原を有する河川区域内の土地（堤外民地）

（２）河川法第２４条に基づいて占用許可を受けている区域

（３）ダムの管理者がその管理を行う区域

（４）山奥等で人の接近の可能性がほとんどない区域

（要領第６条）３ 点検対象施設
点検対象区域に存する施設で，次に掲げるものとする。

（要領第６条第１項）（１）陸上部
堤防，低水護岸，高水敷，管理用通路，階段，船着場，水門，樋門，排水機場，

堰，水制，根固め，床固め，水位観測所等

（要領第６条第２項）（２）水面部
１（２）に掲げる区域内に設置されている横断工作物，低水護岸など河川管理施

設等の人工構造物

４ 河川における親水空間箇所について
河川における親水空間箇所としてリバーフロント整備事業や河川改修事業等により整

備した親水施設がある３８河川４３箇所（別紙３）について，特に安全利用点検を行う。
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（　別紙３　）

左岸 右岸
始点
Ｋｍ

終点
ｋｍ

1 1 甲突川 甲突川 昇降路工 鹿児島市 ○ 5.4 5.56

2 2 愛宕川 愛宕川 親水護岸工 鹿児島市 ○ 0 0.58

3 3 大里川 大里川 せせらぎ水路多目的ステージ，環境護岸 日置市 ○ ○ 0.1 0.4

4 4 永吉川 永吉川 環境護岸，園路 日置市 ○ ○ 2.8 3

5 5 万之瀬川 万之瀬川 岩屋公園 南九州市 ○ ○ 30.2 30.5

6 6 万之瀬川 麓川 （麓公園）親水施設 南九州市 ○ 6.735 6.5

7 万之瀬川 麓川 （武家屋敷）親水施設 南九州市 ○ 7.1 7.2

7 8 長川 長川 階段工 薩摩川内市 ○ 0.41 0.43

8 9 川内川 久富木川 さくら公園 薩摩川内市 ○ 11.2 11.4 薩摩川内市

9 10 川内川 樋脇川 親水護岸 薩摩川内市 ○ 5.4 6 薩摩川内市

10 11 川内川 北方川 階段護岸 さつま町 ○ 3.1 3.17 さつま町

11 12 川内川 夜星川 親水護岸 さつま町 ○ ○ 1.55 1.7 さつま町

12 13 川内川 穴川 観音滝公園 さつま町 ○ ○ 13.95 14.3 さつま町

13 14 川内川 泊野川 河川プール さつま町 ○ ○ 3.05 3.2 さつま町

14 15 高尾野川 高尾野川 温泉センター周辺整備 出水市 ○ 6.8 7

15 16 天降川 石坂川 親水護岸工，階段工 霧島市 ○ ○ 7.5 7.68

16 17 天降川 天降川 天降川リバーフロント事業 霧島市 ○ 7 7.1

18 天降川 天降川 せせらぎゾーン，出会いゾーン 霧島市 ○ ○ 0.8 3.4

17 19 天降川 小谷川 親水護岸 霧島市 ○ ○ 0.5 1.2

18 20 天降川 郡田川 親水護岸 霧島市 ○ ○ - - 霧島市

19 21 天降川 狩川 親水護岸 霧島市 ○ ○ 0 0.515

20 22 別府川 前郷川 せせらぎゾーン，水とのかたらいゾーン 姶良市 ○ ○ 2 2.45

21 23 川内川 羽月川 轟公園 伊佐市 ○ 0 0.6

22 24 川内川 須屋川 親水護岸工 湧水町 ○ 0 0.215

23 25 肝属川 串良川 高隈交流ふれあいの里 鹿屋市 ○ ○ 25 25.2 鹿屋市

26 肝属川 串良川 高隈散策遊歩道 鹿屋市 ○ 25 25.2 鹿屋市

24 27 肝属川 姶良川 吾平自然公園 鹿屋市 ○ ○ 11.8 12

28 肝属川 姶良川 吾平山稜 鹿屋市 ○ 8.7 8.9

25 29 肝属川 高山川 二股川キャンプ場 肝付町 ○ 25.2 25.2

26 30 肝属川 荒瀬川 轟の滝 肝付町 ○ 0.9 1

27 31 神ノ川 神ノ川 神川大滝公園 錦江町 ○ ○ 3.3 3.4

28 32 雄川 雄川 花瀬公園 南大隅町 ○ 14.5 14.5

33 雄川 雄川 みなと公園 南大隅町 ○ 0.3 0.5

29 34 大淀川 溝之口川 低水護岸，親水施設 曽於市 ○ ○ 3.9 4.2

30 35 大淀川 横市川 低水護岸，親水階段 曽於市 ○ 0.2 0.7

31 36 大淀川 大淀川 カヌー練習場昇降路 曽於市 ○ 3.2 3.2

32 37 菱田川 松尾川 低水護岸，親水階段 志布志市 ○ ○ 0 0.1

33 38 田原川 持留川 階段工 大崎町 ○ 8.7 8.73

34 39 菱田川 菱田川 低水護岸，親水階段 大崎町 ○ 0.4 0.44

35 40 宮之浦川 宮之浦川 ボードウォーク 屋久島町 ○ 0.3 0.4 屋久島町

36 41 住用川 住用川 マングローブパーク 奄美市 ○ 1 1.2

37 42 秋利神川 秋利神川 キャンパスパーク 天城町 ○ ○ 0.3 0.45

38 43 奥川 奥川 親水広場 和泊町 ○ 0.426 0.584

水系 河川

河川における親水空間箇所一覧（３８河川４３箇所）

施設管理者
※本県以外

左右岸 距離票

位        置

施設名
市町村

名

河川
数

箇所
数
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（　別紙４　）

　点検地域対象内で利用者が対象施設をどう利用しているか，また，どう利用する可能性があるか等の利用状況を勘案して，危険性を想定し
（急な増水の危険性も含む），下表に掲げる項目について，目視又は指触若しくは簡易な計測によって行うものとする。

１　陸上部（水域を含む）安全利用点検
対象施設（県管理） 備　　考

堤防 ○ パラペットを有さない，あるいは低いパラペットを有する特殊堤防等からの転落
○ 高さの高い擁壁等からの転落

水辺プラザ ○ 護岸及び堤防天端周辺等の陥没等損傷部への落ち込み
水辺の学校 ○ 危険性の注意換気（看板等）
桜づつみ ○ 避難支援施設，器具の状況
防災ステーション ○ 警報装置が設置されている場合はその稼働状況
等 ○ その他想定される危険性

低水護岸 ○ 親水護岸からの滑り落ち
○ 護岸及び護岸天端周辺の陥没等損傷部への落ち込み

水辺プラザ ○ 流速が速く，水深の深い水衝部への転落
水辺の学校 ○ 連結ブロックのがたつき及び崩れ
船着場 ○ 危険性の注意換気（看板等）
親水護岸 ○ 避難支援施設，器具の状況
等 ○ 警報装置が設置されている場合はその稼働状況

○ その他想定される危険性

高水敷 ○ 急勾配の護岸を有する水路等への転落
○ せせらぎ水路等の不安定な飛び石等が原因となる転倒

水辺プラザ ○ 危険性の注意換気（看板等）
水辺の学校 ○ 避難支援施設，器具の状況
等 ○ 警報装置が設置されている場合はその稼働状況

○ その他想定される危険性

管理用通路・階段・ ○ 陥没等損傷部への落ち込み
避難施設・器具 ○ 急勾配の階段等からの転落

○ 施設の破損等による転倒
階段 ○ 手摺等の破損状況
ロープ ○ 流速が速く，水深が深い水衝部への転落
はしご ○ スロープからの滑り落ち
遊歩道 ○ はしごや避難支援施設からの転倒
ボードウォーク ○ 危険性の注意換気（看板等）
その他避難支援施設・器具等 ○ その他想定される危険性

船着場 ○ 構造物周りの陥没等損傷部への落ち込み
○ 流速が速く，水深が深い水衝部への転落
○ 桟橋への立ち入り
○ 　・　施錠の状況
○ 　・　立ち入り防止柵等の損傷状況
○ 危険性の注意換気（看板等）
○ 警報装置が設置されている場合はその稼働状況
○ その他想定される危険性

水門，樋門・樋管 ○ 管理橋への侵入
○ 　・　管理橋門扉の施錠及び損傷状況
○ 　・　管理橋手摺りの損傷状況
○ 構造物周辺から水域への転落
○ 構造物周りの陥没等損傷部への落ち込み
○ 危険性の注意換気（看板等）
○ 警報装置が設置されている場合はその稼働状況
○ その他想定される危険性

排水機場 ○ 場内への立ち入り
　・　施錠の状況
　・　立ち入り防止柵等の損傷状況

○ 危険性の注意換気（看板等）
○ その他想定される危険性

堰（魚道を含む） ○ 陥没等損傷部への落ち込み
○ 堰への立ち入り

　・　立ち入り防止柵等の損傷状況
○ 危険性の注意換気（看板等）
○ その他想定される危険性

水制，根固め，床固め，床止め等 ○ 変状箇所への落ち込み
○ 危険性の注意換気（看板等）
○ 警報装置が設置されている場合はその稼働状況
○ その他想定される危険性

水位観測所 ○ 管理橋への進入
　・　管理橋門扉の施錠及び損傷状況
　・　管理橋手摺りの損傷状況

○ 危険性の注意換気
○ その他想定される危険性

低水護岸 ○ 護岸の陥没等損傷部への落ち込み
（低水護岸と一体的な堤防護岸を含む） 　・　自立矢板護岸等自立式構造物の転倒状況

　・　護岸の陥没等損傷状況
　・　護岸継手箇所の開き状況
　・　護岸の滑り落ち状況

○ 護岸天端周辺の陥没等損傷部への落ち込み
　・　陥没等の損傷状況

○ その他想定される危険性

その他の必要な施設 ○ その他想定される危険性

２　水面部の安全利用点検
対象施設（県管理） 備　　考

（水面利用の際危険が予想される施設） ○ 撤去等により水面下に水没することによる危険性の増大
・旧橋梁 ○ 施設の損傷及び変形等による危険性の増大
・水位観測施設 ○ 水面を利用する観点での危険性の危険性の注意換気
・堰（魚道を含む）
・床固め
・低水護岸等
（その他）

項　　　　　　　　　　　　目

潮位等日
常的に水
位変動の
影響を受
ける施設

項　　　　　　　　　　　　目

安　　全　　利　　用　　点　　検　　項　　目
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様式１

平成○○年度　河川における安全利用点検【実施計画表】   （記入例）

対象施設名 管理者名

●●振興局 ●●川 ●●川 右岸 1k ～ 2k 低水護岸 県知事 H24.5.21

～

～

～

～

～

～

～

～

～

～

～

～

～

～

～

～

～

～

～

～

～

～

～

～

～

～

～

～

～

～

～

～

～

距離標
対象施設

点検実施予定日 備考振興局名 水系名 河川名 左右岸
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・石畳の上に苔が繁殖しており，滑り落ちる危険性有り

・その他特に異常なし

・堤防の一部が大きく陥没している。（Ｌ＝○ｍ）

・その他特に異常なし

・特に異常なし

■ Ａ：ただちに応急対応するもの

□ Ｂ：詳細点検後対応を決めるもの

□ Ｃ：次の定期点検で対応を決めるもの

□ Ｄ：異常なし

□ Ｅ：点検実施困難

・堤防の石畳の苔については，撤去を行った。

・堤防の陥没については，ロープをはり，立ち入り禁止にした。Ｈ２４年度補修要望予定

対象
施設

点検項目

作成年月日

低

水

護

岸

実施点検者区分と登

録機関（業者）名

意見・備考

（その他）

堤
防

水

門

総

合

評

価

点検結果

平成○○年○○月○○日

処理区分 河川課へ要望予定

・低水護岸の石畳の苔については，撤去が必要である。

・堤防の陥没については，応急処置後，補修をする必要がある。

応急処置補修等対応

事業名・完結日
事業名 完結日

処理状況
（応急処置，補

修等対応事項含

む）

河川　二郎平成○○年○○月○○日

河川　三郎平成○○年○○月○○日

河川　一郎管理者　○○地域振興局

様式２　　　河川における安全利用点検に関する点検結果表（記入例）

1

○○市

河川点検管理番号

河 川 名 ニ級河川　○○水系　○○川

点 検 区 間

平成○○年○○月○○日

管轄振興局 ○○地域振興局

左右岸区分 右　岸

市 町 村 名
（ 起 点 側 ）

点検予定者 区分

点 検 区 分

区 間 割

実施点検年月日

１ｋ～２ｋ

データ更新日

登録者名

（対応者名）

同伴点検者

通報による巡

視・点検の場合

通報日時 通報者名

通報内容

その他

（河川施設の維持管理上必要と認められる事項）

・親水護岸からの滑り落ち・護岸及び護岸天端周辺の陥

没等損傷部への落ち込み・流速が速く水深の深い水衝部

への転落・連接ブロックのがたつき及び崩れ・危険性の

注意換気（看板等）・避難支援施設，器具の状況・その

他想定される危険性

・高さの高い擁壁等からの転落・護岸及び堤防天端周辺

等の陥没等損傷部への落ち込み・危険性の注意喚起（看

板等）・避難支援施設，器具の状況・警報装置が設置さ

れている場合はその稼働状況・その他想定される危険性

・管理橋への侵入・構造物周辺から水域への転落・構造

物周りの陥没等の損傷部への落ち込み・危険性の注意換

気（看板等）・警報装置が設置されている場合はその稼

働状況・その他想定される危険性
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ニ級河川　○○水系　××川

撮影位置（場所）

特記事項

応急措置前 平成○○年○○月○○日

撮影位置（場所）

特記事項

応急措置後 平成○○年○○月○○日

撮影位置（場所）

特記事項

平成○○年○○月○○日

苔を撤去した。

撮影年月日

撮影年月日

応急処置：

河川名 点検区間・左右岸区分 １ｋ～２ｋ　　右　岸

撮影年月日

現状：

1/000

石畳の上に苔が繁殖。

様式３　　　　　　　　河川における安全利用点検結果（要応急措置箇所写真）　（記入例）

管轄事務所 河川点検管理番号○○地域振興局 1

写真１

写真２

写真３
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1.6 河川ボランティアによる点検 

1.6.1 概要 

本県は河川管理延長が長く，維持管理の重要性が高まる中で，今後，現体制での充分で

確実な巡視・点検の実施が困難になることを鑑み，県土木部技術職員ＯＢで構成する全建

クラブ内に「かごしま河川ボランティア協会」が平成 17 年に発足し，以来，出水期前後の

年 2 回，内地河川において職員と合同で巡視・点検を行う協力をいただいている。 

例年，1班 3～10 名の 10班編制で 1箇所約 3km について職員と合同で巡視・点検を実施

し，1回当たり延長約 30km，60～70 名の参加をいただいている。 

実施に当たっては，事前に対象箇所を選定した上で点検は巡視・点検項目に基づき行い，

所定の巡視・点検様式と写真を提出いただいている。 

 

1.6.2 要領等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

河川管理施設巡視・点検要領

１ 巡視・点検の目的

， ， 。近年 全国的に集中豪雨が増加し 激甚な水害が相次いで発生している状況である

このような中，堤防の決壊等の河川災害を未然に防止し，人々が安全で安心できる

暮らしの実現をめざすため，これまで以上に確実な河川管理を行う必要がある。

そこで，建設技術者で構成する本協会の経験を生かして，県が管理する一・二級河

川 河川管理施設の通常時及び出水期の安全について，巡視・点検を行い，点検結果を

， ， 。報告し 行政において 緊急度・必要性等の検討のための資料として利用してもらう

２ 巡視・点検要領

（１）点検方法は，県が行う「河川維持管理巡視点検要領」に基づいた巡視・点検

の補助的役割をになうものとして行うものとする。

（２）点検の精度は，堤防からの目視レベルとし，直接川に入ったり，伐採等は行

わないこと。

（３）調査のための資料は，各地域振興局建設部（支所）が所有する河川現況図

（1/1,000～1/2,500）をコピーして利用する。

（４）写真撮影については，災害査定時における被災前状況に説明にも使用できる

よう，次のとおりとする。

・ 問題がない場合であっても，可能な限り構造物の写真を撮影すること。

・ 同様な構造物が続く場合には，問題がない限り，構造物や河道の状況把握

が可能な間隔毎に全景を下流に向かって撮影すること。

・問題箇所については，全景とポール等をあてて撮影すること。

（危険な場合は，ポ－ル等は不要）

（５）調査区間については，所管の地域振興局建設部（支所）の河川担当係長と協

議のうえ，設定すること。

（６）点検に当たっては，所管の地域振興局建設部（支所）の河川担当者が同行す

る。
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３ 巡視・点検結果整理方法

（１ に基づき目視で行うものとする。）「河川巡視・点検項目 （別紙）」

（２）点検結果は 及び に整理すること。，「河川現況図」 「巡視・点検様式」

このとき 「巡視・点検様式」の記入にあたっては，１枚あたり３㎞程度の片，

岸ずつの記載とする。

（３）写真については，河川現況図に写真撮影位置（番号 ・方向を記載し，Ａ－３）

版用紙に９枚程度をまとめて印刷したものを提出すること。

なお，デジタルカメラは，基本的には所管の地域振興局建設部（支所）が所

有するカメラを使用し，印刷についても各建設部（支所）が行うものとする。

（４）資料については，１部作成すること。

（５）鹿児島建設技術センターに置いている写真撮影に用いるホワイトボードを持

参し，ポール等は各建設部（支所）が持参するものを使用すること。

４ 班の編制，行動方法，終了確認

（１）班編制は，砂防ボランティアの班編制を基本として，調査の都度組み合わせ

て実施する （事務局で調整する ）。 。

（２）調査区間は，１河川をいくつかの班（概ね３㎞）に区分して行う （１日で巡。

視・点検できる範囲）

（３）集合場所は，地域ごとに集まり，各班ごとに最小限の車で調査を行う。

（４）巡視・点検様式，写真，図面は後日班長がとりまとめて提出する。

５ 服装，保険

（１）服装は，作業服・ヘルメット（帽子）を着用し，靴は動きやすく滑りにくい

半長靴か運動靴を履き，ボランティアの名札をつける。

（ ） ， 。（ ）２ 砂防ボランティア会員以外は ボランティア保険に加入する 事務局で対応

６ 県への巡視・点検結果の提出

各班長が，所管の地域振興局建設部（支所）の河川担当係長へ提出する。

※ 提出する際は，担当係長へ事前に連絡すること。
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（別 紙）

河川巡視・点検項目

調査箇所 調 査 事 項

・張芝の状況や人畜による踏み荒らし，車両のわだち状況

・のり面の亀裂

・坂路・階段取付部の洗掘，侵食

・モグラ等の小動物の穴の有無

堤 防 ・堤防天端の局所的に低い個所の有無

（のり面，天端， ・天端舗装の状況（クラック等）

のり尻，樋門等） ・のり尻のしぼり水の有無

・堤脚水路の沈下変形の状況

・樋門等の取付け護岸の変形・クラック

・樋門等設置箇所の堤防の状況（沈下等）

・樋門等の胸壁・翼壁等の部材接合部の開口

・樋門等の扉の状況（塵芥等の有無）

・樋門等の扉体や手すりの腐食 等

・護岸の基礎部の変状や洗掘
護岸

・護岸のクラックや沈下の状況

・床止工下流の洗掘の状況（著しい洗堀）

・床止工の取付護岸の状況（クラックや沈下等）

河道内 ・床止工の魚道の状況（土砂の堆積等）

（ ， ， ） （ ）床止工 土砂 樹木等 ・湾曲部や横断工作物下流等における河床の状況 深掘れ

・土砂等の堆積状況（２割程度以上）や流木の有無

・樹木の繁茂状況（雑草は除く） 等

・不法占用

その他 ・不法投棄

・点検者が気づいた点 等

※上記以外に気づいた点があれば記入すること。
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1.7 維持管理への住民参加 

1.7.1 水辺のサポート事業 

① 活動内容 H18 年度～ 草刈り，ゴミ拾い（H23 年度実績：約 118.5ｋｍ） 

② 支援内容 障害保険や草刈機の燃料，軍手，ゴミ袋の物品支給 

③ 加盟団体 H23 年度末時点で 151団体 4,158 人 

1.7.2 河川愛護団体活動 

① 活動内容 S34 年度～草刈り，ゴミ拾い（H23 年度実績：約 805ｋｍ） 

② 支援内容 障害保険や草刈機の燃料，軍手，ゴミ袋の物品支給 

③ 活動実績 H23 年度実施は 796 団体 35,116 人（河川愛護月間：5～6月） 

1.7.3 参考：アダプト(里親)制度 

河川の景観保全のための美化活動を行う自治会やボランティア団体などと市が連携し

て，市内の河川景観を将来にわたって保全していくための制度。 

現在，霧島市が平成 23 年度から実施し，活動団体は国県市の管理する河川堤防等の草

払い（年 2回以上），ごみの収集・処分，不法投棄や堤防の破損等の情報提供を行う。 

活動に参加する団体（登録制）に対し，活動支援金の交付，市民補償保険の適用，登

録団体名を記した表示看板の設置，草等の運搬及び処分について市が支援する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

参考：霧島市アダプト制度の概要 （広報きりしま H23.5 より） 



8.1-34 

 

 

1.8 管理瑕疵，その他 

河川において，破堤や施設の操作不良に伴う浸水被害，施設の利用における人身事故な

ど，管理瑕疵の有無が争点となり敗訴し賠償責任を負った事例は多い。 

管理瑕疵の判断としては， 

(１) 事故，被害が生じる可能性の予測が可能であったかどうか 

(２) 事故，被害を回避するための措置を構ずべき法的義務があったかどうか 

(３) 事故，被害を回避するための措置を講ずることが可能であったかどうか 

(４) 事故，被害を回避するための措置を講じたかどうか 

などが挙げられる。 

これらの経験を踏まえ，今後，巡視・点検の確実な実施と点検結果の適切な整備のほか，

施設の老朽化に伴う長寿命化計画に基づく管理など，計画的，効率的な河川維持管理が求

められ，現在，必要な制度設計が進められている。 

これを踏まえ，本県においても必要な制度整備を進めていく必要がある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

戦略的な河川維持管理の取り組みについて（国土交通省資料） 
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2. 第２章 河川用語集 

[あ] 

あおせん  

青線 
 

アロケーション 

 

[い] 

いじりゅうりょう  

維持流量 

 

[え] 
きょくせん 

H-Q 曲 線 

 

えつりゅうてい 

越流堤 

 

 

[お] 

オリフィス 

 

 

[か] 

が い す い ひ が い 

外 水 被 害  

 

 

かすみてい 

霞 堤  

 

 

か せ き   

河積 

 

かせんかんきょうかんりきほんけいかく  

河川環境管理基本計画 

 

 

か せ ん か ん り し せ つ   

河川管理施設 

 

 

 

かせんげんきょうちょうさ 

河川現況調査 

 

河川法の適用または準用がない水路のこと。 

 

コスト・アロケーションの略。公共事業等に際し、当該事業の関

係者に費用負担を応分に割り当てることをいう。 

 

 

 ⇒「第３編 計画編 第１章 河川整備基本方針・河川整備計画 

 頁 3.1-13 参照」 

 

河川のある地点で，水位と流量の関係を調べると，一定の関係が

あることが認められる。この関係を示した曲線。 

 

洪水調節のため，一定水位以上になると越流するように造られた

堤防。遊水地等に用いられ，越流によって破壊されないようコンク

リート被覆するなど堅固な構造とする。 

 

流体が噴流して出る開口部。また，流量を測定するため，水槽の

壁面や管路の途中に設ける小さな流水口。単に開口部を持つものよ

り，固定したゲートによるものが多い。 

 

河川からの流入水による洪水氾濫，その主な原因としては，溢水，

越流，破堤などがあり，これにより家屋や耕地が浸水する被害を外

水被害という。 

 

河川に沿って堤防をところどころ切断し，上流側の端を外側に延

長して重複させたもの。洪水時にはそこから遊水地に導き，本流の

水位を低下させる。 

 

河川の横断面について，水の占める面積。一般には計画高水位以

下の河川流水断面積をいう。 

 

河川の保全と創造にかかわる施策を総合的かつ計画的に実施す

るための基本事項を定めた管理の基本計画。水環境の管理と河川空

間の管理から構成され，両者は十分に調和することが必要である。

 

河川管理者が自ら管理している施設。川の流れを調整したり，洪

水の被害防止の機能を持つ施設のこと。（例：樋管，樋門，堤防，

護岸，落差工など）また，上記以外の目的で設置された橋や堰など

は，許可工作物といい，河川管理者が許可している施設である。 

 

⇒「第２編 調査編 第１章 河川調査 頁 2.1-1 参照」 
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かせんけいたい  

河川形態 

 

 

 

 

 

か せ ん ほ う 

河川法 

 

 

 

 

 

か ど う 

河道 

 

   か せ ん み ず べ   こくせいちょうさ 

河川水辺の国政調査 

 

かどうけいかく 

河道計画 

 

 

 

かはんりん  

河畔林 

 

 

 

かまばはいすいこうほう 

釜場排水工法 

 

 

 

かりしめきり 

仮締切 

 

かわおもて   かわうら 

川表・川裏 

 

かんちょう   か せ ん 

感 潮（河川） 

 

 

[き] 

きお うさ いこ うす いい 

既往最高水位 

川は大きく，上流・中流・下流に分けられるが，それぞれの区間

により，川底の様子や流れの速さや蛇行のしかたが異なっている。

このような川の形や流れの特徴を河川形態という。河川形態を表す

方法の一つに，「淵・平瀬・早瀬」の流れを一つの単位として捉え，

それぞれの特徴から渓流型，中流型，下流型のように分ける方法が

ある。河川形態の特徴に応じて，生息する魚や生物の種類も異なる。

 

河川について，災害の発生が防止され，適正に利用され，機能が

維持されるよう管理し，国土の保全と開発に寄与するために，昭和

39年に施行された法律。なお，旧河川法は明治29年に作られた。昭

和39年には「治水」と「利水」に関する制度の整備が図られ，その

後，平成9年の河川法改正により，「河川環境の整備と保全」が加

えられた。 

 

流水を安全に流下させるための水の流れる部分。通常水が流れて

いる部分を低水路と，洪水時だけ流れる高水敷に分けられる。 

 

⇒「第２編 調査編 第１章 河川調査 頁 2.1-1 参照」 

 

計画高水流量を安全に流すための川の計画のことで，河川改修の

基本となるもの。河道計画では，計画高水位（H.W.L）以下で，計

画高水流量を流せるような，川の断面の川幅や水深，河床勾配など

を決定する。 

 

洪水などの影響を受ける不安定な立地の河原に生育している水

辺林を，河畔林または渓畔林という。河畔林や渓畔林から落ちた葉

や小枝は，川の中の小さい生き物の餌になり，落ちた昆虫は魚の餌

になる。 

 

構造物の施工において仮締切り内に浸透あるいは湧水した水が

自然排水不可能な場合，締切り内の掘削面よりやや深い釜場と称す

る集水場所を設け，浸透水や湧水をこの釜場に開きょなどで導き，

ポンプで外部へ排出する方法。 

 

水面下に基礎工事や，根固めを施設する場合で，周囲の水の浸入

を防ぐために作った一時的な止水壁。 

 

流水が流れている面を川表という。流水が流れている面の反対側

を川裏という。 

 

海に注ぐ川の下流部で，潮汐（ちょうせき）変化につれて川の水

位や流速が周期的に変動する範囲を感潮区間といい，そのような潮

汐の影響を受ける川を感潮河川という。感潮の範囲は勾配の緩やか

な大河川になるほど大きく，勾配の急な川では小さい。 

 

H.H.W.L(highest high water level)。過去に観測された水位の

中で最も高い水位をいう。 
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きほんたかみず 

基本高水 

 

 

 

[け] 

けいかくきじゅんてん  

計画基準点 

 

け い か く き ぼ   かくりつねん 

計画規模・確率年 

 

 

けいかくこうすいい  

計画高水位 

（H.W.L） 

けいかくたかみずりゅうりょう 

計画高水流量 

 

 

げんかいすいしん  

限界水深 

 

 

 

 

けんようこうさくぶつ 

兼用工作物 

 

[こ]  

こ う う き ょ う ど 

降雨強度 

 

 

 

こ う じ じ っ し き ほ ん け い か く 

工事実施基本計画 

 

 

 

 

こうすいしき 

高水敷 

 

こうずいちょうせつ 

洪水調 節  

 

 

洪水防御計画の対象となる洪水を基本高水といい，基準点におけ

る基本高水のピーク流量値である。なお，ダム等による洪水調節が

行なわれない場合は,基本高水のピーク流量値そのものが基準点の

計画高水流量となる。 

⇒「第３編 計画編 第２章 洪水防御計画 頁3.2-6参照」 

 

⇒「第３編 計画編 第２章 洪水防御計画 頁3.2-5参照」 

 

河川を整備する際に目標とする規模（対策の目標となる洪水の規

模）のことを計画規模という。一般的にその洪水が発生する超過確

率（１度以上は起こる確率）で表す。 

 

計画高水流量を安全に流下させることのできる河道の水位。 

⇒「第３編 計画編 第３章 河道計画 頁3.3-7参照」 

 

河川改修やダム等を計画する場合に設定される流量で，基本高水

のピーク流量の内，河道が分担する流量である。 

⇒「第３編 計画編 第２章 洪水防御計画 頁3.2-9参照」 

 

常流と射流の限界点における水深。このときの流速を限界流速と

いい,その流れが限界流となる。一般的には，フルード数により限

界流を求めて水深を確定している。Fr=V/√(g×h) 

（V：流速，g : 重力加速度9.8ｍ/s2，h：水深ｍ）Fr<1.0：常流，

Fr>1.0：射流，Fr=1.0 限界流(この時の水深を限界水深という。)

 

河川管理施設が他の工作物の効用を兼ねている場合，これを兼用

工作物という。 

 

 

瞬間的な雨の強さを1時間あたりに換算した雨量を降雨強度とい

う。単位はmm/h。 

 降雨の継続時間と降雨強度の関係を表したものを降雨強度式と

いう。 

 

平成９年改正前の河川法第 16 条に基づいて策定される各水系に

係る河川の総合的な管理を確保するための基本となる計画のこと

である。平成９の河川法の改定により，「河川整備基本方針及び河

川整備計画」に変更された。 

 

堤外地で洪水の場合にのみ冠水する土地を高水敷という。 

 

 

ダム・調節池等に洪水の全部または一部を貯留し，下流での洪水

被害の発生を防ぐこと。 
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こうずいとうたつじかん 

洪水到達時間 

 

ご う り し き  

合理式 

 

ごうりゅうてんしょりほうしき 

合流点処理方式 

 

 

[し] 

じかんうりょう  

時間雨量 

 

しすいいき  

死水域 

 

 

 

 

しょうすいろ 

捷水路 

 

しゃりゅう 

射 流  

 

 

じょうりゅう 

常 流 

 

 

[す] 

すいしょうぶ  

水衝部 

 

すいぼうほう 

水防法 

 

    すいりけん 

水利権 

 

 

 

[せ] 

せ   ふ ち 

瀬・淵 

 

雨水が地上に達してから，河川のある地点に洪水として流れ着く

までに要する時間。これが短くなると，洪水対策が困難になる。 

 

⇒「第３編 計画編 第２章 洪水防御計画 頁3.2-16参照」 

 

本川と支川が合流する際の合流点処理方式としては，「バック堤

方式」，「セミバック堤方式」，「自己流堤方式」の大きく３つに

分けられる。 

⇒「第３編 計画編 第３章 河道計画 頁3.3-9参照」 

 

雨の量を表す一つの方法で，１時間にいくら降ったかをミリメー

トル単位で表す。 

 

河道内の水面部分で流れのない場所あるいは流れがあっても渦

状の場所で，流量の疎通に関係のない部分をいう。主に，河道の急

拡，湾曲，構造物の陰，樹木の密生等により生じる。一般に，同一

河川であっても流量規模によって死水域が異なる。 

⇒「第３編 計画編 第３章 河道計画 頁3.3-18参照」 

 

河道の屈曲部を修正し，洪水の疎通をよくするために開削される

水路をいう。 

 

水深hが限界水深hcより小さい流れ。射流では，フルード数Frは，

Fr＞1.0（Fr=U/√gh，ここで U：平均流速，g：重力加速度）であ

る。 

 

水深hが限界水深hcより大きい流れ。常流ではフルード数Frは  

Fr＜1.0（Fr=U/√gh ，ここで  U：平均流速，g：重力加速度）で

ある。 

 

 

河川の湾曲部などで水の流れが強くあたる箇所 

 

 

⇒「第７編 水防対策編 第１章 総説 頁6.1-2参照」 

 

水利権には河川管理者が許可した許可水利権(法第八十七条，八

十八条）の他に慣行水利権(法第二十三条)と呼ばれるものがある。

慣行水利権とは許可は受けていないが，河川法制定以前から河川の

流水を占用している者に対して認められているものである。 

 

 

川の流れが速く水深の浅い場所を瀬，その前後で流れが緩やかで

深い所を淵という。瀬には平瀬と早瀬があり，波立ちのあまり見ら

れない所を平瀬，流れが早く白波が立っている所を早瀬という。 
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せいじょうりゅうりょう 

 正 常 流 量  

 

く ぶ ん 

セグメント区分 

 

 

 

 

 

 

 

 

ぜんたいけいかく 

全体計画 

 

 

[そ] 

そ う と う そ ど 

相当粗度(Ks) 

 

 

 

 

そ が い り つ  

阻害率 

 

 

そ ど け い す う  

粗度係数 

 

 

 

[た] 

た ん い ず ほ う  

単位図法 

 

 

[ち] 

ちすいけいざいちょうさ 

治水経済調査 

 

 

 

 

ちょうかこうずい 

超過洪水 

⇒「第３編 計画編 第１章 河川整備基本方針・河川整備計画  

頁3.1-13参照」 

 
セグメント区分とは，河道特性を評価する一つの方法。河川の縦

断形は，ほぼ同一の河床勾配を持つ区間がいくつか集まりできてい

ると考えられ，この同一の河床勾配を持つ区間をセグメントと呼

ぶ。 

同一勾配を持つそれぞれの河道区間は，ほぼ同じ大きさの河床材

料を持っており，さらに洪水時に河床に働く掃流力や低水路幅・深

さも同じような値を持っていることが多い。この特徴を持つ区間ご

とに河道を区分する方法がセグメント区分である。 

 

河川改良工事全体計画の略で，平成９年の河川法改正前におい

て，補助事業に新規採択する場合など，河川一連区間について，改

良工事の基本となる事項を定めた計画のこと。 

 

河床面あるいはのり面に凹凸の大きさを表す係数，河床の場合

は，河床材料粒径および表面の並び方によって変化する。のり面の

場合は，植生，堤体土等の被覆材料の種類，大きさ，粗度程度など

によって変化する。 

⇒「第３編 計画編 第３章 河道計画 3.3-22参照」 

 

橋脚や堰など，川の中には水の流れを阻害する構造物がある。こ

れらの合計と川幅の比。 

⇒「第４編 設計編 第４章 河川構造物 頁4.4-23参照」 

 

河川の水が流れる時に河床や河岸などが抵抗する度合いを表す係

数。一般に，表面に凹凸がある方が粗度係数は高くなり，流速 

が遅くなる。 

⇒「第３編 計画編 第３章 河道計画 頁3.3-19参照」 

 

 

流出解析法のひとつ。単位量有効降雨がもたらすハイドログ

ラフを単位図と称し，単位図を有効降雨量に重ね合わせることに

よって流出量ハイドログラフを求める方法。 

 

 

水事業の諸効果のうち，経済的評価のできるものを把握して，

それを治水事業の便益（benefit）とし，一方，治水事業を実施す

るために要する費用および施設の維持，管理に要する費用等を治水

事業の費用（cost）と考え，両者を比較することにより当該事業の

経済性を評価することである。 

 

計画規模を超える洪水のことをいう。 
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ちょうすい 

跳 水 

 

 

 

[て] 

ていきゃくすいろ 

堤脚水路 

 

 

ていすいしき 

低水敷 

 

ほう 

ティーセン法 

 

 

 

ていないち   ていがいち 

堤内地・堤外地 

 

ていぼう 

堤防 

 

 

てんじょうがわ 

天井川 

 

[と] 

と う き ょ う わ ん へ い き ん か い め ん 

東京湾平均海面 

 

 

どうりゅうてい 

導流堤 

 

 

 

[な] 

ないすいひがい 

内水被害 

 

 

 

 

 

 

射流から常流に変わるときにみられる現象。その形状は，射流時

のフルード数より分類することが出来る。跳水がおこるとそこで大

きな渦運動が発生するため，エネルギーが失われる。また，その割

合はフルード数に関係していることが知られている。 

 

堤防の地盤が低く，雨水の集まりやすい所では，堤防ののり尻近

くに水路を設け，排水の便を図る。このような水路を堤脚水路とい

う。 

 

低水時に流水が流れている部分。複断面河道ではその維持が必要

となる。 

 

流域平均雨量を算出する方法。雨量観測所のカバーするエリアを

機械的に割りふり，加重平均して求める。割りふることをティーセ

ン分割という。 

 

 

堤防により洪水から守られている土地を堤内地，堤防に挟まれて

水が流れている側を堤外地という。 

 

堤防とは，人家のある地域に河川や海の水が浸入しないように

河岸や海岸に沿って土砂を盛上げた治水構造物のことである。洪

水時のはん濫を防ぐ目的で設けられる。 

 

川底が，周辺地面の高さよりも高い位置にある川のことをいう。

 

 

東京湾平均海面とは，全国の地表面標高の基準となる海水面の高

さである。海面からの高さを表す場合の基準となる水準面が東京湾

平均海面で，記号としてT.P.（Tokyo Peil）を用いる。 

 

河川が他の河川，湖沼または海に注ぐ場合，流路を一定する目的

で水流を導く堤防で導水堤ともいう。河口部に用いられるものを突

堤ともいう。合流点や河口部では掃流力が小さくなり埋塞される場

合があり，これを防ぐため導流堤が設置される。 

 

 

豪雨時に堤内地に雨水がたまって氾濫することを内水氾濫とい

い，これにより家屋や耕地が浸水する被害を内水被害という。内水

氾濫は，川が増水して水位が上昇するため堤内地に降った雨が自然

に川へ排水できなくなり，堤内地の水路があふれ出したり，下水道

のマンホールの蓋から下水が噴き出したりする現象である。 
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[は] 

ハイエトグラフ 

 

 

 

 

 

はいすいきじょう 

排水機場 

 

 

 

はいすい  はいすいくかん 

背水・背水区間 

 

 

ハイドログラフ 

 

はんらんくいきしさんちょうさ 

氾濫区域資産調査 

 

 

[ひ] 

  ひきてい 

引堤 

 

ひ も ん   すいもん 

樋門・水門 

 

  ひ よ う た い こ う か 

費用対効果 

 

 

 

 

 

 

 

ひりゅうりょう 

比流量 

 

 

[ふ] 

  ふていりゅう   ていりゅう 

不定流・定流 

 

 

連続した降水量記録を単位時間（10分，1時間）当りの降水量と

して表わしたグラフ。主に気象学や水文学で用いられる。通常は，

横軸 に時間経過，縦軸に単位時間ごとの降雨量をとり，縦棒グラ

フや棒線グラフで表示する。これにより，降雨強度の時間変化を把

握することに用いる。 

 

樋門・水門の扉が閉じられたとき，内水または河川水が自然に排

水できなくなる。排水機場では，電気やディーゼルエンジンなどの

動力を使って内水や河川水をポンプアップし川へ排水し，内水被害

を防止する。 

 

主に本川と支川との関係で，洪水時，支川の水は，本川の水位が

高いと流れづらい状態となり，水位が上昇する。この現象を背水と

いい，その影響を受ける区間を背水区間という。 

 

河川の1つの地点での流量の変化の時間的過程を示すグラフ。 

 

想定濫区域内の主要な資産を調査するものである。 調査対象資

産は，①家屋，②家庭用品，③事業所償却・在庫資産， 

④農漁家の償却・在庫資産，⑤農作物，⑥公共土木施設等である。

 

 

河川改修工事において，水路幅の拡大，堤防法線の修正などのた

めに既設の堤防を堤内側に移動させることを引堤という。 

 

⇒「第４編 設計編 第４章 河川構造物 頁4.4-65参照」 

 

 

河川整備計画の策定および個別事業の新規事業採択時評価等の

際の費用対効果分析について，治水施設の整備期間を織り込んだ分

析手法である。評価時点を現在価値化の基準時点とし，治水施設の

整備期間と治水施設の完成から50年間を評価対象期間として,治水

施設の完成に要する費用と施設の完成から50年間の維持管理費を

現在価値化したものの総和から総費用（cost）を，年平均被害軽減

期待額を現在価値化したものの総和から総便益(benefit)をそれぞ

れ算定する。 

 

単位流域面積当たりの流量。計画高水流量を流域面積で除したも

の。同一水系内の他河川との計画規模バランスを検討する時等に用

いる。 

 

不定流：時間と共に変化する流れ。 

定 流：時間によって変化しない流れ。 

 



8.2-8 

 

ふとうりゅう   とうりゅう 

不等流・等流 

 

 

 

 

 

 

           すう 

フルード数 

 

 

[ほ] 

ほうすいろ  ぶんすいろ 

放水路（分水路） 

 

 

  ほりこみかどう 

堀込河道 

 

 

[む] 

  むじげんそうりゅうりょく 

無次元掃流力 

 

[や] 

  や ま づ 

山付け 

 

[ゆ] 

  ゆうすいち   ちょうせつち  

遊水地・調節池 

 

 

 

 

[よ] 

  よすいばけ 

余水吐 

 

 

 

不等流：自然の河川など断面の幅や形状，河床の勾配が変わる水

路は，流れの断面形状や流速が場所によって水位が変化する。この

ような流れを不等流といい，水位の計算が複雑になる。不等流の水

面形の計算は，常流では，支配断面等を基準にして下流から上流に

向かって計算し，射流や限界流ではその逆で上流から下流に向かっ

て計算を進める。 

等流：水路等断面の幅や形状，河床勾配が一定な流れ。 

 
慣性力と重力の比を表す数（無次元）。フルード数が 1より小さ

い流れは常流であり，1より大きい流れは射流である。フルード数

が 1であれば，限界水深と限界流速で水が流れていることを意味す

る。 

 

現河道の大幅な拡幅を避けるため，あるいは改修延長を短縮する

などのために河川の途中から分岐して新川を開削し，直接海や他の

河川，あるいは元の本川に放流する水路のこと。 

 

河川の護岸天端が周囲地盤と同一もしくはそれより低い所に位

置する河道（堤防天端高と背後地盤の高低差が 0.6ｍ以下）が周囲

より低いため掘込河道と呼ぶ。 

 

 

河床に作用する掃流力を無次元化した量。河床材料や捨石などの

移動のしやすさを示す指標として用いられる。 

 

 

河道が山裾に形成される場合に，山の斜面が河道の護岸機能を持

つ状況のこと。 

 

 

洪水の最大流量を減少させるため，洪水を一時的に貯めて調節

し，洪水が終わった後にゆっくり流す施設のことをいう。 

・遊水地：洪水時の河川の流水を一時的に氾濫させる土地のこと。

・調節池：集中豪雨などの局地的な出水により，河川の流下能力を

超過する可能性のある洪水を河川に入る前に一時的に溜める池。

 

 

水路の安全のために，水路周辺から流入洪水量や分水中止による

水路余剰水を自動的に排除する構造物。横越流堰型，サイフォン型，

自動ゲート型などがある。 

 

 

 

 

 



8.2-9 

 

 

[り] 

  りゅうきょう 

流  況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[れ] 

レッドデータブック 

 

 

 

[わ] 

 ワンド 

 

 

 

1年を通じた川の流量の特徴のことをいい，豊水，平水，低水，

渇水流量を指標にしたもの。流況を見ると，その川の 1年間の流量

の変化の様子や水の豊かさが分かる。 

環境基準の達成目標等は，低水流量や渇水流量を目安にして計画

が立てられている。 
・豊水流量：1 年を通じて  95 日はこれを下回らない流量。 
・平水流量：1 年を通じて 185 日はこれを下回らない流量。 
・低水流量：1 年を通じて 275 日はこれを下回らない流量。 
・渇水流量：1 年を通じて 355 日はこれを下回らない流量。 

川で観測した 365日分の流量データを，大きい順に並べて，95 番

目の流量を豊水流量，同 185番目を平水流量，同 275番目を低水流

量，同 355番目を渇水流量という。 

 

 

IUCN(国際自然保護連合)が発行した絶滅に瀕している動植物の

種を記した資料集のこと。レッドデータブックは各都道府県版と環

境省版が発行されている。 

 

 

川の淀みや淵，または入り江。魚の産卵や仔稚魚の育成，増水

時の避難場所として極めて重要な場所である。 
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